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平成２３年第３回（９月）上牧町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

平成２３年９月５日（月）午前１０時開議 

 

第 １        会議録署名議員の指名について 

第 ２        会期の決定について 

第 ３ 認第 １号  平成２２年度上牧町一般会計歳入歳出決算認定について 

第 ４ 認第 ２号  平成２２年度上牧町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

第 ５ 認第 ３号  平成２２年度上牧町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について 

第 ６ 認第 ４号  平成２２年度上牧町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

第 ７ 認第 ５号  平成２２年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

第 ８ 認第 ６号  平成２２年度上牧町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

第 ９ 認第 ７号  平成２２年度上牧町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

第１０ 認第 ８号  平成２２年度上牧町水道事業会計決算認定について 

第１１ 議第 １号  上牧町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例について 

第１２ 議第 ２号  上牧町税条例等の一部を改正する条例について 

第１３ 議第 ３号  上牧町社会体育推進委員会設置条例の一部を改正する条例について 

第１４ 議第 ４号  平成２３年度上牧町一般会計補正予算（第３回）について 

第１５ 議第 ５号  平成２３年度上牧町国民健康保険特別会計補正予算（第１回）につい                      

           て 

第１６ 議第 ６号  平成２３年度上牧町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）につ

いて 

第１７ 議第 ７号  平成２３年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第１回）について 

第１８ 議第 ８号  平成２３年度上牧町下水道事業特別会計補正予算（第１回）について 

第１９ 議第 ９号  平成２３年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１
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回）について 

第２０ 議第１０号  上牧町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

第２１ 議第１１号  教育委員会委員の任命について 

第２２ 議第１２号  教育委員会委員の任命について 

第２３        選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について 

第２４        決算特別委員会の設置及び委員の選任について 

 

本日の会議に付した事件 

第１から第２４まで議事日程に同じ 
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                     ◇                     

 

出席議員（１１名） 

      １番  堀 内 英 樹        ２番  長 岡 照 美 

      ３番  辻   誠 一        ４番  吉 中 隆 昭 

      ５番  石 丸 典 子        ６番  木 内 利 雄 

      ７番  康 村 昌 史        ８番  富 木 つや子 

      ９番  芳 倉 利 次       １０番  吉 川 米 義 

     １１番  服 部 公 英       １２番  東   充 洋 

 

欠席議員（なし） 

 

                     ◇                    

 

地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名 

  町    長 今 中 富 夫 教 育 長 浅 井 正 溢 

  総 務 部 長 田 中 一 夫 都市環境部長 外 川 武 彦 

  住民福祉部長 塚   尚 起 水 道 部 長 杦 本 和 敏 

  教 育 部 長 竹 島 正 智 保健福祉センター館長 高 木 雄 一 

  秘 書 課 長 藤 岡 達 也 総 務 課 長  池 内 利 昭 

 

                     ◇                    

 

職務のため議場に出席した事務局員 

  局    長  下 間 常 嗣    書    記  山 下 純 司 
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    開議 午前１０時００分 

 

    ◎開会の宣告 

〇議長（東 充洋） おはようございます。ただいまの出席議員数は12名です。定足数に達し

ておりますので、平成23年第３回上牧町議会定例会を開催いたします。 

 本日、定例会が開催されましたところ、議員各位におかれましてはご出席賜り、厚く御礼

を申し上げます。今議会は通称、決算議会と言われる９月議会です。ＰＤＣＡを踏まえ十二

分にご審議願いますよう心からお願いを申し上げます。 

 

                     ◇                     

 

    ◎開議の宣告 

〇議長（東 充洋） それでは、本日の会議を開きます。 

 

                     ◇                     

 

    ◎町長のあいさつ 

〇議長（東 充洋） 初めに、招集者のあいさつをお願いいたします。 

 今中町長。 

          （町長 今中富夫 登壇） 

〇町長（今中富夫） 皆さん、おはようございます。 

 本日ここに、平成23年第３回定例会を招集いたしましたところ、議員各位には大変忙しい

中、ご出席をいただきまして、本当にありがとうございます。 

 さて、今回の台風12号によります被害が甚大となっております。報道では死者26人、行方

不明者54人、特にその内、奈良、和歌山、三重では相当な被害となっております。奈良県で

は死者３人、行方不明者19人。特に五條市、十津川村、天川村の被害が目立って大きなもの

となっております。 

 きのう私、ある会議の中で副知事にお会いをさしていただいたときに、副知事からきのう、

午前７時から自衛隊に要請をして、知事も五條土木に陣頭指揮に行っていると。重機を先頭

に自衛隊、奈良県の職員、地元ということで、道路が寸断されておりますので、なかなか中
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に入っていけないということで、重機を先頭に復旧に、いま進んでいるというお話を聞かし

ていただきました。亡くなられた方、行方不明者の方、それぞれにお悔やみとお見舞いを申

し上げたいというふうに思います。１日も早い復旧をぜひお願いをしたいものだというふう

に考えております。 

それと今、国政では８月30日に国会で第95代首相として民主党の野田佳彦さんが新首相の

指名をされました。報道では支持率が大変高いということが報道されております。それだけ

国民に大きな期待をされているということだろうと思います。緊急な課題といたしまして大

震災の復旧、復興、原発の問題、日本の経済低迷にかかる円高、デフレ、雇用問題、こうい

うところの対策が最も急がれるところでございます。新しい野田新内閣につきましては、１

日も早く課題解消の対策に全力を挙げて取り組んでいただき、国民が安全、安心に暮らせる

ように１日も早く対策を講じていただいたいというふうに願うところでございます。 

 それでは、本日提出しております議案につきまして、簡単に説明をさせていただき、あい

さつに代えたいと思います。 

 まず、認第１号 平成22年度一般会計決算につきましては、４年連続の単年度収支が黒字

となり、実質収支額が１億4,191万6,000円となりました。財政健全化計画どおり平成22年度

決算で実質公債費比率が早期健全化基準をクリアできたことにより、本日の財政健全化計画

完了報告書の提出をもって早期健全化団体からの脱却となります。今後も気を緩めることな

く引き続き住民、議会、職員がそれぞれ協働のもとに行財政運営に取り組んでいきたいとい

うふうに考えております。 

 22年度決算の主なものといたしましては、国の経済対策による交付金等の活用により、学

校施設耐震化等の事業実施や緊急雇用創出事業補助金を活用した道路台帳デジタル化等の事

業を実施いたしました。 

 認第２号から認第８号までの各会計の決算につきましては、お手元に配付しております決

算書のとおりでございます。22年度も前年同様、すべての会計で黒字決算となっております。

監査委員の意見を付して報告させていただきます。 

 次に、議第１号につきましては、スポーツ振興法がスポーツ基本法に改正されたため、特

別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償の一部を改正するものでございます。 

 議第２号につきましては、過料等の改正に伴う上牧町税条例等の一部を改正するものでご

ざいます。 

 議第３号につきましては、スポーツ振興法がスポーツ基本法に改正されたため、上牧町社
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会体育推進委員会設置条例の一部を改正するものでございます。 

 議第４号につきましては、平成23年度一般会計第３回補正予算でございます。主な内容に

つきましては、普通交付税、臨時財政対策債、特例交付金が減尐となっております。歳出に

つきましては、町道の維持管理に係る補修工事費の増額、庁舎の耐震診断を実施するための

委託料の予算措置を行っております。 

 議第５号から議第９号につきましては、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、 

介護保険特別会計、下水道事業特別会計、住宅新築資金等貸付事業特別会計の各補正予算で

ございます。 

 議第10号につきましては、固定資産評価審査委員会委員の選任についてでございます。 

 議第11号、議第12号につきましては、教育委員会委員の任命についてでございます。 

 以上のとおり、各案件を上程しております。いずれも重要な案件でございますので、慎重

にご審議いただき、承認、議決賜りますようよろしくお願いをいたします。 

 ありがとうございました。 

 

                     ◇                     

 

    ◎議会運営委員会の報告 

〇議長（東 充洋） あいさつが終わりましたので、過日開催されました議会運営委員会の報

告を求めます。 

 吉川議会運営委員長。 

          （議会運営委員長 吉川米義 登壇） 

〇議会運営委員長（吉川米義） おはようございます。 

 議会運営委員会の報告を申し上げます。 

 本日招集の平成23年第３回定例会の議会運営委員会を、去る９月１日午前10時から、全委

員出席により議会運営について慎重に審議いたしました結果、会期は９月５日から９月15日

までの11日間とし、会期日程及び議案付託表につきましては、お手元に配付しております会

期日程並びに議案付託表のとおりと決しました。 

 また、一般質問につきましては、従来どおり理事者側の答弁を含め１人１時間以内と決し

ました。 

 以上、議会運営委員会の報告を終わります。 
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                     ◇                     

 

    ◎議事日程の報告 

〇議長（東 充洋） 報告が終わりましたので、これより委員長の報告どおり議事を進めてま

いりたいと思います。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

 

                     ◇                    

 

    ◎会議録署名議員の指名について 

〇議長（東 充洋） 日程第１、会議録署名議員の指名について。 

 会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、６番、木内議員、７番、康

村議員を指名いたします。 

 

                     ◇                     

 

    ◎会期の決定について 

〇議長（東 充洋） 日程第２、会期の決定について、これを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から９月15日までの11日間にしたいと思います。ご異議ございま

せんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日から９月15日までの11日間と決定いたしました。 

 

                     ◇                     

 

    ◎認第１号の上程、説明 
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〇議長（東 充洋） 日程第３、認第１号 平成22年度上牧町一般会計歳入歳出決算認定につ

いて、これを議題といたします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

〇議会事務局長（下間常嗣） 認第１号 平成22年度上牧町一般会計歳入歳出決算認定につい

て。 

 地方自治法第233条第３項の規定により、平成22年度上牧町一般会計歳入歳出決算を別紙監

査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 平成23年９月５日提出 上牧町長 今中富夫。 

〇議長（東 充洋） 監査報告につきましては、お手元の決算書別紙に監査委員の意見書がつ

いておりますので、これを省略し、提案理由の説明を求めます。 

 総務部長。 

〇総務環境部長（田中一夫） 認第１号 平成22年度上牧町一般会計歳入歳出決算について説  

明いたします。 

 平成22年度歳入総額につきましては84億1,332万9,323円となり、対前年度比7.3%の増。歳

出総額につきましては82億6,420万6,527円、対前年度比6.6％の増となり、差し引き１億4,912

万2,796円の黒字となりました。翌年度へ繰り越すべき財源720万6,615円を差し引いて、実質

収支額１億4,191万6,181円の黒字決算となっております。また、単年度収支におきましても、

6,467万3,233円の黒字となりました。実質公債費比率は23.8％、対前年度比３％の減となっ

ております。 

 それでは、歳入決算の主な内容について説明いたします。 

 歳入総額の31.1％を占めます地方交付税は26億1,386万6,000円で、対前年度比5.7％、額に

して１億4,039万3,000円の増となっております。歳入総額の25％を占めます自主財源の基幹

であります町税は21億742万7,313円で、対前年度比マイナスの4.4％、額にして9,729万297

円の減となりました。歳入総額の13％を占める町債は10億9,625万4,000円で、対前年度比マ

イナスの12.2％、額にして１億5,227万8,000円の減となりました。国庫支出金は12億1,845

万6,713円で、歳入総額の14.5％を占め、対前年度比49.4％、４億289万6,103円の増となって

おります。増加の内容は学校施設耐震化事業に伴います補助金の増によるものでございます。

県支出金につきましては５億4,845万7,255円で、歳入総額の6.5％を占め、対前年度比45.7％、

１億7,208万7,787円の増となりました。これは奈良県市町村振興臨時交付金の増によるもの

でございます。財産収入は１億1,382万999円で対前年度比3,756.2％、額にして１億1,086万
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9,390円の増となっております。これは第三保育所、民営化に伴います不動産売却によるもの

でございます。 

 次に、歳出決算の主な内容について説明いたします。 

 歳出総額の23.2%を占めます公債費は19億1,587万6,113円で、対前年度比マイナス27.7％、

額にして７億3,367万1,588円の減です。これは、平成21年度に過年度の高金利の借りかえと

繰上げ償還を行ったことによるものでございます。民生費は15億9,721万4,580円で、歳出総

額の19.3％を占め、対前年度比17.5％、額にして２億3,759万4,039円の増となっております。

これは、子ども手当支給等によるものでございます。教育費では15億5,799万9,166円で、歳

出総額の18.9％、前年度対比127.6％、額にして８億7,359万5,592円の増です。学校施設耐震

化事業によるものでございます。土木費は３億8,170万3,844円で、歳出総額の4.6％を占め、

対前年度比45.5％、額にして１億1,932万5,769円の増となっています。これは、道路用地の

公社からの買戻しと道路整備工事によるものでございます。諸支出金につきましては８億

9,728万9,965円で歳出総額の10.9％、対前年度比86.7％、額にして４億1,670万6,189円の増

です。 

 続きまして、性質別に説明いたします。 

 義務的経費のうち、人件費は対前年度比1,9％、2,719万8,000円の減となっております。構

成比は17.2％でございます。扶助費は対前年度比44％、２億7,643万3,000円の増となり、構

成比は11％となっております。公債費は対前年度比マイナス27.7％、７億3,367万1,000円の

減となり、構成比は23.2％となっております。投資的経費につきましては学校施設耐震化事

業に伴ういます、対前年度比292.1％、12億8,058万8,000円の増となっております。構成比 

は15.5％でございます。その他の経費は物件費が対前年度比1.5％、1,286万6,000円の増。構

成比は10.6％となっております。補助金等につきましては対前年度比マイナス32％、３億

1,961万4,000円の減となっております。構成比が8.2％でございます。その他につきましては

対前年度比42.2％、３億5,196万円の増、構成比は14.4％となっております。 

 ご審議の上、認定いただきますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                     
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    ◎認第２号の上程、説明 

〇議長（東 充洋） 日程第４、認第２号 平成22年度上牧町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算認定について、これを議題といたします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

〇議会事務局長（下間常嗣） 認第２号 平成22年度上牧町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算認定について。 

 地方自治法第233条第３項の規定により、平成22年度上牧町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 平成23年９月５日提出 上牧町長 今中富夫。 

〇議長（東 充洋） 監査報告につきましては、お手元の決算書別紙に監査委員の意見書がつ

いておりますので、これを省略し、提案理由の説明を求めます。 

 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 認第２号 平成22年度上牧町国民健康保険特別会計歳入歳出決算に

ついて説明いたします。 

 歳入総額は26億1,813万991円、対前年度比17.8％の増。歳出総額は23億6,545万157円、対

前年度比9.5％の増となり、差し引き２億5,268万834円の黒字決算となっております。 

 それでは、歳入決算の主な内容について説明いたします。 

 国民健康保険税は６億2,878万8,665円、対前年度比マイナス3.9％、額にして2,582万7,585

円の減となっております。国庫支出金は５億6,550万4,805円、対前年度比4.3％、額にして

2,330万9,554円の増となりました。療養給付費交付金は１億1,421万7,714円、対前年度比67％

の増。前期高齢者交付金は６億6,834万6,644円、対前年度比43.9％の増。県支出金で9,758

万9,128円、対前年度比1.9％の増。共同事業交付金で２億4,959万2,451円、対前年度比17.3％

の増。繰入金で１億728万5,163円で、対前年度比57.6％の増。保険基盤安定繰入金で１億2,148

万2,741円、対前年度比7.9％の増となっております。 

 続きまして、歳出決算の主な内容について説明いたします。 

 保険給付費は16億5,378万4,160円で、対前年度比14.9％の増。後期高齢者支援金等で２億

4,716万938円で、対前年度比11.5％の減。介護納付金で１億23万9,040円、対前年度比0.5％

の増。共同事業拠出金で２億1,855万6,366円、対前年度比7.7％の増となっております。 

 ご審議の上、認定いただきますようお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、
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次に進みます。 

 

                     ◇                     

 

    ◎認第３号の上程、説明 

〇議長（東 充洋） 日程第５、認第３号 平成22年度上牧町老人保健特別会計歳入歳出決算

認定について、これを議題といたします。 

 職員に議案を朗読させます。 

〇議会事務局長（下間常嗣） 認第３号 平成22年度上牧町老人保健特別会計歳入歳出決算認

定について。 

 地方自治法第233条第３項の規定により、平成22年度上牧町老人保健特別会計歳入歳出決算

を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 平成23年９月５日提出 上牧町長 今中富夫。 

〇議長（東 充洋） 監査報告につきましては、お手元の決算書別紙に監査委員の意見書がつ

いておりますので、これを省略し、提案理由の説明を求めます。 

 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 認第３号 平成22年度上牧町老人保健特別会計歳入歳出決算につい

て説明いたします。 

 歳入総額は974万6,278円、対前年度比51.8％の減。歳出総額は974万6,278円、対前年度比

36.8％の減。差し引き０円の決算となっております。 

 平成20年度に後期高齢者医療に移行しているため、平成22年度をもちまして老人保健特別

会計は廃止となります。 

 歳入決算の主なものは、支払基金交付金48万6,000円、対前年度比10,293.5％の増となって

おります。繰越金は479万8,619円、対前年度比42％の減。諸収入、第三者納付金は446万1,659

円で、対前年度比56.5％の減となっております。 

 歳出決算の主なものは、医療諸費で352万493円、対前年度比48.8％の減。諸支出金は622

万3,887円で、医療費交付金の精算と一般会計への繰出しによるものでございます。 

 ご審議の上、認定いただきますようお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 
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                     ◇                     

 

    ◎認第４号の上程、説明 

〇議長（東 充洋） 日程第６、認第４号 平成22年度上牧町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算認定について、これを議題といたします。 

 職員に議案を朗読させます。 

〇議会事務局長（下間常嗣） 認第４号 平成22年度上牧町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算認定について。 

 地方自治法第233条第３項の規定により、平成22年度上牧町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

  平成23年９月５日提出 上牧町長 今中富夫。 

〇議長（東 充洋） 監査報告につきましては、お手元の決算書別紙に監査委員の意見書がつ

いておりますので、これを省略し、提案理由の説明を求めます。 

 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 認第４号 平成22年度上牧町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

について説明いたします。 

 歳入総額は１億9,356万8,193円、対前年度比7.5％の増。歳出総額は１億8,882万9,341円、

対前年度比8.4％の増。差し引き473万8,852円の黒字決算となりました。 

 歳入決算の主なものは、後期高齢者医療保険料で１億3,399万8,630円、対前年度比9.4％の

増。繰入金は5,064万4,000円、対前年度比1.7％の減となっております。 

 次に、歳出決算の主なものについて説明いたします。総務費で88万380円で、対前年度比

84.9％の減。後期高齢者医療広域連合納付金で１億7,917万3,650円、対前年度比8.4％の増と

なりました。 

 ご審議の上、認定いただきますようお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                     
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    ◎認第５号の上程、説明 

〇議長（東 充洋） 日程第７、認第５号 平成22年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会

計歳入歳出決算認定について、これを議題といたします。 

 職員に議案を朗読させます。 

〇議会事務局長（下間常嗣） 認第５号 平成22年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会計

歳入歳出決算認定について。 

 地方自治法第233条第３項の規定により、平成22年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会

計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 平成23年９月５日提出 上牧町長 今中富夫。 

〇議長（東 充洋） 監査報告につきましては、お手元の決算書別紙に監査委員の意見書がつ

いておりますので、これを省略し、提案理由の説明を求めます。 

 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 認第５号 平成22年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入

歳出決算について説明いたします。 

 歳入総額は868万6,350円、対前年度比72.4％の減。歳出総額837万6,213円、対前年度比

73.2％の減。差し引き31万137円の黒字決算となりました。 

 歳入決算の主なものは、繰越金で30万2,732円で、対前年度比25.3％の増、諸収入の貸付金

元利収入は832万7,596円で、対前年度比32.7％の減となっております。 

 次に歳出の主なものですが、公債費は382万304円で、対前年度比87.3％の減となっており

ます。 

 ご審議の上、認定いただきますようお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                   

 

    ◎認第６号の上程、説明 

〇議長（東 充洋） 日程第８、認第６号 平成22年度上牧町下水道事業特別会計歳入歳出決

算認定について、これを議題といたします。 

 職員に議案を朗読させます。 
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〇議会事務局長（下間常嗣） 認第６号 平成22年度上牧町下水道事業特別会計歳入歳出決算

認定について。 

 地方自治法第233条第３項の規定により、平成22年度上牧町下水道事業特別会計歳入歳出決

算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 平成23年９月５日提出 上牧町長 今中富夫。 

〇議長（東 充洋） 監査報告につきましては、お手元の決算書別紙に監査委員の意見書がつ

いておりますので、これを省略し、提案理由の説明を求めます。 

 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 認第６号 平成22年度上牧町下水道事業特別会計歳入歳出決算につ

いて説明いたします。 

 歳入総額は７億7,885万8,052円、対前年度比31.1％の増。歳出総額は７億7,564万9,048円、

差し引き320万9,004円の黒字決算となっております。 

 歳入決算の主なものは、使用料及び手数料で２億6,457万7,470円で、対前年度比1.3％の減。

繰入金で１億6,806万円、対前年度比8.4％の増。町債は３億1,900万円、対前年度比132％の

増となっております。 

 歳出決算の主なものは、公債費では５億3,319万6,329円で、対前年度比58.2％の増。下水

道事業費は対前年度比3.7％の減となっております。 

 ご審議の上、認定いただきますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                     

 

    ◎認第７号の上程、説明 

〇議長（東 充洋） 日程第９、認第７号 平成22年度上牧町介護保険特別会計歳入歳出決算

認定について、これを議題といたします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

〇議会事務局長（下間常嗣） 認第７号 平成22年度上牧町介護保険特別会計歳入歳出決算認

定について。 

 地方自治法第233条第３項の規定により、平成22年度上牧町介護保険特別会計歳入歳出決算
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を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 平成23年９月５日提出 上牧町長 今中富夫。 

〇議長（東 充洋） 監査報告につきましては、お手元の決算書別紙に監査委員の意見書がつ

いておりますので、これを省略し、提案理由の説明を求めます。 

 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 認第７号 平成22年度上牧町介護保険特別会計歳入歳出決算につい

て説明いたします。 

 保険事業勘定につきましては、歳入総額は12億1,093万4,234円、対前年度比13.2％の増。

歳出総額は11億8,941万7,913円、対前年度比11.3％の増となり、差し引き2,151万6,321円の

黒字決算となりました。 

 歳入決算の主なものは、保険料で２億2,808万4,146円で、対前年度比2.8％の増。国庫支出

金は３億724万1,993円で、対前年度比54.7％の増。支払基金交付金は３億1,435万1,725円、

対前年度比５％の増。県支出金は１億5,798万1,941円、対前年度比４％の増。繰入金は２億

210万9,020円、対前年度比19.6％の増となっております。 

 次に、歳出決算の主なものは、保険給付費で10億3,833万9,828円、対前年度比５％の増で

ございます。地域支援事業費で1,900万1,889円、対前年度比2.7％の減となっております。 

 介護サ―ビス事業勘定につきましては、歳入総額1,032万1,900円、対前年度比26.7％の増。

歳出総額392万3,752円、対前年度比10.2％の増。差し引き639万8,148円の黒字決算となりま

した。 

歳入決算の主なものは、サービス収入で573万8,280円、対前年度比1.8％の減となっており

ます。歳出決算につきましては、サービス事業費が392万3,752円、対前年度比10.2％の増と

なりました。 

 ご審議の上、認定いただきますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                     

 

     ◎認第８号の上程、説明 

〇議長（東 充洋） 日程第10、認第８号 平成22年度上牧町水道事業会計決算認定について、
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これを議題といたします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

〇議会事務局長（下間常嗣） 認第８号 平成22年度上牧町水道事業会計決算認定について。 

 地方公営企業法第30条第４項の規定により、平成22年度上牧町水道事業会計決算を別紙監

査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 平成23年９月５日提出 上牧町長 今中富夫。 

〇議長（東 充洋） 監査報告につきましては、お手元の決算書別紙に監査委員の意見書がつ

いておりますので、これを省略し、提案理由の説明を求めます。 

 水道部長。 

〇水道部長（杦本和敏） 認第８号 平成22年度上牧町水道事業会計決算について説明いたし

ます。 

 総括説明といたしましては、平成22年度末での給水人口は、前年度に比べ83人減の１万

9,807人です。県水受水量は前年度に比べ4.4％減の203万422㎥で、有収水量は189万1,977㎥

です。有収率は93.2％となりました。 

 次に、収益的収入及び支出につきましては、収益的収入が前年度に比べ125万1,979円増の

４億6,589万1,606円、収益的支出は４億2,666万9,292円で、差し引き3,922万2,314円の純利

益を計上いたしました。資本的収入及び支出の決算額は、資本的収入額510万3,630円に対し、

資本的支出は1,716万5,296円で、差し引き1,206万1,666円の資金不足となりました。 

 建設面におきましては、下水道事業に伴う配水管の移設補償工事が主なものでございます。 

 以上です。ご審議の上、認定いただきますようお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                     

 

    ◎議第１号の上程、説明 

〇議長（東 充洋） 日程第11、議第１号 上牧町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、これを議題といたします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

〇議会事務局長（下間常嗣） 議第１号 上牧町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費



 －17－ 

用弁償に関する条例の一部を改正する条例について。 

 上牧町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例については別紙のとおりである。 

 平成23年９月５日提出 上牧町長 今中富夫。 

〇議長（東 充洋） 朗読が終わりましたので、提案理由の説明を求めます。 

 総務部長。 

○総務部長（田中一夫） 議第１号 上牧町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例案について説明いたします。 

  改正内容は、従来のスポーツ振興法の全部改正として制定されましたスポーツ基本法によ

りまして、体育指導員の名称がスポーツ推進委員に改められたことによる改正でございます。 

 附則、この条例は公布の日から施行する。 

 以上です。慎重審議の上、議決いただきますようお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 説明が終わりましたが、この件につきましては、議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                     

 

    ◎議第２号の上程、説明 

〇議長（東 充洋） 日程第12、議第２号 上牧町税条例等の一部を改正する条例について、

これを議題といたします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

〇議会事務局長（下間常嗣） 議第２号 上牧町税条例等の一部を改正する条例について。 

 上牧町税条例等の一部を改正する条例については別紙のとおりである。 

 平成23年９月５日提出 上牧町長 今中富夫。 

〇議長（東 充洋） 朗読が終わりましたので、提案理由の説明を求めます。 

 総務部長。 

○総務部長（田中一夫） 上牧町税条例等の一部を改正する条例案について、説明いたします。 

 第１条の改正内容は、第26条第１項中の「30,000円」を「100,000円」に改めるもので、町

民税の納税者が町内に住所、居所を有しない場合に納税管理人の申告をしなかった場合にお

ける過料の改正でございます。 
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 第34条の７第１項、第２項につきましては、寄付金控除に関しての改正で地方税法第314

条の７第１項、第２項を引用することによる条文の簡素化のための改正でございます。 

 36条の３につきましては、第２項中の「各号に掲げる」を「に規定する」に文言を改める

ものでございます。36条の４第１項及び53条の10第１項につきましては、過料を30,000円以

下から100,000円に改めるものでございます。 

 61条第９項及び第10項につきましては、地方税法の一部改正によります項ずれによる改め

るものでございます。 

 第65条第１項、第75条第１項及び第88条第１項につきましては、過料を30,000円から

100,000円に改めるものでございます。 

 第100条の２、第105条の２、139条の２につきましては、各第１項で条文で規定されている

申告を行わなかった場合の過料を100,000円以下とするものでございます。また、各第２号に

つきましては、過料の額は情状により町長が定めるとする規定の整備でございます。そして、

各第３号につきましては、第１項の過料を徴収する場合の納期限を10日以内と定めておりま

す。 

 第139条の３につきましては、139条の２の追加によりまして、改正前の139条の２が139条

の３に繰り下がるものでございます。 

 第149条につきましては、見出し中の「罪」を「過料」に改め、第１項中の「30,000円以下

の罰金刑」を「100,000円以下の過料」に改め、第２項中「罰金刑」を「過料」に改めるもの

でございます。 

 次に附則につきましては、附則第７条の４の寄付金税控除の特別控除額の特例に関しまし

ての条文についても地方税法の規定を引用し、条文を簡素化するものでございます。 

 附則第８条につきましては、肉用牛の売却にかかる課税の特例の適用期間の改正と前条同

様の地方税法の規定を引用することにより、条文を簡素化するものでございます。 

 附則第10条の２につきましては、新築住宅等に関する固定資産税の減額規定を受けようと

するものの申告について、法の引用先の一部改正によりまして改めるものでございます。 

 附則第16条の３第３項第２号、16条の４第３項第２号、17条の第３項第２号、18条第５項

第２号、第19条第２項第２号、20条の２第２項第２号、20条の４第２項第２号、第５項第２

号につきましては、地方税法の規定を引用するこよにより、条文の簡素化に伴い読み替え規

定を改めるものでございます。 

 第２条の改正は、附則第２条第２項中の「又は金銭」を削り、同条第６項、第13項及び第
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18項中の平成23年12月31日を「平成25年12月31日」に改正するものでございます。 

 第３条の改正は、附則第１条第４号中の「平成25年１月１日」を「平成27年１月１日」に

改め、附則第２条第６項中の「平成25年度」を「平成27年度」に改正するものでございます。 

 附則第１条、施行期日につきましては、関連する条項で施行の期日を定めております。 

 第２条の経過措置につきましては、町民税、固定資産税、罰則に関し、各々の関係する規

定で経過措置を定めております。 

 以上です。ご審議の上、議決いただきますようお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                     

 

    ◎議第３号の上程、説明 

〇議長（東 充洋） 日程第13、議第３号 上牧町社会体育推進委員会設置条例の一部を改正

する条例について、これを議題といたします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

〇議会事務局長（下間常嗣） 議第３号 上牧町社会体育推進委員会設置条例の一部を改正す

る条例について。 

 上牧町社会体育推進委員会設置条例の一部を改正する条例については、別紙のとおりであ

る。 

 平成23年９月５日提出 上牧町長 今中富夫。 

〇議長（東 充洋） 朗読が終わりましたので、提案理由の説明を求めます。 

 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 議第３号 上牧町社会体育推進委員会設置条例の一部を改正する条

例案について説明いたします。 

  今回の改正につきましては、昭和36年に制定されたスポーツ振興法を全部改正する形で、

スポーツ基本法が制定されたため改正するものでございます。 

  内容につきましては、第１条で条例の根拠となる法令名の改正と根拠条文の改正、第２条

で法律改正に伴う文言の改正と、第１号に法第10条第１項に規定する地方スポーツ推進計画

に関することを追加するものであります。 
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  附則 この条例は、公布の日から施行する。 

  以上でございます。慎重審議の上、議決いただきますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                     

 

    ◎議第４号の上程、説明 

〇議長（東 充洋） 日程第14、議第４号 平成23年度上牧町一般会計補正予算（第３回）に

ついて、これを議題といたします。 

職員に議案の朗読をさせます。 

〇議会事務局長（下間常嗣） 議第４号 平成23年度上牧町一般会計補正予算（第３回）につ

いて。 

  平成23年度上牧町一般会計補正予算（第３回）については、別紙のとおりである。 

  平成23年９月5日提出 上牧町長 今中富夫。 

〇議長（東 充洋） 朗読が終わりましたので、提案理由の説明を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（田中一夫） 議第４号 平成23年度上牧町一般会計補正予算（第３回）について

説明いたします。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億1,774万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ69億3,113万6,000円とするものでございます。 

 内容について説明いたします。 

 説明書３ページ、歳入におきましては、各交付税の決定により地方特例交付金で762万4,000

円の減額。地方交付税の普通交付税で1,128万9,000円の減額。そして４ページ、臨時財政対

策債で1,054万円の減額を行っております。 

 歳出では、４月の異動に伴いまして各款で人件費の調整を行っております。５ページ、総

務費では庁舎の耐震診断委託料として875万円の予算措置を行っております。飛びまして14

ページでは、平成22年度決算の実質収支額決定による歳入での繰越金の予算措置によりまし

て、今回の補正、歳入残を財政調整基金に8,189万5,000円の増額補正を行っております。 

 以上です。議決いただきますようお願いいたします。 
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〇議長（東 充洋） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                     

 

    ◎議第５号の上程、説明 

〇議長（芳倉利次） 日程第15、議第５号 平成23年度上牧町国民健康保険特別会計補正予算

（第１回）について、これを議題といたします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

〇議会事務局長（下間常嗣） 議第５号 平成23年度上牧町国民健康保険特別会計補正予算（第

１回）について。 

 平成23年度上牧町国民健康保険特別会計補正予算（第１回）については、別紙のとおりで

ある。 

 平成23年９月５日提出 上牧町長 今中富夫。 

〇議長（東 充洋） 朗読が終わりましたので、提案理由の説明を求めます。 

 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 議第５号 平成23年度上牧町国民健康保険特別会計補正予算（第

１回）について説明いたします。 

  平成23年度上牧町国民健康保険特別会計補正予算（第１回）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億5,267万9,000円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ28億627万1,000円とするものでございます。 

 内容について説明いたします。 

 歳入につきまして、款11繰越金で２億5,267万9,000円を計上いたしました。これにつきま

しては、平成22年度決算結果によります繰越金でございます。 

 次に、歳出でございますが、款９諸支出金の基金費で２億5,267万9,000円を計上いたしま

した。これにつきましては、財政調整基金への積立金でございます。 

 以上でございますが、慎重審議の上、議決いただきますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 説明が終わりましたが、この件につきましては、議案熟読のため保留し、

次に進みます。 
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                     ◇                     

    

    ◎議第６号の上程、説明 

〇議長（芳倉利次） 日程第16、議第６号 平成23年度上牧町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１回）について、これを議題といたします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

〇議会事務局長（下間常嗣） 議第６号 平成23年度上牧町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１回）について。 

 平成23年度上牧町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）については、別紙のとおり

である。 

 平成23年９月５日提出 上牧町長 今中富夫。 

〇議長（東 充洋） 朗読が終わりましたので、提案理由の説明を求めます。 

 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 議第６号 平成23年度上牧町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１回）について説明いたします。 

  平成23年度上牧町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）は、次の定めるところによ

る。歳入歳出予算の補正。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ473万8,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億31万8,000円とするものでございます。 

 内容について説明いたします。 

 まず、歳入につきまして、款５繰越金で473万8,000円を計上いたしました。これにつきま

しては、平成22年度決算結果によります繰越金でございます。 

 次に、歳出でございますが、款４諸支出金で473万8,000円を計上いたしました。これにつ

きましては、前年度繰入金の精算に伴います一般会計への繰り出しでございます。 

 以上でございますが、慎重審議の上、議決いただきますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 説明が終わりましたが、この件につきましては、議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                     

 

    ◎議第７号の上程、説明 



 －23－ 

〇議長（東 充洋） 日程第17、議第７号 平成23年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第

１回）について、これを議題といたします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

〇議会事務局長（下間常嗣） 議第７号 平成23年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第１

回）について。 

 平成23年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第１回）については、別紙のとおりである。 

 平成23年９月５日提出 上牧町長 今中富夫。 

〇議長（東 充洋） 朗読が終わりましたので、提案理由の説明を求めます。 

 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 議第７号 平成23年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第１

回）について説明いたします。 

 平成23年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第１回）は次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,228

万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11億3,859万3,000円とするもの

でございます。第２項介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ639

万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,226万4,000円とするものでご

ざいます。 

 それでは、保険事業勘定の歳入から説明いたします。 

 款３国庫支出金で61万2,000円、款５県支出金で16万1,000円を計上いたしました。これは、

平成22年度介護給付費の国・県負担金の精算分でございます。款８繰越金で2,151万6,000円

を計上いたしました。これは、平成22年度決算結果によります繰越金でございます。 

 次に、歳出でございますが、款４基金積立金で1,919万6,000円を計上いたしました。これ

は、介護給付費準備基金へ積み立てるものでございます。次に、款５諸支出金で309万3,000

円を計上しておりますが、これは、平成22年度の精算で国・県・支払基金へ、それぞれ償還

するものでございます。 

 続いて、介護サービス事業勘定について説明いたします。 

 歳入の款２繰越金で639万8,000円を計上いたしました。これは、平成22年度決算結果によ

ります繰越金でございます。歳出につきましては、款１サービス事業費で需用費として計上

いたしております。 

 以上でございますが、慎重審議の上、議決いただきますようよろしくお願いいたします。 
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〇議長（東 充洋） 説明が終わりましたが、この件につきましては、議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                     

 

    ◎議第８号の上程、説明 

〇議長（東 充洋） 日程第18、議第８号 平成23年度上牧町下水道事業特別会計補正予算（第

１回）について、これを議題といたします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

〇議会事務局長（下間常嗣） 議第８号 平成23年度上牧町下水道事業特別会計補正予算（第

１回）について。 

 平成23年度上牧町下水道事業特別会計補正予算（第１回）については、別紙のとおりであ

る。 

 平成23年９月５日提出 上牧町長 今中富夫。 

〇議長（東 充洋） 朗読が終わりましたので、提案理由の説明を求めます。 

 水道部長。 

〇水道部長（杦本和敏） 議第８号 平成23年度上牧町下水道事業特別会計補正予算（第１回）

について説明いたします。 

 今回の補正内容は、既定の歳入歳出予算の総額の変更はなく、予算書２ページの歳入の財

源振替でございます。 

一般会計からの繰入金を320万9,000円減額し、平成22年度決算による前年度繰越金320万

9,000円を増額補正するものでございます。 

以上が補正内容でございます。議決いただきますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 説明が終わりましたが、この件につきましては、議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                     

 

    ◎議第９号の上程、説明 

〇議長（東 充洋） 日程第19、議第９号 平成23年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会
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計補正予算（第１回）について、これを議題といたします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

〇議会事務局長（下間常嗣） 議第９号 平成23年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会計

補正予算（第１回）について。 

 平成23年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１回）については、別紙

のとおりである。 

 平成23年９月５日提出 上牧町長 今中富夫。 

〇議長（東 充洋） 朗読が終わりましたので、提案理由の説明を求めます。 

 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） 議第９号 平成23年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会計

補正予算（第１回）について説明いたします。 

 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ30万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ801万8,000円とするものでございます。 

 内容につきましては、平成22年度決算におきまして、繰越金が発生いたしましたので、今

回の補正により基金に積み立てるものでございます。 

 以上でございます。議決いただきますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 説明が終わりましたが、この件につきましては、議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                     

 

    ◎議第１０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（東 充洋） 日程第20、議第10号 上牧町固定資産評価審査委員会委員の選任につい

て、これを議題といたします。 

職員に議案の朗読をさせます。 

〇議会事務局長（下間常嗣） 議第10号 上牧町固定資産評価審査委員会委員の選任について。 

  上牧町固定資産評価審査委員会の委員に下記の者を選任したいから、地方税法第423条第３

項の規定により議会の同意を求める。 

  平成23年９月５日提出 上牧町長 今中富夫。 

  記 北葛城郡上牧町桜ヶ丘２丁目33番地14 中川 昌彦 昭和16年７月20日生。 
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〇議長（東 充洋） 朗読が終わりましたので、提案理由の説明を求めます。 

 今中町長。 

〇町長（今中富夫） 議第10号について、説明いたします。 

  現在、上牧町固定資産評価審査委員会の委員を務めていただいております中川昌彦氏の任

期が９月の末でございます。再度、選任いたしたく同意を求めるものでございます。なお、

本人の略歴につきましては、お手元に提出のとおりでございます。 

  同意賜りますようよろしくお願いいたします。 

〇町長（今中富夫） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

  質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案どおり同意することに、ご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり同意することに決定されました。 

 

                     ◇                     

 

    ◎議第１１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（東 充洋） 日程第21、議第11号 教育委員会委員の任命について、これを議題とい

たします。 

  職員に議案の朗読をさせます。 

〇議会事務局長（下間常嗣） 議第11号 教育委員会委員の任命について。 

  教育委員会委員の任期満了に伴い、下記の者を再任したいので、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第４条第１項の規定により、議会の同意を求める。 
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  平成23年９月５日提出 上牧町長 今中富夫。 

  記 北葛城郡上牧町片岡台２丁目５番地５ 奥田悦夫 昭和６年３月16日生。 

〇議長（東 充洋） 朗読が終わりましたので、提案理由の説明を求めます。 

  今中町長。 

〇町長（今中富夫） 議第11号について、説明いたします。 

  現在、教育委員会委員を務めていただいております奥田悦夫氏の任期が９月の末でござい

ます。再度、氏のお力をお借りしたく、再任を求めるものでございます。なお、本人の略歴

につきましては、お手元に提出のとおりでございます。 

  同意賜りますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

  質疑はございませんか。 

  康村委員。 

〇７番（康村昌史） 何点かお尋ねいたします。 

  先ほど、町長が再任を求めたいとおっしゃいました。そこで、私は一般質問にも今回、こ

の教育委員会について、いろいろ聞きたいことがありましたので、一般質問にも入れている

中で今ちょっとお尋ねしたいと思います。 

  まず、この教育委員会というのは、この上牧町の教育委員会について、組織の内容につい

て尐しお話願いたいと思います。 

  まず、人数、それから任期、そのへんをまずお教えいただきたいと思います。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 人数は５名で、任期は４年でございます。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） ５名で任期は４年ですね。     

〇教育部長（竹島正智） はい。 

〇７番（康村昌史） わかりました。 

  今回、二人の方が議案として挙がってきましたが、それ以外の３名の方は個人名とか出し

ていただけるんでしょうか。あと任期が何年とか、そのへん教えていただければ、ありがた

いです。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 手元に資料を持っておりませんけれども、任期はいずれも９月末で
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すけれども、年が違うということです。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） この奥田悦夫先生なんですけれども、当然、私の大字に住まわれている

本当に立派な方です。しかしながら、今まで教育長もされていると。そんな中で、やはり、

いかにその教育界において経歴も本当に素晴らしいと。人望等も本当に立派な方だとは思う

んですけれども、やはり、その後身を育てる、あるいは教育委員会の活性化という観点から

も、やはりその新しい、もっと若い方を登用すべきではないかというのが私の意見でありま

す。 

  そのへんについて、いかがですか。 

〇議長（東 充洋） 町長。 

〇町長（今中富夫） 今、康村議員のほうからの意見でございますが、当然、我々もそのこと

は十分理解もしております。今回１名につきましては、新しい人を選任をしたいということ

で議案として出さしていただいております。ただ、現在の教育行政、大変いろんな問題で厳

しい事柄が続いております。我々といたしましては、新しく今、教育長もお変わりになられ

ておりますし、いろんな問題をこれからやっぱり解決をしていく、いろんな問題で先生とも

協議をしていく、また、近隣の学校との問題、人事の問題、いろんな問題があるわけでござ

いますので、奥田前教育長でございますが、まだまだお元気でございますので私としては、

もう１期お力をお借りしたい、そういうことで再度お願いをするものでございます。  

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） 最後に、もう１件お尋ねしたいんですが、この教育委員の選任について

なんですが、僕の考えるには、まず、教育委員会の中で、もう任期がこられるということで、

誰かを選任するんでしたね、選ぶと。この方を教育委員にどうかと。で、それを議会に諮っ

てまず、その許可をいただいて町長が任命するのか、教育委員会でこの教育委員を選びたい

というのは、まず町長のほうへいって、それから議会のほうに謀られるのかをお尋ねします。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 町長が選ばれて、議会の同意を得るという形になっております。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） ということは、教育委員会からまず、この委員を選ぶというのが出てき

て町長が任命するという、それで良いんだというふうに解釈していいわけですか。あるいは、

町長が探してくるわけですか。 
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〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 教育委員会が探すんではなくて、町長が適任者を探してくるという

ことでございます。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） わかりました。 

  終わります。 

〇議長（東 充洋） ほかにございませんか。 

          （「ほかになし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 討論なしと認めます。 

  これから採決いたします。 

  本案を原案どおり同意することに、ご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり同意することに決定されました。 

 

                     ◇                     

 

    ◎議第１２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（東 充洋） 日程第22、議第12号 教育委員会委員の任命について、これを議題とい

たします。 

  職員に議案の朗読をさせます。 

〇議会事務局長（下間常嗣） 議第12号 教育委員会委員の任命について。 

  教育委員会の委員に下記の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第４条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

  平成23年９月５日提出 上牧町長 今中富夫。 

  記 北葛城郡上牧町片岡台２丁目２番地17 小泉武司 昭和14年５月18日生。 
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〇議長（東 充洋） 朗読が終わりましたので、提案理由の説明を求めます。 

  今中町長。 

〇町長（今中富夫） 議第12号について、説明いたします。 

  現在、教育委員会の委員を務めていただいております黒松和吉氏が体調不良のため、教育

委員会の委員を９月の末で辞職をされます。今回、欠員に伴いまして、小泉武司氏を任命す

るものでございます。なお、本人の略歴につきましては、お手元に提出のとおりでございま

す。 

  同意賜りますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

  質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 討論なしと認めます。 

  これから採決いたします。 

  本案を原案どおり同意することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり同意することに決定されました。 

 

                     ◇                     

 

    ◎選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について 

〇議長（東 充洋） 日程第23、選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について、これを議題

といたします。 

  職員に依頼書を朗読させます。 

〇議会事務局長（下間常嗣） 上選第235号 平成23年７月20日 

  上牧町議会議長 東 充洋殿 
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  上牧町選挙管理委員会 委員長 辻本三郎 

  選挙管理委員会委員及び補充員の選挙を行うべき事由の発生について 

  平成23年10月２日付けで、上牧町選挙管理委員会委員及び補充員の任期が満了しますので、

速やかに選挙を行われたく、地方自治法第182条第８項の規定により通知します。 

〇議長（東 充洋） 上牧町選挙管理委員会委員及び補充員は、平成23年10月２日に任期が満

了となります。 

  よって、地方自治法第182条第１項及び第２項に定められておりますとおり、議会が委員及

び補充員の選挙をすることになっております。なお、定数はそれぞれ４名で、任期は４年で

あります。 

  お謀りいたします。 

  委員及び補充員の選挙の方法については、地方自治法第118条第２項の規定により指名推選

にしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

  したがって、選挙管理委員会委員及び補充員の選挙の方法は、指名推選で行うことに決定

いたしました。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思いますが、ご異議

ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議長が指名することに決定いたしました。 

まず、選挙管理委員会委員には、 

市岡キヨ子君、上牧町松里園３丁目16番７号、昭和16年４月25日生まれ。 

小谷洋子君、上牧町大字上牧816番地（105-33）、昭和29年10月６日生まれ。 

小林三紘君、上牧町片岡台１丁目３番地６、昭和19年５月４日生まれ。 

出川忠次君、上牧町大字上牧377番地、昭和19年９月29日生まれ。 

  以上の方を指名します。 

  ただいま指名した方を選挙管理委員の当選人と定めることにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

  したがって、ただいま指名しました４名の方が、選挙管理委員会委員に当選されました。 
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  次に、補充員について行います。 

  選挙管理委員会補充員には、次の方を指名します。 

   第１順位 吉田義雄君、上牧町服部台１丁目２番21号、昭和13年１月10日生まれ。 

   第２順位 足立悦雄君、上牧町桜ヶ丘３丁目23番２、昭和11年４月22日生まれ。 

   第３順位 今中久男君、上牧町大字上牧2990番地２、昭和14年11月27日生まれ。 

   第４順位 西田久美子君、上牧町桜ヶ丘１丁目20番地14、昭和27年３月12日生まれ。 

  以上の方を指名します。 

  ただいま指名しました方を選挙管理委員会補充員の当選人と定めることに、ご異議ござい

ませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

  したがって、ただいま指名した４名の方が、順序のとおり選挙管理委員会補充員に当選さ

れました。 

 

                     ◇                     

 

    ◎決算特別委員会の設置及び委員の選任について 

〇議長（東 充洋） 日程第24、決算特別委員会の設置及び委員の選任について、これを議題

といたします。 

  お謀りいたします。 

 平成22年度決算案件につきましては、委員会条例第５条第１項の規定により、５名で構成

する決算特別委員会を設置し、これに付託して審査したいと思いますが、これにご異議ござ

いませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

 したがって、平成22年度決算案件につきましては、５名で構成する決算特別委員会を設置

し、これに付託して審査することに決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員の選任について、どのような方法ですればよろしいでしょうか。 

          （「議長一任」と言う者あり） 
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〇議長（東 充洋） 議長一任という声がありますが、ご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議ないようですので、私の方で選任させていただきます。 

 暫時、休憩いたします。 

 

    休憩 午前１１時２６分 

 

    再開 午前１１時２７分 

 

〇議長（東 充洋） それでは再開いたします。 

 先ほど設置されました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第５条第２項

及び第７条第１項の規定により、１番、堀内議員、２番、長岡議員、５番、石丸議員、６番、

木内議員、10番、吉川議員、以上５名の方を指名したいと思います。 

 ご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名いたしました５名の方を決算特別委員に選任することに決定い

たしました。 

 決算特別委員会におかれましては、委員長、副委員長を互選の上、報告願います。 

 それでは、暫時、休憩いたします。 

 

    休憩 午前１１時２８分 

 

    再開 午前１１時２９分 

 

〇議長（東 充洋） それでは再開いたします。 

 

                     ◇                     

 

    ◎決算特別委員会正副委員長の互選結果について 
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〇議長（東 充洋） 決算特別委員会の委員長、副委員長を互選いただきましたので、ご報告

申し上げます。 

 決算特別委員会の委員長に堀内議員、副委員長に長岡議員であります。 

 

                     ◇                     

 

    ◎諸般の報告 

〇議長（東 充洋） 報告いたします。 

すでに、お手元の方に配付されていると思いますが、平成22年度の決算成果に関する報告

書、健全化判断比率及び資金不足比率に関する報告書、財政健全化計画完了報告書が町長か

ら提出されておりますので、ご報告申し上げます。 

 

                     ◇                     

 

    ◎認第１号から認第８号、議第１号から議第９号の委員会付託 

〇議長（東 充洋） 以上で、本定例会に提出されました議案の説明は終わりました。 

お謀りいたします。 

 ただいま議題となっております認第１号から認第８号、議第１号から議第９号については、

お手元に配付いたしました議案付託表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託し、一般質問

については理事者側の答弁を含め１人１時間以内とすることに、ご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案付託表のとおり所管の委員会に付託し、また、一般質問については１人１時

間以内とすることに決定いたしました。 

 

                     ◇                     

 

    ◎散会の宣告 

〇議長（東 充洋） 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。 
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 どうも皆様、ご苦労さまでした。 

 

    散会 午前１１時３１分 
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平成２３年第３回（９月）上牧町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第２号） 

 

平成２３年９月１３日（火）午前１０時開議 

 

第 １ 一般質問について 

    １番 堀 内 英 樹 

    ７番 康 村 昌 史 

    ３番 辻   誠 一 

   １１番 服 部 公 英 

 

本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 
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                     ◇                    

出席議員（１２名） 

      １番  堀 内 英 樹        ２番  長 岡 照 美 

      ３番  辻   誠 一        ４番  吉 中 隆 昭 

      ５番  石 丸 典 子        ６番  木 内 利 雄 

      ７番  康 村 昌 史        ８番  富 木 つや子 

      ９番  芳 倉 利 次       １０番  吉 川 米 義 

     １１番  服 部 公 英       １２番  東   充 洋 

 

欠席議員（なし） 
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    開議 午前１０時００分 

 

    ◎開議の宣告 

〇議長（東 充洋） おはようございます。ただいまの出席議員数は12名です。定足数に達し

ておりますので、これから本日の会議を開きます。 

 

                     ◇                    

    ◎町長の報告 

〇議長（東 充洋） 一般質問に入る前に、町長より台風12号関連について報告がございます。 

町長、説明を求めます。 

今中町長。 

〇町長（今中富夫） 今回の台風12号による南部の忚援体制でございますが、本日、午前６時

に北葛の町村会が広陵町に集合いたしまして、広陵町から北葛町村会として各町１名ずつ、

広陵町の給水車、それと上牧町から車を１台出しまして、本日から４日間、十津川村に給水

の忚援に入るということで出発をさせていただきました。国道168号線が通行止めという形に

なっておりましたが、ようやく、緊急車両もしくは救援部隊については通行を許可ができる

ような状況になりましたので、今日から４日間、北葛町村会、十津川村に給水の救援に入る

ということで、出発をいたしておりますので、皆さん方にご報告をさせていただきます。 

それとあわせて、南部の義援金の募金箱を庁舎、それと片岡台出張所、2000年会館に設置

をさせていただきました。皆さん方にもぜひ、義援金についても協力をお願いを申し上げま

して、一忚報告とさせていただきます。 

 

                     ◇                    

    ◎議事日程の報告 

〇議長（東 充洋） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 それでは、日程表に従い、順次議事を進めてまいります。 

 

                     ◇                    

 

    ◎一般質問 
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〇議長（東 充洋） 日程第１、一般質問について。 

 一般質問の持ち時間は、理事者の答弁を含め１人１時間以内です。質問者はその点、十分

心得て質問し、理事者側は的確かつ簡潔に答弁をお願いします。 

 

                     ◇                    

 

          ◇堀 内 英 樹 

〇議長（東 充洋） それでは、１番、堀内議員の発言を許します。 

 堀内議員。 

          （１番 堀内英樹 登壇） 

〇１番（堀内英樹） 皆さん、おはようございます。１番、堀内英樹です。 

 初めに、野田新総理が９月９日に台風12号の被災地を訪問、想像を超える災害、つまり、

想定外の災害と感想を述べました。３月11日の東日本大震災、津波災害、原発事故において

も、想定外で予測を超えたという表現で責任逃れ、言いわけの材料に使われました。早くも、

2011年流行語大賞の有力候補に挙げられるありさまであります。しかし、私は、この想定外

という言葉が責任逃れの免罪符に使われているように感じてなりません。失敗学の草分けで

あり、福島原発事故調査委員長でもある畑村洋太郎教授がこのほど、『想定外を想定せよ』と

いう書物を出版されました。想定外というこれまでの常識を見直すことを提言しておられま

す。私は全く同感であり、我が上牧町においても、これまでの常識にとらわれずに、あらゆ

る分野で、想定外を想定する取り組みを推進されるよう提起しておきたいと考えております。 

 それでは、本論に入らせていただきます。大きな質問の１でありますが、国民健康保険税、

略称国保税といいますが、この見直し方針について、その１、ことしのタウンミーティング

で「町長さん、私ら、殺すんですか」といううめき声が聞かれました。上牧町の国保税が、

近隣他町に比べて割高であると指摘されていることについて、町長は、どのように受けとめ

ておられるのか。 

 その２、国保制度は、医療皆保険の最後の受け皿として、共済の色彩が濃く、趣旨からし

て会計は均衡状態が保たれることが望まれます。平成22年度決算でも黒字が累積しているこ

とについて。 

 その３、被保険者の所得から見た過重負担、近隣他町との比較での不公平感、会計黒字の

累積増から考えて、負担減を求める住民意見が多くあります。国保税の見直しに取り組む方
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針について、町長の所信をお聞かせいただきたいのであります。 

 大きな項目の２であります。公有財産管理台帳デジタル化事業について。その１、国の緊

急雇用創出対策で、平成22、23年度にわたり、公有財産管理台帳デジタル化事業が継続して

実施されています。事業内容、事業費、進み具合について。 

 その２、デジタル化事業の取り組みによって、公有財産の管理方式が大きく変わるものと

考えます。この事業によってどのような具体的成果が得られるのか、資料に基づいて説明さ

れたい。 

 その３、デジタル化方式による事業成果は、従来のアナログ方式と違って、他の行政分野

での多様な活用が期待されます。今後の活用への取り組みについて、方針をお尋ねしたい。 

 大きな項目の３、ホームページと広報紙の改訂作業について。その１、平成23年度予算に

ホームページ改訂作業の委託料が計上されています。どのような方針で改訂作業が進められ、

どこまで進んでいるのか。 

 その２、全国自治体のホームページには、それぞれのねらいと特色があります。上牧町に

おいては、そのねらいと特色をどのように出されようとしているのか。 

 その３、町の広報手段として、ホームページと並んで広報紙が欠かせません。この機会に、

あわせて、「広報かんまき」の改訂作業に取り組まれることを提案しますが、考えをお聞きし

たいのであります。 

 以上が私の一般質問項目です。質疑は一問一答でお願いし、再質問は質問者席で行わせて

いただきます。どうぞよろしくお願いします。 

〇議長（東 充洋） 堀内議員。 

〇１番（堀内英樹） それでは、最初のお尋ねから答弁どうぞよろしくお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 町長。 

〇町長（今中富夫） 堀内議員の国民健康保険の問題について、お答えをさせていただきます。

友が丘でタウンミーティングをさせていただいたときに、あるご婦人の方から、堀内議員が

おっしゃった、そのものずばり質問がございました。国民健康保険、言うまでもなくご存じ

でございますので、これは特別会計、やっぱり医療費に見合う保険料を徴収するという会計

の制度でございます。それができない場合には、一般会計から補てんをしていくというのが、

原則でございますが、医療費が片方でどんどんどんどん伸びてきている、そういう中で、上

牧町としてもどのようにしていくかという中で、国民健康保険税の見直しをさせていただい

た。今、現在、国民健康保険といたしましては、財政調整基金として、積立が約２億8,000
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万円積み上がっている状況でございます。このような状況の中で、このまま、友が丘でご婦

人の方がおっしゃられたことをこのまま続けていくということについては、いろんな方面か

ら上牧町は国民健康保険税が高いという声を、私も直接聞いております。今後、このような

財政調整基金の問題と、今後の会計の見通し、こういうものをしっかりと立てながら見直し

は行う必要があるのではないかなと。ただ、医療費はどんどん伸びていくわけでございます

ので、この部分をそれぞれ住民の方々にご理解をいただかんと、医療費は伸びていって保険

税を下げてしまうということになってまいりますと、バランスがとれなくなるのは確実でご

ざいますので、２億8,000万円の財政調整基金があるとはいえ、恐らく一、二年で食いつぶし

てしまうような事態になるだろうなと。こういうことを回避する必要があるわけでございま

すので、しっかりと財政の見通しを立てる、国民健康保険の財政計画をしっかりと立ててい

く、その中で、住民の方々にも健康で過ごしていただけるような、事前な体のケアというの

も必要でございますので、そういう取り組みもしっかりとこれからやる必要があると。いろ

んな問題点があるわけでございますので、そういうものを絡み合わせながら、国民健康保険

税の減額、見直しについて取り組んでいきたいなというふうに考えております。 

〇議長（東 充洋） 堀内議員。 

〇１番（堀内英樹） 今、町長から基本的な考え方を述べていただいたのですが、友が丘のタ

ウンミーティングで町長も大変厳しい表情で聞いておられました。印象に残っております。

尐しそのときの、出たお話、もう１つ個別のケース申し上げますが、私の友人は、「もうこん

なところでは生活できない、今まで蓄えたお金をほとんど使い切ったから、もう上牧町には

住めない」と上牧町から転出されました。というお話も、町長、ございましたよね。覚えて

おられると思うのですが。このケース、私も尐し聞いてみました。そうしますと、遺族年金

を受給しておられる、ご婦人の方でね、そして持ち家の資産がございます、で、ひとり住ま

い、こういう例なんですね。最近、こういう例が私ども住まわせていただいております桜ヶ

丘でも、かなりふえてきました。これを国民健康保険税にちょっと置きかえて考えますと、

どういう問題があるかというと、所得に占める負担割合、これが大変重い。それからもう１

つ、上牧町これ独特なんですが、高い資産割、資産割が他町に比べてかなり大きい、この２

つがあるように思います。この点は、担当部長、住民福祉部長、どのように受けとめられま

すか。いかがですか。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 近隣と比べてどうなのか、ということでございますけれども、
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国民健康保険税の税額決定に係ります所得割部分、資産割部分の比率は、他の団体と比較し

ますとかなり高い比率となっております。また、忚益部分の均等平等割部分につきましても、

高いという位置、上位の部分に位置されております。ちょっと、わかりやすく答えさせてい

ただきますと、例として、近隣の河合町ですね、他町と比較いたしますと、現在41歳で配偶

者及び子どもが２人の家庭で所得が200万円とした場合の国民健康保険税を試算しますと、上

牧町の場合は、47万6,320円でございます。同じ条件で、河合町の税率で試算いたしますと、

41万3,820円、その差が６万2,500円ということでございます。以上が現状でございます。 

〇議長（東 充洋） 堀内議員。 

〇１番（堀内英樹） 今、事例も挙げていただきましたが、割高であることについては、これ

はもう、否定できません。そこで、決算特別委員会でも審議されたんですが、国民健康保険

税ですね、先ほど町長も財政調整基金が２億8,000万円積み上がっているというお話をなさっ

たのですが、決して今の医療費のこの状況から見ると楽観できないと、こういう慎重な考え

方の下に、これまでどおりいかないだろうと、こういう考えを述べられたんですが、まず、

この平成22年度決算で黒字が累積したことを、この点もう一度ちょっと整理して、皆さんと

一緒にこの問題もやはり見ておく必要ございますので、要点だけお答えいただいたらありが

たいです。よろしくお願いします。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 本年度の黒字決算となりました要因でございますが、大きな要

因といたしまして、まず、歳入部分では前期高齢者交付金、この過年度分、平成20年度分に

つきまして、過去年度におきまして概算の分でございますけれども、今回精算交付として、

追加分と調整分を合わせまして、約１億4,000万円の交付を受けました。これは、平成20年度

に創設されました部分で、基本的には前期高齢者に係る医療費補助でございますが、保険者

間の前期高齢者の偏在によります負担均衡の調整分でございます。また、徴収努力によりま

す税収の伸び、それと歳出部分では、医療費につきまして、平成21年度に比べまして、14％

の伸びがございますが、予測より支出額が下回ったことが重なって大きな黒字となったとい

うことでございます。 

〇議長（東 充洋） 堀内議員。 

〇１番（堀内英樹） その中で、これは担当課長からもお話ありましたが、実際に単年度での

純粋なというか、ネットでの黒字というのは3,000万円程度だと。大して、単年度で中身を見

るとそんなに、億単位の黒字が出ているわけじゃないんだと。これはもう、臨時収入と考え
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てもらいたいといったニュアンスの説明がありました。私もそのとおりだろうと思います。 

 もう１つ、ここへ来て収納率ですね。一般医療分、現年度で92.3％、これは今までないレ

ベルです。かなり改善されたということがあったと思います。 

 それと、もう１つ、これは否定できません。住民の方々の気持ちの中にはあるのは、平成

20年度に国保税の改定が行われております。これは、後期高齢者の支援金を出さなきゃなら

ないということで改定されたんですが、この辺の要素もここへ来てじわっとかなり数字とし

て積み上がってきているように思いますが、その点は、部長、いかがですか。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 国保会計の特徴といたしましては、複数年の会計の動向を分析

しないと、実際の黒字額は、幾らであるかというのが算出できないところもございます。大

変難しい部分となるんですけども、ここ数年の決算は単年度収支で黒字ということでござい

ます。その事実から見ますと、おっしゃる部分の要因もあるものと考えております。 

〇議長（東 充洋） 堀内議員。 

〇１番（堀内英樹） この累積黒字の件は、ご説明いただいて、私なりに理解させていただき

ました。最初の方、町長、ちょっと触れていただいたんですが、国保税の見直しですね、こ

このところは、町長どうですか。その、かなり慎重な言い回しでおっしゃったですけれども、

この後、どういう手順で、スケジュールで、やろうとなさっているのか。あるいは、また、

平成24年度には、来年度にはもう、多尐なりとも手直ししようと考えておられるのか。その

辺は、町長、いかがですか。 

〇議長（東 充洋） 今中町長。 

〇町長（今中富夫） 今、部長からもお答えをさせていただいておりますように、まず、臨時

的な部分、こういうのは、別にして、それぞれ単年度の収支がどうなのか、というのがやっ

ぱり一番重要だろうというふうに思います。先ほど、堀内議員の方から、おおむね3,000万円

程度は黒字となっているだろうなというふうに、担当課長からお答えがあったということで

ございますので、今のところ、おおむね3,000万円から5,000万円程度の間では、単年度とし

ては、黒字化になっているということでございます。ただ、これも医療費が伸びると、もう

そんなものはすぐふっとんでしまうわけでございますので、これから、そういう動向も見定

めると、できるだけ住民の方々に事前に検診を受けていただくとか、健康体をつくるために

いろんな活動をやっていただく、こういうことが一番大事だろうというふうに思います。 

ただ、それだけでは、ちょっとこれ、今の住民の方々の不満を解消するわけにはいきませ
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んので、ただ、奈良県としては、国保の一元化、この話が出ております。平成27年度を目途

に一元化しようというような声がございましたが、後期高齢者の問題、今かなりややこしく

なっておりますので、おそらく平成30年度程度まで伸びるのではないかというような意見も

出ておる中でございますので、我々としては、そういう動きをしっかりと見定めて、今から

約六、七年あるわけでございますので、極端に、例えば２億8,000万円程度、これを３億とし

て、例えば６年間5,000万円ずつ取り崩したら、そこまで十分いけるじゃないかというような

考え方も起こるわけでございますが、ただ、その期間に大きく医療費が伸びるということも

考えられると、そういうこともしっかりと踏まえまして、今、担当部長、担当課長に財政計

画、見通し、ここ数年の見通しを今、つくらせておりますので、そういうのをしっかりと見

て、国保運営協議会、また議会の皆さん方にもお諮りをさせていただいて、できたら平成24

年度から見直せるものであればしっかりと見直す必要があるのではないかなというふうに、

今考えておるところでございます。 

〇議長（東 充洋） 堀内議員。 

〇１番（堀内英樹） 町長、私、そんなにね、どんと改定する余裕もありませんし、またそれ

を無理してやると後大変ですから、せめてもの改定は、24年度ぜひ実現させていただきたい。

それをお願いしたいと思います。それと、広域運営の話が、今、町長から出ましたが、私、

もう１つ、町長の立場でぜひ、これは国の法律改正、あるいは制度設計が必要なんですが、

法律をつくったり必要なんですが、所得をしっかりつかむ、捕捉する制度、つまり今出てい

るのは、国民番号制度ですね、これもいろいろ批判ございます。懸念する材料もありますが、

しかし基本的には、私、所得をきっちりつかまえていくということからいうと、いわゆる十

五三の解消の話です。前にもこの場所で申し上げましたが、これも、町長ぜひ進めていただ

きたいと思うのですが、いかがですか。 

〇議長（東 充洋） 今中町長。 

〇町長（今中富夫） その話も以前から出ております。私も、やはりそういうことからいくと、

国民総背番号制、これは議論、賛成反対いろいろあるわけでございますが、しっかりといろ

んな情報なり、いろんなものを整理していく、つかんでいくという上においては、やっぱり

有効な手段であるというふうに考えておりますので、そういう部分についてもこれからしっ

かりと話ができるところであれば話をしていきたいというふうに思います。 

〇議長（東 充洋） 堀内議員。 

〇１番（堀内英樹） 国保税については、これだけで議論しますと、もう、半日、一日あって
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も足りないぐらいの論点があるのですが、１つ申し上げたいのはやはり、国保制度は、上牧

町におけるセイフティネットとしての重要性というのは大変重いですから、そういう気持ち

でぜひ、この改定問題あるいはまた運営問題ですね、医療費の削減等の問題も含めて取り組

んでいただくようにお願いして、次の公有財産管理台帳デジタル化事業についてのお尋ねに

移らせていただきたいと思います。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） まず、①の方のご質問の事業内容、事業費、進みぐあいについ

てどうかということでございます。お尋ねの事業につきましては、平成22年、23年度の２カ

年にわたりまして、国の緊急雇用創出事業の補助金を活用しまして行っております。内容に

つきましては、段階的な整備といたしまして、土地建物の公有財産台帳の精緻化を図ってい

くということを目的といたしまして、固定資産台帳、地番図や、あるいは航空写真等を活用

いたしまして、既存台帳の整備作業を行っていく事業でございます。 

まず、事業費につきましては2,730万円、100％国の補助金でございます。また、進捗状況

につきましては、現在、既存台帳と固定資産台帳の照合作業、また不明地番の法務局調査等

がほぼ完了したところでございます。現在、この事業において、これまで把握しておりませ

んでした不明土地や、これまでに把握しておった施設の面積、そういったものが今回の調査

で尐し相違点が出てきております。そういった問題点が数十カ所に上がってきておりますの

で、今後、そういったものの調査、経緯ですね、行いながら進めているというところでござ

います。不明土地というような用語をここで使用しておるわけでございますけれども、これ

につきましては、土地がなくなったとか、地番が消滅したとかということではなく、面積や

形状、または地目、所有者等の確定ができていない土地について、総称して、不明土地とい

うことで考えております。 

〇議長（東 充洋） 堀内議員。 

〇１番（堀内英樹） 今、この事業の概要を説明いただいたんですが、これも本当に今の時代

の財産管理としては、私、非常に有効な事業だと思うんです。たまたま財源が緊急雇用対策

事業ということで、国からの補助金が活用されているんですが、ぜひ進めていただきたいと

思うんです。今、既に部長から、私、次にお聞きしようと思っとったんですが、不明土地と

いう表現で、まあもう尐し広く言えば、平たく言えば、まともでない土地とよく言ってるん

ですが、つまり瑕疵のある公有財産ということですね。例えば、今、部長からも出ましたよ

うに、所有者がわからないとか、あるいは境界がわからないとか、実測ができないとか、あ
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るいは登記ができてないとか、あるいはまた権利の存在とか、未解決の問題とか、いろいろ、

この不明土地という表現の中には含まれているんですが、今、数十カ所という話だったんで

すけど、この実態というか、すぐ処理はできないけども、この程度あるんだというような実

数はもう把握しておられるんですか。その点、いかがですか。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） この点につきましては、現在、23年度でパソコン等の購入をい

たしまして、作業を進めているところでございますけれども、確定した部分と議員がおっし

ゃったような不明土地について、２つに分けた作業で進めております。それで、不明土地に

ついては、実数として何筆ということは、例えば、財政問題で今、いろいろと協議していた

だいている小集落の跡地の部分がまだ不明な点もたくさんございますので、そういった形で

実数として確定な数字はつかんでおりません。 

〇議長（東 充洋） 堀内議員。 

〇１番（堀内英樹） 今、言葉で大体こういう事業だという説明いただいたんですが、私、資

料請求申し上げました中の１の６に、この資料、具体的なサンプルをお願いしたいというこ

とでお願いしました。これに基づいて、どういう成果が得られるのかということをもう尐し

具体的に教えていただければありがたいのですが。どうでしょう。この資料です。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） 資料、何ページかございますけれども、この部分について、質

問の②のどういった成果があるのかということでちょっと連動いたしますので、その部分を

触れてさせていただきます。まず、公有財産の財産に関する調書ということで、一筆ずつ、

また一建物ずつについて、帳票のサンプリングができるということで、各種の帳票また所管

の課がいろいろと持っている、そういったものについて抽出が可能になってくると。この資

料につきまして、この部分につきましては、１つの例といたしまして、この庁舎の建物ある

いは土地について資料を出しております。１枚目につきましては、本庁舎の面積あるいは建

物の面積、そういったものを帳票サンプルとしては出せると。建物と土地について別々にい

たしまして、まず建てた年月日からずっと、工事費、それから減価償却からずっと年度ごと

におっていけるという形で現在の資産の状況が一目でわかるんではないかと、これは土地に

ついても同じでございます。それと、次の３枚目になるんですけれども、これは航空写真か

ら取り上げたものでございますが、この地番図等を利用いたしまして、航空写真に地番図を

合成して落としていって、その形についていびつなものであればこれは訂正していくとか、
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そういう間違いについて確定できていくものではないかなと思っております。もう１枚につ

いては、同じ形でございますけれども、それをそのまま、地番図で落としたもので、先ほど

から申し上げております不明土地等についての記載ということができるということでござい

ます。これは、次に申し上げます図面の出力サンプル、サンプリングということで、個々に

毎日動いております各課、所管の土地建物について、すぐに対忚できると、抽出ができると

いう、利用目的ができますので、適宜、そういう調査ができるという利便性がございます。 

〇議長（東 充洋） 堀内議員。 

〇１番（堀内英樹） もう１つ、この事業、緊急雇用対策という経済対策の側面があったんで

すが、もう１つ、ここでしっかり皆で共有しとかなきゃいけない話、ちょっとこちらから申

し上げます。それはやっぱり測量と登記の制度で大きな変更ございましたね。たしか、14年

４月には、測量法改正になってます。それから、15年８月に土地家屋調査士法改正、これが

施行されています。それで、最後にもう１つ大事なのは、17年３月、不動産登記法改正がご

ざいました。これ、一番大きな点は、今皆さんも車でよくお使いになっているＧＰＳですね、

ＧＰＳの測位、つまり３つの衛星で位置を確定するという、簡単に言えばそういう方法なん

ですが、世界共通座標で測量をし、しかもこれでなければ登記もできないよと、ここまで変

わりました。こういう点が非常に私は大事だなと、この技術的な話ですが、ここのところも

やっぱり、ここまで変わってきてるんだということで、これからこの管理台帳をどういうふ

うに使っていこうかと、忚用していこうかというところにつながるんですが、その点は、私

今申し上げた認識で間違いございませんか。いかがですか。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） おっしゃるとおり、そういった形で諸々の法律等が変わってき

ております。ＧＰＳ並びにＧＩＳ等の活用によりまして、不動産の評価等も当然そこに入っ

てくるわけでございますので、今おっしゃったような考え方で進めてまいりたいと思ってお

ります。 

〇議長（東 充洋） 堀内議員。 

〇１番（堀内英樹） そこで、この③に書かせていただいたんですが、今後の活用への取り組

み、ほかの分野でもいろんな取り組みが、利用ができますよと、思うんです。その点は今後、

どのようにこのデジタル化した管理台帳を活用しようと考えておられるのか。この点いかが

でしょうか。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 
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〇都市環境部長（外川武彦） 今のデジタル化事業につきましては、まだ、完全ではございま

せんので、まだ時間はかかるかなと思っておりますけれども、先ほどから述べております、

こういった事業の推進を一日も早く確定しながら、公有財産の管理に向けることがこれから

国の方でも言われております新会計制度についての評価部分が大きくかかわってくると思っ

ておりますので、一日も早い構築が大事であると考えております。 

〇議長（東 充洋） 堀内議員。 

〇１番（堀内英樹） それと、先ほど資料で説明していただいたことから言いますと、さらに

固定資産課税台帳、これもよく似た形で今、作業進んでますね。これもかなりデジタル化さ

れています。それから、路線価との連携も当然出てくるだろうし、住民への、これは住民の

皆様にも、我々も含めて大いに活用させていただきたいと思いますから、住民への情報提供、

ここが割と簡略化してしかもかなり利便よく使えるのではないかなと思いますが、その点は

いかがでしょうか。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） 最終的には、そういった形になろうかとは思いますけれども、

今の段階では、それぞれ私の所管では道路台帳のデジタル化等もやっておりまして、それぞ

れの課で今、個々に進めております。それを一体化ということを最終的な目標にして、今、

議員がおっしゃったような使い勝手のいいシステムにやっていきたいというふうに考えてお

ります。 

〇議長（東 充洋） 堀内議員。 

〇１番（堀内英樹） まあ、今ばらばらでやってますからね。それぞれ、動機も違えば、入り

口も皆違いますから、ばらばらでやってるからそこのところは、町としても、時間かかって

も、将来的にはきちっと一元化していただいて、住民も含めて利用しやすいように、ぜひ工

夫して取り組んでほしいと思います。それはもう、指摘だけにとどめさせていただきますが。 

 それでは、大きな項目の３でございますが、ホームページと広報紙の改訂作業なんですが、

順次答弁をお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） まず、１点目のどのような方針でホームページの改訂作業を進め方、

そしてどこまで進んでいるのかということになりますけれども、今回のホームページの改正

につきましては、従来よりいろんなご意見いただいておりました。近年、ホームページとい

いますのは、町の顔でもありますし、また行政サービスの一番の窓口かなというふうに思っ
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ております。方針の大きなくくりなんですけれども、これは基本的にだれでも簡単にアクセ

スできるように、それを基本にシステムの構築を行っております。それに加えまして、今中

町長が就任当時からマニフェストの大きな１つとして掲げております開かれた行政の実現と

いうことで、情報の公開、この共有という部分でシステムの構築も今現在行っております。

進捗状況なんですけども、現在、ホームページのアクセスの分析が終えた状況でございます。

これから、各課の方と協議をしながら、どのような情報を掲載するのかという段階でござい

ます。 

〇議長（東 充洋） 堀内議員。 

〇１番（堀内英樹） そうしますと、まだもう尐し時間かかると思うんですが、新しいホーム

ページ大体いつごろ、ぱっとこう、入れかわるというか、公開される予定なんですか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 今、掲載する原稿の情報処理を行っております。その情報をどのよ

うな形で抽象的な文章等々をシステムの中で構築して、今の予定では12月ぐらいに、できれ

ば構築を完了したいなと思っております。 

〇議長（東 充洋） 堀内議員。 

〇１番（堀内英樹） 尐し、どういうんですかね、私も決してパソコンに明るいわけじゃござ

いませんが、多尐技術的なことですけども、お聞きしたいんですが、サーバーの設置どうさ

れるのか。それから、編集ソフトですね、どのようなものを使われるのか。そして、もう１

つ、ついでに聞きますが、今、クラウド環境のコンピューター、コンピューターのクラウド

環境ですね、急速にここへ来て広がってます。そこは、どういうふうに、これを使われるの

か使われないのか、その辺３点ほど、教えていただけませんか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） まず１点目のサーバーですね、これは一番今回ホームページの中で、

以前から問題がございまして、110メガバイトという本当に弱小な状況でございましたので、

これを今の予定では50ギガ、約500倍ということで、容量を大きくしたということでございま

す。 

 ソフトにつきましては、以前は、担当が通常の汎用のソフトを利用しまして、どうにか工

夫して現在まで来たという状況でございますので、これは専門の方でシステムの開発を今や

っていただいております。 

 それと、もう１点クラウドなんですけども、今、クラウド２市５町で立ち上げて進めてい
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るわけなんですけども、今基本的なものは、行政事務の基本をまずクラウドの中で調整しよ

うということでございますので、ホームページ等につきましては、これからその中での協議

事項になるのかなというふうに考えております。 

〇議長（東 充洋） 堀内議員。 

〇１番（堀内英樹） 今、サーバーの話、出たんですが、サーバーはどこか自前で庁舎内に置

かれるんじゃなくてレンタルされるんですか。それとも、庁舎内に設置されるんですか。そ

の点はどうでしょう。 

〇議長（東 充洋） 秘書課長。 

〇秘書課長（藤岡達也） ちょっと私もホームページの件、余り詳しくはないのですが、サー

バーの件ですが、アマゾンでレンタルするという方式で行く予定でおります。 

〇議長（東 充洋） 堀内議員。 

〇１番（堀内英樹） 詳しくなっていただきたい。大いに勉強して。担当課長、あんまり自信

ないこと言われたら、我々の自信なくなりますので。これに関しては専門家やと言うてもら

った方がありがたいのでね。 

 それでは、２番目なんですけど、最初に部長の方から簡単にだれでもアクセスできる、そ

れが町長の基本方針である開かれた行政という点での情報の共有、この２点というお話が出

たんですが、その２に行かせていただきますが、全国ほとんど自治体ホームページできてお

ります、千差万別なんですね、もういろんなのがあります。この中でねらいとしては今、２

つ出たんですが、これはまあ、テーマ的な話としてはこれでわかるんですけども、もう尐し

具体的にこういうことをねらっていきたい、あるいはこういう特色を上牧町としても出した

いという面はどうでしょう。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 今、おっしゃったように全国的なホームページの傾向は、今、おっ

しゃった内容と同じでございまして、当該市町村の観光、それと産業、文化等々を発信しま

して、地域の活性してるという状況でございます。本町におきましては、先ほど説明させて

いただきましたように、本当におくれていたといいますか、他の市町村に比べて、相当おく

れておりましたので、今回、その辺の環境をまずつくる、いろんな要望があったときにその

要望が聞ける状況にするということで、まずホームページの充実を図っていきたいと思って

おります。それに加えまして、もう１点大事なことは、今まででしたら、行政主体の情報発

信ということでございますので、これは各住民間の住民活動に寄与してなかったわけでござ



 －51－ 

いますので、住民間の活動がより活発になるような形での情報をできるだけ発信したいと考

えております。 

〇議長（東 充洋） 堀内議員。 

〇１番（堀内英樹） 確かに、このホームページ、いろいろございましてね。我々も市民の声

という大変つたないホームページでございますが、実際に立ち上げさせていただいて管理し

ているんですが、なかなか難しいです。難しいんですが、あと、私やっぱり住民が見やすい

というのが、非常に、一番先に大事かなと思っておるんです。利用されるの、住民ですから。

それから、情報の話、これは先ほど出ておりますから、役場の明らかに総合窓口そのもので

すから。あとは、今、住民間のお話が出たんですが、やっぱり住民と行政との双方向性とい

うかな、交流、意見交換あるいは情報交換等がしやすい形というものも非常に大事かなと思

います。それと最後に、今の時代ですから、余り古いのは、皆さん余りごらんになりません。

やっぱり書きかえやすいというか、もう毎日でも、あるいは担当者以外でも、あとでちょっ

と申し上げたいのですが、町長自身が本当に書きかえできるぐらいのものを考えていただい

た方が私はありがたいんじゃないかと思うんですが、いかがですか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 今、おっしゃったこと、当然基本的な部分でございますので、それ

も十分考慮いたします。それともう１点、今おっしゃった双方向性、これも一番大事な、今

回のホームページの中で考えておりますので、それについても十分検討して対忚できるよう

にと思っております。それと、もう１点、通常、行政事務につきましては、総務省の方でい

ろんな形で定義づけはされておるんですけども、このホームページにつきましては、一切ご

ざいません。総評的に言いますと、やはりこの部分については、行政がいかに本気で行政事

務をやっているかという部分でございますので、できるだけ近隣に遜色のない、またはそれ

以上のホームページを立ち上げて、今後十分活用していきたいと思っております。 

〇議長（東 充洋） 堀内議員。 

〇１番（堀内英樹） もう１つ提案がございます。町長、町長室のページ、ぜひつくっていた

だきたいと思うんです。ホームページの中にね。町長のメッセージであるとか、あるいは町

長の予定とか活動状況、これも住民さん、非常に関心があります。町長のまた直行メールと

いったもの、こういったものを含めた町長室のページ、ぜひ、私、立ち上げてほしいと思う

のですが、町長いかがですか。 

〇議長（東 充洋） 今中町長。 
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〇町長（今中富夫） 今、堀内議員の方から、住民さんが大変関心を持っておられるというこ

とでございますので、自分の考えていることでありますとか、ちょっとしたメッセージ的な

もの、そういうものも、今タウンミーティングということでやらせていただいておりますが、

これはまあ１年に１回のペースでございますので、それ以外の中で、いろんな機会をとらえ

ていろんなお話をさせていただいておりますが、そういうホームページ、いろんなものを通

じて、またメッセージ性というのを発信していきたいなというふうに考えております。 

〇議長（東 充洋） 堀内議員。 

〇１番（堀内英樹） よろしくお願いします。それでは、その３の③の「広報かんまき」の改

訂作業なんですが、この機会にぜひ、取り組まれてはということでご提案申し上げているの

ですが、いかがでしょう。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 町のホームページも重要な情報発信の媒体でございますが、広報紙

につきましては、地元住民の基本的な情報発信の位置づけだと思っております。今、改正の

提案をいただいておりますが、まず、紙ベースとしての媒体とデジタル媒体、これをできる

だけ分離するといいますか、理解して行わなければならないと思っています。紙ベースの情

報につきましては、全体を素早く把握できる、一覧性の利点がございます。それと、デジタ

ル媒体におきましては、確かに量的には多いですが、パソコンの習熟度によりまして、情報

の収集等々が相当差がございますので、この差をできるだけ理解して今後、広報紙の中でど

ういうふうにすみ分けするのかというのが課題になってくると思います。広報紙とホームペ

ージの双方を基軸にしまして、できるだけ情報を発信したいと思っておるんですけども、や

はりこれは親しみやすい、また、わかりやすいということが基本でございますので、今言い

ました紙ベースでの媒体、デジタルでの媒体、これをできるだけ整理して、どういう形で進

んでいくのかということで、いろんなご提案いただいて進みたいなと思っております。 

〇議長（東 充洋） 堀内議員。 

〇１番（堀内英樹） 一、二点、ちょっと感じていることを申し上げますと、確かに、部長お

っしゃったねらいで、あるいはまた特色で今まで編集してこられてるんですが、足りない部

分は、町からのメッセージ性という点では尐し物足りないんです。これは、私自身も感じま

すし、それから、いつも「広報かんまき」いただきますと、私、外へ出かけていくときに持

って出るんです。それで、他町の人とか、他府県の方に、東京なんか行くとき割と持って行

くんです。それで、見てもらうんです。そうすると、やっぱりいろんな意見が出てきます。
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その中でやはりメッセージ性という点、特に、町長がどんなことを考えて上牧町を舵取りし

ようと考えているのか、そういった点とか、さきにタウンミーティングの報告なんか、かな

り詳しくなさったんですが、この間なさったんですが、その中でもやっぱりもう尐しこう、

メッセージ性のあるものをぜひ入れていただきたいなというのが１つ。それと、ホームペー

ジはパソコン当然必要ですから、携帯でも最近読めるようになってるんですが、やっぱり高

齢者の方ですね、幾ら普及してきたとしても高齢者の方の利用率は、若い世代に比べて、パ

ソコンの利用率はまだ低いです。そういう意味で、やっぱり高齢者向けのコーナーというか、

高齢者を意識したコーナーの工夫が尐しあってもいいんじゃないかなというふうに思うんで

すが、その点、いかがでしょうか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） いろいろご提案ありがとうございます。おっしゃったことは、当然

今後対忚すべき事項であると思っております。それと、今おっしゃったように、積極的な情

報ということで、施策に関する積極的な情報提供につきましては、これは町民自身が望んで

いることでございますので、それをすることによって施策の理解をいただけるという部分で

もございますので、広報展開ではそれを柱にこれから検討いたします。 

〇議長（東 充洋） 堀内議員。 

〇１番（堀内英樹） 先ほど、担当部長の方から、上牧町の顔だという表現が出たんですが、

ホームページと「広報かんまき」、私も上牧町の顔だと思います。地域活性化をする上ではい

ずれも大変重要な道具です。したがって、住民が、町外へ出てもやっぱり自慢できるもの、

あるいはまた全国に誇れるレベルのものをぜひつくっていただきたいと思うんです。先ほど、

私、「広報かんまき」外へよく持って出ると申し上げましたが、いろんな意見ございます。も

っと胸張って、ホームページにしろ、ぜひ見てくれということであるとか、あるいはどやと

言って、言えるようなホームページの立ち上げと、それから広報紙の改訂もぜひやっていた

だきたいと思うんですが、最後に部長、一言お願いします。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 今、いただいたご意見、ちょっと集約しますと、まず、伝える広報

から語り合う広報というご意見だと思います。その辺十分検討しながら、一歩進むように努

力いたします。 

〇議長（東 充洋） 堀内議員。 

〇１番（堀内英樹） いろいろ申し上げましたが、どうぞよろしくお願いします。長い時間、
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おつき合いありがとうございました。これで、私の一般質問を終わらせていただきます。 

〇議長（東 充洋） 以上で１番、堀内議員の一般質問を終わります。ここで11時５分まで暫

時休憩といたします。 

 

    休憩 午前１０時５８分 

 

    再開 午前１１時０５分 

 

〇議長（東 充洋） それでは再開いたします。 

 

                     ◇                    

 

          ◇康 村 昌 史 

〇議長（東 充洋） 次に、７番、康村議員の発言を許します。 

 康村議員。 

          （７番 康村昌史 登壇） 

〇７番（康村昌史） ７番、康村昌史でございます。 

 議長の許可を得ましたので、一般質問を行います。一般質問を行う前に、先の台風12号の

被害について、尐し触れてみたいと思います。自分たちのまちは、自分たちで守るという自

主防犯、自主防災は、本当に大事であります。特に、予知が不可能である大地震に備えて、

向こう三軒両隣精神で自主防犯、自主防災活動に力を入れてきました。しかしながら、３月

11日の東日本大震災による大津波、原発による放射能汚染と想定外のことが起こりました。

特にショックを受けたのが、先の台風12号による豪雤被害です。台風は、ある程度予測がで

きるにもかかわらず、大勢の方々が亡くなられました。人災とまでは言いませんが、壊れた

ものは直すことができますが、人命はどうにもなりません。自分たちのまちは自分たちで守

る、自助共助の精神のために、もっと自主防犯、自主防災活動に力を入れなければならない

と痛感いたしております。 

 それでは、一般質問に入ってまいります。１番、行財政改革についてであります。１、上

牧町補助金制度検討委員会について質問いたします。１、上牧町補助金制度検討委員会の設

立の目的。２、委員会の内容、いつ、どこで、だれがというようなことを教えていただきた
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いと思います。３番目に、委員会の今後の見通しについて教えていただきたいと思います。 

 次に、上牧町補助金制度検討委員会がいずれ答申が出てくると思いますが、その活用につ

いてどのように行うかを教えていただきたいと思います。 

 ３番目に、補助金であります上牧町幼稚園就園奨励費補助金について、これを例に具体的

に教えていただきたいと思います。 

 次に、教育についてであります。上牧町教育委員会についてですが、主に子どもたちの教

育について質問したいと思います。今年の４月に行われました上牧町議会議員選挙、私の公

約と申しましょうか、アジェンダ政策目標の中に教育のことがかなりございます。そこで、

教育のことを知るためにも、教育委員会について尐し質問していきたいと考えております。

１、教育基本法に則った教育委員会設立の目的。２、教育委員会の内容、いつ、どこで、だ

れが、どのような方法で行われているのか、その辺を具体的に教えていただきたいと思いま

す。 

 ２番目に、教育というのは本当に難しいですので、この教育がいいのか悪いのかと、僕は

そういうことを一切議論する気はございません。本当に難しい問題ですので、それを必ず念

頭において質問をいたします。２番目、大阪府の橋本知事が提唱する教育委員会の改革と上

牧町教育委員会の今後について、質問をさせていただきます。 

 再質問は、質問者席で行わせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） それでは、上牧町補助金制度検討委員会、この目的について教えていた

だきたいと思います。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 目的について、説明いたします。まず、集中改革プランでの補助金、

負担金の効果的執行ということで、毎年削減を行ってきました。その中で、今中町長が就任

いたしまして、このような財政状況ですので、健全化に向けて、単独補助金と言っても基準

を見直しするようという指示がございました。それに伴いまして、今回、立ち上げたわけな

んですけども、団体に対する補助金等の交付要綱というのは以前からございまして、その内

容を見ますと、今行っている補助金をすべて整理して、調整できるのかという、すべての項

目にわたって、整備がされておりませんので、そのあたりを基本的な形で検討するというこ

とで、今回補助金制度検討委員会が設置されました。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 
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〇７番（康村昌史） 委員会設立の趣旨というんでしょうか、目的についてはよくわかりまし

た。 

 それでは、その委員会の内容について、構成等詳しく教えていただきたいと思います。 

〇議長（東 充洋） 総務課長。 

〇総務課長（池内利昭） 一忚、委員会の内容ということで、いつ、どこで、だれがというこ

とでございますけども、これにつきましては、昨年の22年10月から月１回で委員会を開催い

たしております。今年の５月から月２回ということで、９月１日まで、今直近で16回の委員

会を開催していただいております。その中で熱い協議をしていただいておりますけれども、

委員の構成につきましては、一忚10名ということで、うち推薦委員が２名、公募委員が８名

ということで、計10名でございます。その中で、基本的には住民目線の部分の中での協議を

していただいておるということでございますので、ほとんど全員住民の方の公募をもちまし

て、一忚構成ということで、今、協議をしていただいております。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） よくわかりました。お尋ねしたいのは、あくまでも住民でこの委員会を

運営していると、つまり役場の方はお手伝い程度でやっているんだというふうに理解してよ

ろしいのでしょうか。 

〇議長（東 充洋） 総務課長。 

〇総務課長（池内利昭） はい。総務課につきましても、事務局という形の中で一忚立会はさ

せていただいておりますけども、今、康村議員おっしゃるように、住民さんが住民の目線に

基づいて協議していただいておるということで、住民さん本位で、今、協議をしていただい

ているというところでございます。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） それでは、もうちょっと具体的に教えてほしいのですが、例えば、ある

補助金がございます。それについては、どのような方法でこの委員会では、話し合いという

んですか、議論を持たれるわけですか。その辺をちょっと教えていただきたいと思います。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） ちょっと、委員会の内容について説明させていただきます。今回の

補助金の見直しに当たりましては、根幹の基準であります公益性、それと必要性、効果、こ

の３点を基準に回を重ねていただいて、まず、交付基準案が作成されました。その後、交付

基準に沿いまして、各補助金の評価、それと検証を行っていただいております。これは、そ
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の行うためにチェックシートというものを作成していただいて、その中で各委員がチェック

され、検証され、その中で評価していただく。その中のすべてを調整して総意として検証さ

れたという形で報告をいただくことになっております。そのチェック内容につきましては、

現在、ほとんど終わりまして、これから、チェックシートの確認、それで、検証、それから

評価という形に進む予定でございます。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） よくわかりました。つまり、事業仕分けみたいなことを今現在やってい

るという理解でよろしいですね。それで、もうじき答申が出てくるというふうに理解してよ

ろしのでしょうか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 今、説明いたしましたように、各課単位の補助金のチェックはすべ

て終わっておりますので、今、検討委員会といたしましては、答申の作成に取りかかってい

ただいておる状況でございます。予定では、10月中に答申がいただけるという状況でござい

ます。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） それでは、２番目の、上牧町補助金制度検討委員会の答申の活用につい

てなんですけれども、これ、あくまでも住民の目線でつくられた答申ということで、そこで、

私が質問したいのは、やはり補助金というものは役場として政策的な配慮が働いている補助

金もあるんじゃないかと、先ほどおっしゃいました一律的に、先ほど何とおっしゃいました

かね、その３つの項目に分けて事務的に処理した結果、その補助金はもう弾き飛ばすと、つ

まりこれはもう支給対象にはならないという補助金があったとします、しかしながら、それ

が役場の立場上、あるいは政策的な配慮が働いて、これを復活させなあかんという事態に陥

った場合は、どのようにされるわけですか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 今、おっしゃったような政策的な部分も当然ございます。検討委員

会の中で、議論いただいているのは、本来、補助金といいますのは単独で施策の中で行って

いる。その中で、公益性、必要性、効果これはどうなのか、これ基本でございます。その中

で、一番今問題になっておりますのが、やはり、その補助金を行うことによってその団体が

どのような事業、またはその組織づくりの中でどういう展開をするのか、それで確立するの

かというこの流れを導くための補助金という考えが基本にございます。その中で自立してい
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ただいて、その中でできれば費用負担も、また、その中での運営をしてもらえれば、一番理

想的な形なんです。ただ、補助金なしで済まないことも当然ございますので、それを十分皆

さんご理解いただいております。その辺も十分検討もしていただいておりますので、一定の

評価、検証の中で評価していただいて、住民はこういうふうに思っていますよという形にな

ると思います。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） よくわかりました。しかし、私思うんですけど、この補助金制度検討委

員会を立ち上げた理由というのが、僕がさっきから言うてますように、その政策的な配慮が

働いて、出す必要もないような補助金を出してきたと、それを精査して処理したいという思

いがあって、住民目線でその選択をしてもらったんじゃないかなと、僕思ってたんですよ。

だから、上牧町の町単独の補助金に関しては、そういう政策的な配慮は必要ないと私は思う

んですが、その辺についていかがですか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 今、いろいろご意見いただいてるわけなんですけども、ちょっと外

れるかもわかりませんけども、今回、補助金の委員会を立ち上げました根幹ですねんけど、

まずゼロからのスタート、補助金なしからのスタートで妥当性があるのかどうかということ

でございます。それと、一番問題になりますのは、以前から補助金を出しているからこれか

らも出していただくと、こういう考えがあるかもわかりません。これ、やはり既得権が蔓延

しているという状況もあるかもわかりませんけれども、これも一定の周期をもって、一旦切

る、要するに周期を設けるというこの基本もございまして、その中でまた定期的な見直しを

するという、この３つを十分検討していただいておりますので、今、おっしゃっている件、

当然いろんなご意見もございますが、その中で、答申をいただく。それと、一番大きな問題

点なんですけども、これ、あくまでも町が諮問して答申をいただく、これですべて決まると

いうことではございません。ただ、今、町本位での運営をしておりますので、住民の民意を

いただいて、それを修正する、またより近づけるということで、今、立ち上げている内容で

ございますので、これから十分検討させていただいて、当然、議員の方にも報告させていた

だいて、ご意見をいただくという形になると思います。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） わかりました。それでは、次に入らせていただきます。上牧町幼稚園就

園奨励費補助金についてであります。この補助金については、国も補助制度があります。そ
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の辺の趣旨、概要を説明していただきたいと思います。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 上牧町においても、幼稚園就園奨励費補助金を実施しておりますが、

この事業は国庫補助事業でございます。国が示す限度額の範囲内であれば、町が支出した金

額の３分の１以内で国の予算の範囲内の額が補助金として町に支払われます。実績で見た場

合、23年度で約２割が国庫の補助金、８割が町負担となっております。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） この補助金なんですが、平成22年度の決算認定の共産党議員団の資料に

よりますと、平成20年度までは上牧町で、所得の低い方は別として、ある程度の補助金を出

していました。それが、平成21年度から、生活困窮者等を対象に支給していますが、それ以

外は割愛されているというふうに資料から確認したんですけれども、この補助金について、

検討委員会では具体的にどのような話になったのか、教えていただきたいと思います。もし、

ここの場ではしゃべれないなら、それはもうあきらめます。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） まだ、検証が終わりまして、評価等々行ってもらったわけなんです

けど、まだ答申が出ておりません。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） わかりました。それでは、この補助金について、目的は何ですか。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智）） 保護者の所得状況に忚じて、経済的負担の軽減を図るものでござい

ます。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） ということは、そもそもの趣旨からして、この補助金は、やはり、元に

僕は戻すべきではないかなと思うんですが、その辺の見解はいかがですか。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 21年度にこの制度を見直しをさせていただいたわけでございますけ

れども、その理由は、町の財政事情もあったわけでございますけれども、20年度までは、上

牧幼稚園に入園するのに抽選を行っておりまして、抽選にもれた方は、上牧幼稚園に入園す

ることができなかった。21年度からは、入園希望者全員の方を上牧幼稚園に受け入れること

ができるようになりました。ですから、幼稚園教育を受けたいという保護者の方が上牧幼稚
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園に入園を希望されても、20年度までは抽選があったために町立の幼稚園に入れなかったの

で、やむを得ず保育料の高い私立の幼稚園に入らざるを得ない保護者もおったわけですけど

も、今は、希望される方全員の方を上牧町立幼稚園で受け入れることができておりますので、

このような制度にさせていただいたものでございます。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） 今年度ですか、定員割れ起こしているということですね。それで、どう

言うたらいいんですかね、その私立へ行かれてる方、もうはなから公立へ行く枠がないだろ

うというふうに解釈されている方もいらっしゃるんじゃないんですか。例えば、今年度、私

立へ行かれた幼児は何人いらっしゃるんですか、この上牧町で。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 私立の幼稚園ということですね。合計で74名でございます。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） ですから、74名の上牧町の幼児の方が私立へ行かれてるんです。それ、

すべてが上牧幼稚園で受け入れることなんて不可能じゃないですか。じゃ、ないんですか。

できるんですか。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 私立の中には、当然、英語に力を入れるとか、あるいはスポーツに

力を入れて体力づくり等をするとか、それぞれ私立の特徴を出して園児の募集をされており

ますので、当然、そういう指導方法を見てみずから私立を希望される保護者の方もたくさん

おられます。ただ、私の言いたいのは、あくまでも私立の場合は、授業料が高いですから一

般的に、幼稚園教育受けたいけれども上牧幼稚園で弾き出されたということは、21年度から

はもう起っておらないということでございますので、私立、公立同額の補助とさせていただ

いております。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） いや、あのよく部長の言うてるのはわかるんですよ。ただ、先ほどの説

明とちょっと矛盾しているのが、上牧町町立の幼稚園の定員割れを起こしているので、決し

て上牧町の幼児がすべて公立へ行けると、いやいや、ちょっと待ってくださいね。私立の幼

稚園へ行かないことには、上牧幼稚園のキャパはオーバーしているのは間違いないですね。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 定員からいいますと、約11名ほどオーバーになります。 
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〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） いわゆるオーバーしてるんですよ。だから、この補助金については、や

はりもうちょっと考えていただきたいと僕は思うんですよ。その辺についていかがですか。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 先ほどから議論になっております補助金制度検討委員会の答申を十

分参考にさせていただいて、検討していきたいと考えております。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） わかりました。次、お願いいたします。それでは、２番目の教育につい

て質問させていただきます。先ほども申しましたように、この教育委員会というものが、私

にとって、余りよく見えてこないんですね。そこで今回、質問させていただきました。当然、

教育基本法を基に、委員会が立ち上げられております。地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律で、委員会の設立等が規定されておりますが、その辺について教えていただきたいと

思います。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 教育委員会制度は、戦前の旧地方教育行政制度に対する反省の上に

立って、教育が不当な支配に伏することなく、国民全体に対して直接に責任を負って行われ

るべきという自覚の下に公正な民意により地方の実情に即した教育行政を行うことを目的と

して、昭和23年に制定された教育委員会法によって、発足いたしました。その後、我が国の

実情に即するように、教育の政治的中立と教育行政の安定を確保し、教育行政と一般行政と

の調和を進め、国、都道府県、市町村一体としての教育行政制度の設立を樹立するために、

昭和31年に制定された地方教育行政の組織及び運営に関する法律によって、制度の改正が行

われ、今日に至っているものでございます。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） わかりました。つまり、教育に政治が介入して、過去にいろいろあった

ので、あくまでも教育委員会というのは、政治から独立した組織というふうに解釈いたして

おります。 

 それでは、この教育委員会の内容について教えていただきたい。この上牧町の教育委員会

について教えていただきたいと思います。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 教育委員会といいますのは、一般的には、５人の委員で行う合議制
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の教育委員会、これが法律上の教育委員会です。一般的には、それに教育長と教育委員会の

事務局を加えて、一般的に教育委員会と言っておりますけれども、ここで説明させていただ

くのは、法律上の教育委員会というふうに、ちょっと後ろの方、傍聴の方もおられますので、

誤解されたらあかんと思って説明しますけれども、これから言います教育委員会というのは、

教育委員５人でなされる合議制の機関ということでご理解いただきたいと思います。教育委

員会の、まず委員長ですけれども、教育委員会の会議を主催し、教育委員会を代表するのが

教育委員長でございます。委員会の会議において、その議長となり、会議の運営を指導する

権限と責任を持っております。ただし、教育委員会を代表すると言っても、教育委員会の権

限に属する事務を委員長が単独で処理できるという意味ではありません。あくまでも、教育

委員会の権限に属するすべての事務を司るのは、教育長でございます。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） それでは、ちょっと質問していきます。まず、上牧町の教育委員会のこ

とで、これから質問していきます。委員は５名だと、その中に教育委員長と、教育長がいら

っしゃる、それは互選で選ばれるんだというふうに認識しております。ここで僕、ちょっと

よくわからないのが、１つの委員会の中に教育委員長と教育長がいらっしゃる、ここんとこ

ちょっとわかりにくいというんですか、どう違うのかがよくわからない。また後で橋下知事

のことで触れるんですけども、ここで触れても同じなので、橋下知事がおっしゃっているの

は、教育長というのはあくまでも教育事務局長だと、教育委員会というものを統制管理する

のは教育委員長なんだと。先ほど、橋下知事はよく住民の方と教育についてとか、討論会と

かをされている。その中で、はっきりおっしゃっているのが、私は教育長とは話をしないと、

なぜなら、先ほど言いましたように、教育長は教育事務局長なんだと、それを統括するのは

あくまでも教育委員長だから、教育委員長とは話はするというふうな、ユーチューブとかの

動画ではっきりと出ているわけです。僕はその辺が本当によくわからない。教育長と教育委

員長との、その、どういうふうなすみ分けになっているのかをもうちょっと具体的に教えて

いただきたいと思います。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 教育長は、執行機関たる教育委員会におかれ、教育委員会の指揮監

督の下に教育委員会に属するすべての事務を司るとされています。また、事務局の事務を統

括し、所属の職員を指揮監督する、このような教育長は、教育委員会の指揮監督に伏する補

助機関であるとともに、事務局の長たる地位を有するものであります。合議制の教育委員会、
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５人での合議制の教育委員会は、大所高所から広い視野を持って教育行政の基本方針や重要

施策を決定することを本来の任務とするものであって、事務処理に専門的な知識と技能が要

求される分野においては、教育委員会は大綱において教育長の行動を規律するにとどめ、個々

の事務執行については教育長の判断を尊重するという運用が期待されています。そのために、

現実にも教育委員会から教育長に対して大幅な権限の委譲がなされているのが通例でござい

ます。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） よくわかりました。この教育長と教育委員長、それで、僕自身がまだよ

くわからないんですけれど、この上牧町の例規集、2,447ページによりますと、教育長という

のは、教育公務員特例法によって一忚上牧町では特別職扱いされているようです。しかしな

がら、平成23年版の「自治六法」の中で、地方公務員法の中で、1,802ページなんですけれど

も、教育長は、一般職に属する地方公務員であり、ただ、その職務と責任の特殊性に基づい

て、他の職員と異なる特例的規制を受けるものにすぎないというふうに、実例として書かれ

ております。だから、その、教育長と教育委員長、ちょっとその辺がまだ僕自身はっきりわ

かってませんので、きょうはこの辺でこの質問はやめておきます。 

 次に行きます。教育委員会の内容なんですが、いつ、どこで、どのようにして行われてい

るのかを教えていただきたいと思います。 

〇議長（東 充洋） 教育総務課長。 

〇教育総務課長（為本佳伸） 教育委員会なんですけども、毎月１回を目途に開催していると

ころでございます。また、県、近畿の研修にも参加していただいております。また、入学式、

卒業式、また運動会、体育祭にも出席していただいているところでございます。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） それでは、ちょっと質問させていただきます。地方教育行政の組織及び

運営に関する法律13条の６項で、教育委員会の会議は公開すると、規定されております。私、

この役場、しょっちゅう来ますけれども、役場のロビーにはきょう議会があるとか、あるい

は他の団体の委員会が開催される、そういう看板が出ているんですけども、教育委員会が開

催されているという、その看板、僕自身が見たことないんですけれども、これは、庁舎西館

の方についてるんですか。その辺だけ教えていただきたいと思います。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 会議の看板につきましては、役場の西館のロビーに設置されており
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ます。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） わかりました。すみません、私の認識不足で。それでは次に、この教育

委員会というのは一体どこで行われているのですか、会議は。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 通常は、西館の１階の会議室でございます。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） １階の会議室といいますと、ちょうど教育長の部屋の向かいのあの部屋

ですか。僕、先ほど言いましたように教育委員会というのは公開が原則なんですね。ああい

う狭いところでどうしてそんな住民が傍聴なんかできるんですかね。あそこでできますか。

その辺ちょっと教えていただきたいと思います。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 議員おっしゃるとおり、教育委員会は原則公開でございます。事前

に公開希望という申し出があれば日時とかを教えておりますけれども、公開希望者が今まで

なかった関係で、１階の会議室で行っているというのが現状でございます。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） わかりました。では、次、お伺いします。教育委員の任期は４年とあり

ます。それで、任期、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条の４項で、任期４年

の教育委員を務める方、任期４年の教育委員の中には、保護者を入れなければならないとい

う文言があります。これでちょっと僕わからないのが、教育委員の任期は４年だと、ところ

が保護者を入れなだめ、中学生の保護者は絶対教育委員になれないんですか。任期４年なの

で、子どもが卒業した時点で保護者でなくなる、下の子がおれば別ですけど、その辺はどう

なるんですか。教えてください。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 上牧町にも１人の保護者の方、入っていただいておりますけれども、

ここで言う保護者というのは、小学校、中学生の保護者ということに限定されておりません

で、二十歳以下の大学生、高校生も含めて保護者ということになります。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） それ、保護者というのは、僕は当然その、自分の子どもが学校行って、

それでその親が、僕、保護者という認識やったんですけれども。今、ちょっと待ってくださ
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い。今、ちょっと見ますので。もう一度聞いておきます。その保護者というのは、そこら、

どこに規定があるんですか。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 法律では、保護者である者を含まれるようにしなければならないと

書いておるだけでございますけれども。当然、中学校１年生の保護者に委員になっていただ

いた場合、４年後には、３年で中学校卒業されますので、それで委員の資格を失うかと言え

ば、そういうことではございませんで、二十歳以下の高校生、大学生をお持ちの方でしたら、

この保護者に該当するということでございます。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） わかりました。それでは、次の質問に入ります。 

 この教育委員会、僕もさっきから言うてますように、あんまりよく見えてないので、もう

ちょっと具体的に、教えてほしいと思います。つい先日だったと思うんですけど、上牧第二

小学校のある先生が、ハレンチ行為をしたんですかね、高田署に連行されたというのを聞き

ました。そのとき、上牧町の教育委員会というのは、一体どのような行動というんですか、

実際どのようにされたのかを具体的に、もし教えられるなら教えていただきたいと思います。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） ちょっと日にち忘れましたけども、７月に高田警察署から上牧第２

小学校に通報がありまして、上牧第二小学校の南島教諭を今取り調べ中であるという連絡が

ありました。それで、きょうは学校へ行けないという、警察から連絡がありました。これを

受けまして、校長先生が教育委員会に飛んでこられて教育長にこの旨報告されました。それ

を受けまして、教育長は緊急の校園長会を開催されまして、翌日に第二小学校の保護者全員

による保護者会を開くよう決定と、それから二度とこのような事件が起こらないように綱紀

の粛正を指示されました。翌日、保護者会、午後７時から体育館であったんですけども、そ

の場に上牧町教育委員会から、私と教育総務課長が出席いたしました。それで、教育委員会

の役割ということでしたけれども、県は当初その、南島教諭の起訴が決まりまして、県は当

初、刑が確定するまでは処分ができないと、処分ができなければ教師の派遣はその間できな

いということでございましたけれども、起訴されたのを受けて、上牧町教育委員会といたし

ましては、刑が確定しなければ処分できないのは、まあ懲戒処分は確かにそのとおりだと思

いますけれども、分限処分はできるんじゃないかということで、県に分限処分をしていただ

くように内申をいたしまして、初めは、県は、奈良県内にはそういった事例はないというこ
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とで、非常に重い返事でしたけれども、上牧町からの内申を受けて、弁護士、上司と相談し

ていただいて、基礎休職処分という分限処分をしていただくことになりまして、９月から新

しい代わりの先生を派遣していただくこととなりました。教育委員会の役割は、おおむねそ

のようなことでございます。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） よくわかりました。 

 それでは、最後の質問に入らせていただきます。大阪府の橋下知事が提唱する教育委員会

の改革と上牧町教育委員会の今後についてなんですけれども、教育、特に子供たちの教育と

いうのは本当に難しいと思います。橋下知事もおっしゃってるんですけども、何が正しくて

悪いのかを判断することが本当に難しいと、まあ不可能に近いと思います。また、私たち国

民は、実際のところ真実を知ることは余りあり得ないのではないかと。つまり、マスコミ報

道に多分に影響されている部分がかなりあると、私は思います。しかしながら、今日、イン

ターネットの普及によって、マスコミ報道以外の隠された事実を垣間見ることができるよう

になってきました。特にユーチューブとかで、映像がぱっとこう、本当の映像が流れたりな

んかするんですけれども。そこで、質問いたしますけれども、僕はさっきから言うてますよ

うに、教育は難しいと、上牧町の教育委員会が悪いとかいいとか言うてるのではありません。

あくまでも子どもたちの教育のために、教育委員会とは一体どういうような組織なのかを知

りたいので、今ずっといろいろ質問してますので、決して誤解のないようにだけお願いした

いと思います。 

それで、先ほども言いましたように、動画で大阪府の橋下知事の教育に関するいろいろな

発言があります。それは、その内容について正しいとか悪いとかは、私は一切そういうこと

は議論いたしません。次に、ここに共産党の新聞「赤旗」がございます。日曜版です。2011

年９月４日号です。それで、物言わぬ教員、府職員づくりを条例案と、大阪維新の会橋下知

事のことをこう書かれております。この内容について、今ちょっと触れさせていただきます

が、何もこの共産党の意見が正しいとか悪いとかを言っているのではありません。いろんな

見方があるということだけを伝えておきたいと。それで次の議論に入っていきたいと思いま

す。大阪維新の会の橋下知事に対して、この新聞「赤旗」は、このように書いております。

「橋本徹大阪府知事率いる大阪維新の会が教育への政治介入や公務員攻撃をエスカレートさ

せています。君が代起立強制条例強行の次は、言いなりにならない教員や府職員を免職でき

る教育基本条例案、職員基本条例案を府議会と大阪、堺両市議会に提出する方針。やっぱ、
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橋下さん危ないでと批判が高まっています」と、このように書かれています。また、左手の

方には、「愛国心の押しつけは違憲である」このように書かれています。つまり、この「赤旗」

の内容、また橋下知事のユーチューブの内容とか見てみますと、両者とも子どもたちの教育

のことを本当に真剣に考えているということが、肌にこう伝わってくるんですね。そこで、

この大阪府の知事たるこのような立派な方が一体何を教育委員会に対してものを言うてんの

かな、何を吠えてんのかなという思いで、とりあえず、この橋下さんのブログとか記述を調

べなあかんなということで読ませてもらったんですけれども、その中で、橋下知事がはっき

りとおっしゃっているのが、教育委員会が形骸化している、２番目に先ほど言いましたよう

に、教育長は教育委員会事務局長で、教育についての話は教育委員会委員長と行うとはっき

りこのように、ユーチューブの動画の中でおっしゃっています。この２点について、いいと

か悪いとかじゃないんです、上牧町の教育委員会はどうのように考えておりますか。 

〇議長（東 充洋） 教育長。 

〇教育長（浅井正溢） 先ほど来質問していただきましたことをお答えいたします。橋下知事

がいろいろとご提案しておられるその趣旨につきまして、教育委員会の、何といいますか、

構造改革をしていこうということで、政治的中立を戦後の教育がずっと守ってきたその教育

委員会制度というものに対して、知事が納得できないから、政治的にある程度介入していこ

うという趣旨であるわけですね。その点に関して、教育委員会制度の趣旨で回答させていた

だいていますように、政治的中立や教育的な安定性ということを考えたときに、市長が変わ

るたびに政治、教育の方針がころころ変わったり、政治が介入してくるとそういうふうなこ

とになってくるわけですので、あくまでも教育の中立、政治の中立ということで、教育委員

会の制度を維持していくということが、我々、基本的な教育委員会としての考えであります。

それと、先ほど来、教育長と教育委員会の委員長との関係とおっしゃっておられますけれど

も、教育委員会は、あくまでも教育の、上牧町なら上牧町における教育の基本的なすべての

基本になる部分を総括し、方針を指示し、示して取り組みを進めていく。そしてその、具体

的な事務というか、そういうことにかかわって、教育長はじめ事務局の皆に指示されたこと

に基づいて、それを事務運営していくというのが、教育委員会であると思います。ですので、

先ほど来申しておりますように、広い意味での教育委員会は、教育委員長が中心になって会

議を招集し、いろいろなことを決め、指示を教育長を通して教育委員会事務局に与えるとい

うのが現在の趣旨だと思います。以上なんですけれども。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 
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〇７番（康村昌史） よくわかりました。では、最後にもう１点だけ、質問させていただきた

いと思います。先ほど言いましたように、教育委員会が形骸化しているんじゃないかという

ふうに橋下知事ははっきりおっしゃってるんですが、この辺について上牧町教育委員会はど

うなんでしょうか。教えていただきたいと思います。 

〇議長（東 充洋） 教育長。 

〇教育長（浅井正溢） 形骸化はいたしておりません。あくまでも教育委員会ではいろいろな

重要な案件等について審議し、教育委員さん方のご意見を伺い、その、また、教育委員会事

務局の方で、こんなことをしたいというふうな話を提案させていただいて、それについての

ご指導なりをいただいて、相和した中でやっていくというのが現状でございます。 

〇議長（東 充洋） 康村議員。 

〇７番（康村昌史） よくわかりました。上牧町の子どものために、教育委員会も今後も頑張

っていただきたいと思います。 

 以上で、私の一般質問は終わります。ありがとうございました。 

〇議長（東 充洋） 以上で、７番、康村議員の一般質問を終わります。ここで暫時休憩とし、

午後１時再開といたします。 

 

    休憩 午前１１時５５分 

 

    再開 午後 １時００分 

 

〇議長（東 充洋） それでは、再開いたします。 

 

                     ◇                    

 

          ◇辻   誠 一 

〇議長（東 充洋） 次に、３番、辻員の発言を許します。 

 辻議員。 

          （３番 辻 誠一 登壇） 

〇３番（辻 誠一） ３番、辻誠一でございます。議長の許可が出ましたので、一般質問通告

書に従ってお尋ねしたいと思います。 
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 冒頭に町長から、きょうも水道給水車が忚援に行ったと。あわせまして東北の方にも支援

に行かれた。大変ご苦労さまでございます。実は私、ちょうどこの災害の２週間ほど前に十

津川村に行っておりました。県の安心安全まちづくり推進課の要望もありまして、自主防災

組織の研修会立ち上げ、あそこでは当時白い地図にどこに土砂崩れが起きるか、予想して塗

って、それが孤立したらどうしようかということを、これは対象は地震でございますが、お

手伝いをさせていただきました。大雤であのようになるとは、非常にびっくりいたしておる

とともに、その後、お聞きしたところでは、孤立したところの消防団の方が川を下って歩い

て行ってとにかく役場まで情報を取りに行ったというご苦労を聞いております。暗い話はそ

れぐらいで。 

 今回、町長のご勇断もあって、町民プールが再開されました。無事事故なく今シーズン終

わり、ご同慶の至りでございます。私も、１年生の時、そのうち４年前、平成19年12月議会

で一般質問をし、三百数万円と、そして水道代ぐらいなら何とかしてくださいよと無理なお

願いをしてきました。さて、このたび、実際に私もプールに行ってみました。最初は、子ど

もたちの歓声がものすごく大きくて大変にぎやかでした。後半、終了間際に行きましたら、

むしろ静かに暑い夏、水を楽しんでいるように落ち着きがありました。役場の職員の方も時

折監視をされていました。その中で特に、若い六、七人のセーフガードですか、見張り、的

確にチームワークよく動いており、また、個人的に話しますと非常に受け答えもよく快活で

楽しく思いました。非常によかったと思いました。 

 さて、本題に入らせていただきます。私の質問は、大きく３つからなっております。１つ

は高齢者対策について。本格的な高齢化社会に突入し、特に桜ヶ丘３丁目の高齢化率は、40％

になろうとしているところです。今後、いろんな面で、独居老人、高齢者のみのご家庭に対

し、また障がい者の方も含め、安全で安心して生活のできるよう、以下の項目で上牧町の取

り組みをお聞きします。１、熱中症対策、２、災害時対策、３、高齢化対策、例えば孤独死、

独居死、自立支援、買い物難民、通院バスなど、そして４つ目は、活性化対策でございます。

上牧町でも対忚施策は幾つか打ち出してきたものと思いますが、実際の弱者の立場でものを

見ていないのではないかと、ただこういう施策をやっていますと、思わざるを得ない。とも

すれば、財政難があるから、それを盾に余り積極的にならない。しかし、そんなにお金をか

けなくてもできることがある。私は、もっと町民の立場でものを見るべきと思います。弱い

方の目線でものを見てほしいと思います。地方自治は、だれのためにあるのか、もう一度原

点に戻って、町長のリーダーシップが問われるところであります。 
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 ２つ目、安全安心対策につきまして。福島東電の原発事故による放射能汚染対忚です。こ

れまで、一般市民、町民はさまざまなマスコミの報道もあり、国民が色々な被害が発覚する

ことに一喜一憂せざるを得ない、ここではそのような風評に踊らされない対忚が地方自治体

に要求されます。野菜、米、肉、やがて魚介類など食料品の汚染の実態、また大気やほこり

など降下物、飲料水、土壌汚染、その他また腐葉土、いろいろ汚染が明らかになりました。

これらに対して関東の方では、特に東京では、地方自治体も自分たちで積極的に汚染測定を

しようとしており、結果が公開されております。奈良県でも国の指導の下で測定をやってい

るようですが、町としてどのように対忚しようとしているのか、お聞きします。 

 ３つ目は、大型店舗出店についてでございます。最近、上牧町の用途地図が新しく変更さ

れました。大型店舗出店地域は、近隣商業地域になり、着実に出店計画は進行しているよう

です。その後の動きにつきまして、すなわち相手方とどのような協議をなされたのか、前回

町長が熱弁を振るわれて、いろんな条件を協議しているというご答弁でした。街路の負担額

その他、それがどのような確認がその後なされたのか、そして今後の予定についてお聞きい

たします。 

 再質問は、質問者席で行わさせていただきます。端的なご答弁をよろしくお願いいたしま

す。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） まず、高齢者対策につきまして、熱中症対策ですね。「広報かんまき」で

も出ましていろいろ対策をとられたと思うのですが、この辺の対象期間と利用状況がどのよ

うであったか、お聞きします。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 熱中症対策でございます。熱中症は、屋内でも温度、湿度が高

い場合に発症することがあり、特に高齢者は熱中症にかかりやすい傾向がございます。ご質

問の熱中症対策の取り組みにつきまして、今おっしゃいました「広報かんまき」７月号で、

元気講座のページで、熱中症の予防についてという形で掲載をさせていただきました。また、

暑さを避けるシェルターとして、７月15日から2000年会館のロビーの室温を28度に設定し、

どなたでも利用できるように開設をいたしております。必要な方には、冷たい水をいつでも

お渡しできるように準備もいたしております。そのほかに介護保険のサービス利用者のケア

マネージャーには、のどが渇いていなくても定期的に水分の摂取をしていただくよう、また

本年は節電をされている方も多いかとは思いますが、熱中症にならないようあわせて注意説
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明をさせていただいております。 

 以上でございます。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） いろいろわかりました。利用状況ですね、延べ何人ぐらい、何日間で何

人ぐらいあったのかわかりますか。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 2000年会館の利用状況は、７月15日から現在までのシェルター

としての利用状況ですけれども、確認をいたしておりませんが、センターの利用者が歓談の

場所としてご利用されておりました。また、バスを待つ時間や子どもたちの利用もございま

した。一部水を求める方もおられたようでございます。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） データとっておられないようで、しようがないのですが、非常に尐なか

ったのじゃないかというように理解しております。なぜ尐ないか、足がない、バスが尐ない。

もう３時ぐらいに最終バス、出ちゃいますね。それから、行ってもいすと机が用意してある

だけで、テレビも何もない。よそへあるんだけど。その辺はご指摘して、わかりました。今

後本当にあそこはシェルターとして利用するんですか、ただ場所を提供するんじゃなくて、

そこへ行くためにはどうしたらいいかをよく検討していただきたいと思います。これ、意見

でございます。 

 次、行かせていただきます。次って災害時対策でございますが。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 高齢者の災害時の対策についてお答えいたします。高齢者の災害時

対策につきましては、まず国の災害時要援護者の避難支援ガイドラインというものがござい

ます。国のガイドラインに伴いまして、上牧町災害時要援護者支援プランというものを作成

いたしました。そして、現在そのプランの実施に向けた取り組みを始めたところでございま

す。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） 国のガイドラインがあるのは知っておるんですが、いろいろ調査なされ

るんで、民生委員の方なんか動かれると思うんだけど、あそこ行きますとなかなか個人情報

の件で足が前へ出なくなってしまったり、それからいろいろシルバークラブなんかでも85歳

以上ですか、それから、警察、消防でいったら65歳以上の独居とか、縛りがあって、そうで
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ない方々がいっぱいいらっしゃる、ザルに抜けてるの。若くても体が悪い方がいらっしゃる

のね、ご夫婦で調子の悪い方がいらっしゃる、こういうのが引っかかってこない、その辺、

こちらの総務課じゃないんですけど、住民福祉部部長かな、その辺ちょっとお聞きしたいん

ですけど。弱い者の方をどのように救おうとしているか。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 現在、民生委員の方々に取り組みをいただいております。65歳

以上のひとり暮らしの老人、老老介護家庭の実態把握をされて、名簿を作成されて民生委員

の担当地区ごとに名簿をつくっておられます。また、その訪問先のマップ作成により、要訪

問、見守り家庭に分けられ、要訪問は、訪問や電話での安否確認をされ、安否確認の必要な

お宅には、物干しの状況や夜間の点灯状況で安否確認をされております。要援護者、障がい

のある方のご家庭もマップで把握されておりますので災害時の支援につながっております。 

 以上でございます。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） 非常に頼もしいというか、安心したご答弁いただきました。見回りマッ

プができているのをしりませんでした。それから、老老介護ですか、その老老介護の対象と

いうのは何歳以上というのかな、今、先ほどの話では65歳以上の独居か、老老介護の定義と

いうのはどんなもんですか。何歳以上を老老介護と言うんですかね。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 私、聞いておりますのは一忚65歳以上と聞いております。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） わかりました。まだ漏れている方いらっしゃるんだけど、それを続けて

いただいて、あと、防災の方の、総務部ですか、総務課との連携についてどのようになされ

ているのか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 今、住民福祉部長の方から報告をいたしました件につきましては、

平時の状況をいろいろカバーしてもらっております。それをいかに災害時に結びつけるかと

いうところでございます。今、先ほどおっしゃったように、個人情報の問題もありまして、

その辺の連携がなかなか難しいという状況がございます。それに伴いまして、今回先ほど言

いましたように要援護者の支援プランの１つの中に、高齢者と障がい者に対する要援護者の

情報収集という部分がございまして、それを自主防災組織と連携しております。今回、米山
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地区が自主防災組織を立ち上げられて、モデル地区として今現在要援護者の名簿づくりを始

めております。その中で、今いただいておる情報は、約50名の要援護者の手挙げ方式で情報

をいただいております。これを、これから自治会、それとまた自主防災組織、そして役場関

係で情報を共有して、どういう支援体制をつくるのかというのが次の段階かなというところ

でございます。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） 具体的に、米山のお話を聞かせていただいてありがとうございます。お

っしゃるように平常時弱い方、とりもなおさず、非常時の弱い方ですからね。ぜひ、通常か

ら連携をとられて前向きに進めていただきたいと思います。そこで１つ、前、お聞きしたか

しれませんが、福祉避難所ですね。弱い方、障がい者の方、福祉避難所。前のご答弁では、

服部記念病院と2000年会館ですかね、その辺もきちっと詰めていただいて。2000年会館でし

たら、恐らく滝川台の方がうわっと来られた。来たらもう排除することできない。ああいう

ところは弱い方のための福祉避難所として、それを皆さんに広めていただきたい。文化会館

ですか、あっちの方はもう一時避難所で、何と言うんですかね。2000年会館というのは保健

福祉センターで、障がいの方とかそういう弱い方のためにあるもんじゃないかと私思ってい

るんですが、その辺きちんと防災計画に、盛り込んでほしいんですが。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 2000年会館の位置づけなんですけども、以前ちょっと服部台の自治

会長が住民に防災に対してお話しておられた場面がございました。通常の避難は、あくまで

も地区公民館、もしくは服部でしたらペガサスホール、中央公民館、それで2000年会館につ

いては違いますよと。あくまでも要援護者の部分ですのでというご理解もいただいておりま

すので、その辺は災害時に当然、担当の方も行きまして、その辺の調整はするわけなんです

けども、あくまでもこれは、要援護者対策という中での、高齢者、そして介護が必要、それ

と軽度の治療が必要という部分で限らせていただいて、その辺は対策の中できっちりとすみ

分けをいたします。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） それで、よろしくお願いしたいと思います。ところで、2000年会館に発

電機があるんかな。発電設備とか、２階の特にね、部屋があって、あれ恐らく発電機か何か

だと思うんだけど。あれの日常点検とか、重油とか燃料なんかどうなってんのかな、もしそ

うであれば、ちょっとお聞きします。 
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〇議長（東 充洋） 保健福祉センター館長。 

〇保健福祉センター館長（高木雄一） 保健福祉センター2000年会館には、自家発電装置はご

ざいます。２階の北側の方にございます、西北。それで、燃料につきましては、これはディ

ーゼルエンジンでございますので、常に月１回の点検と燃料切れのないように逐次補充をし

ておりますので、十分かなと思います。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） はい、わかりました。それでは安心できますね。福島の東京電力なんか、

非常時の電源が全く作動しなかったというくだらんこともありますし、今のご答弁で月１回

は点検なさるということで安心いたしました。ありがとうございました。 

 次、行かせていただきます。高齢化対策でございますが、まず１番、孤独死、孤立死です

ね。尐し前に、桜ヶ丘で２件ほどありました。一度町長ともお話ししたことが、機会があっ

たのですが、その後、町の対忚策ですね、なかなか難しい話かもしれませんが、これもう避

けられない話でございます。その後、町の取り組みどうなっているか、お聞きします。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 高齢化対策の孤独死、孤立死の予防対策につきましては、高齢

者の方にはできるだけシルバークラブや教室などに参加をいただいて、仲間をたくさんつく

っていただくことや、緊急通報装置を利用していただいて、万が一の場合も対忚できるよう

にアドバイスをさせていただいております。また、介護保険のサービスを受けられておられ

る方は、ケアマネージャーと連絡を密にとっていただくようにアドバイスをさせていただい

ております。その他に民生委員、当町の保健師、友愛訪問活動などにより、重層的にかかわ

るようにさせていただいております。今後におきましても、もちろん担当課といたしまして

は、取り組み強化の努力を行いますが、地域の協力も大変大事な部分であると思っておりま

す。幾ら呼んでも出てこられない、家の電気が夜中でもつきっ放しなどといった、ちょっと

した異常に気づかれ通報いただくことも大変大事ではないのかと考えます。自治会、また民

生委員と地域の協力もお願いしながら、今後とも積極的に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） 今、部長から、いろいろ、諸々教えていただいて、できるだけシルバー

クラブに入ってくださいよと。しかし、実際シルバークラブに入ってる人が非常に尐ないで

すね。桜ヶ丘でも10、20％ぐらいかな。今、おっしゃられた中でどうしても漏れがあるのね、
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自治会にも入ってない人、ちょっと疎遠になってる方、それをいかに見守るかですね。今、

おっしゃられたことはそのとおりなんですよ。どこ行ってもそう言って、そんなんやります

やりますと言うんだけど、そこに含まれない方が、やっぱりそういう被害といいますか、に

遭われるんじゃないかということで、その辺も、今おっしゃられた中で漏れてる部分、そう

いうのをもうちょっと積極的にご検討願いたいんですけどね。いかがですか。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） おっしゃるとおりかと思います。先ほど申しました民生委員の

力もまたかりたいと思います。やはり、近所の方が訪問し合うということがとても、私は大

事であるのではないかと考えます。訪問し合ったり、電話連絡を取り合うことで安否の確認

ができますので、もちろん役所といたしましても従来の取り組みを行って強化をしてまいり

ますけれども、訪問、連絡し合える体制づくりをまた呼びかけてまいりたいと考えておりま

す。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） 部長、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 次、行かせていただきます。自立支援は後でお聞きするとしまして、買い物難民ですね。

大型店舗出店の話からか、周辺のお店が閉まるといううわさがまことしやかに始まっており

まして。桜ヶ丘のセガミは、まあやむを得ないかもしれん、でも西大和サティが閉めるとい

うようなこと、お聞きしておられますか。私、うわさは聞いたんだけど。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 私は、確認をいたしておりません。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） 従業員の方からまことしやかに聞こえてくるのあるんだけど。それから、

道路沿いの商店街の方の店員さんが、大型店舗本当に来るんですかというようなこともこの

時期になって、あちこちから聞こえてくるんですよね。浮足立ってるという感じはいたしま

す。まあそういう状況の中で、服部台の近商のあたりを見ますと、幾らかこの、押し車押し

たお年寄りとか、この間は電動の四輪車というんですか、あれに乗って多分買い物に来られ

たんでしょうね、いらっしゃる。それで、大型店舗できた場合の買い物を、高齢者、障がい

者の方に買い物をしやすくやる手だてとか何かは、考えをお持ちですか。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） まず、買い物難民ということでございますけども、高齢者たち
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が日々の買い物に困る買い物難民対策につきまして、買い物行動は、店舗まで行き、必要な

ものを探し、支払い、また家まで運ぶという動作が必要でございます。介護予防の観点から、

ご自分またはつき添いの方と同行していただくことはいいということは、言うに及びません

が、特に高齢者など行くことが困難な方が生活用品の購入に困るといった社会現象が現実と

なっております。現在、担当課として行っていることは、問い合わせがあれば、宅配をされ

る業者の紹介をさせていただいておるという状況でございますが、この宅配業者の配達につ

きましてもひとり暮らしの方にとっては見守りの一環になるということを考えております。

これにつきましても近所の方々とのつながりが重要ではないかと思います。今、おっしゃっ

た小売業者ですね、業者さんの件なんですけども、ここにおきましてもいろんな形で、小売

業者等に体制づくり、新たな店舗も予定しておりますけれども、その店舗においてもそのよ

うな体制づくりの依頼、協力をしていかなければならないかなと考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） 部長、いろいろおっしゃっていただいて、いろいろな対策も考えておら

れるようですが、それはそれでありがたいです。ただ１つだけ、買い物バスとか、今、町の

バス走ってますね。それから、各病院のバスもあるんだけど、乗り降りが非常にしにくいん

じゃないかと見ております。ごらんになったらわかるんですけど、こうして、こう降りよう

とされる方とか、その辺に、ステップを運転手の方が持ってくるとか、乗降時をもう尐し、

本当に弱い方の立場になってものを見ていただきたいなと思います。私も腰いわしたときな

んか、何ぼ低くても次の段上がるのが大変だったですね。皆さん、腰いわしたとかいっぱい

いらっしゃると思うんだけど、本当につらいですね。その辺、こういうことやってますやっ

てますじゃなくて、その辺までのきめ細かく、そういう目線でもってご指導していただきた

いと思うんですが、いかがですか。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） おっしゃるとおりかと思います。十分注意をして運営していき

たいと考えております。それと、新たに車を購入いたしますので、ステップが下がるように、

今度はなりますので、ご報告いたしておきます。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） ありがとうございます。ぜひお願いします。私もデイサービス利用させ

ていただいておるんだけど、その中で、ある１台のバスはさっと出るんですね、ステップの
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とこが。それで乗っちゃうとさっとこうしまってしまうという非常にいいバスですね。今の

お話を伺いまして大変いいことだなと思いまして、どうもありがとうございます。 

 次、行かせていただきます。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 高齢化対策の通院バスということがございますけども、通院バ

ス、現在、町のバス2000年号は、１台、場合によっては２台最高16名の乗車定員ということ

で、2000年会館にお越しいただく、またご利用いただくための交通機関として運行いたして

おります。行程は、2000年会館を始発、終着として各地域１日３回の発車と３回の到着とな

っております。現在はそれにあわせてご利用いただいておる状況です。例えば、松里園消防

屯所を８時29分に乗っていただくと2000年会館に８時48分に到着いたします。帰りは、2000

年会館を11時半に乗ると11時39分に松里園に到着いたします。16時に乗りますと16時９分に

到着いたします。現状の保有台数では、終日運行いたしましてこの３回が限界でございます。

このような形で町内巡回いたしておりますが、町民のための交通手段としての活用していた

だくことは何ら問題はございませんので、病院、あるいは買い物に活用していただければと

考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） いろいろ細かくありがとうございます。確かに現状の台数では、その時

間割しか組めないのは確かでしょう。これは、2000年会館の時刻表だけど、将来、これだけ

じゃあ恐らく皆さん運び切れないね。次のバス乗ってくださいと言われへんしね。まあ、ぜ

ひこれは増やす方向でご検討願いたい。もちろん財政とかもございますが、それは意見とし

て言わせていただきます。 

 次、行かせていただきます。活性化対策につきまして、今年度国のてこ入れもありまして、

いろいろ高齢者のための福祉政策が打ち出されたようであります。私もちょっと勉強に、県

の方へ行ってまいりまして、長寿福祉課の高齢者福祉対策概要ということで、国の考え方、

県の取り組み、聞いてまいりました。その中で、たくさんの項目、助成金の制度、全部で45

あるんかな。この中で、一番県が目玉として力を入れているのが、ここにあります、奈良の

陽だまり広場をつくりませんかということで、多世代交流、見守り、食を楽しむ、文化スポ

ーツ活動ということで、皆さんでもって集まろうということに対して助成金を出しましょう

と約４億ね。それで、聞きますと、各小学校区を考えていますので、１校区当たり135万円で
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すか、そのような助成金がいただけるそうなんですが、こんなのが入っていまして、まあ、

こういうのがあるのだとわかりました。それから、これを見ていますと最近、若年性認知症

というんですかね、この対策がいろいろキーワードというか出てまいります。新しいことで

ね。本当、我々もすぐ若年性の認知症になるかもしれませんが、まあそのような動きがどん

どん進んでいくと。そこでお聞きしますが、国から助成金が出て、県も助成してやろうと、

ときた場合に、上牧町はどのようにそれを選んで手を挙げるのか、その辺現状ちょっとお聞

かせください。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 活性化対策につきましては、おっしゃるとおり国の方でもハー

ド整備あるいはソフト事業の実施に対しまして補助金を交付される支援事業が新たに実施を

されております。これらにつきましては、常に補助事業の目的、また背景、事業内容につき

まして、何か該当しないか、あてはまる事業はないのか、目を光らせているところでござい

ます。今年度も、今おっしゃった事業の一環かと思うんですけども、現在も県の長寿社会課

の方に地域の居場所づくり推進事業として、ソフトの面、補助を申請いたしております。ま

だ、確定をいただいておりませんので、また確定した段階でご報告をと考えております。こ

ういう事業、今後も積極的に目を光らせて、活動していきたいと考えております。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） よろしくお願いしますと言いたいんだけど、今おっしゃられたソフト面

というのは、どんなもんなんですかね。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） ちょっと今、書類持っておらないんですけども、ハード面、ソ

フト面と言いますと、例えば、備品購入、体力づくり等の備品購入ですね。例えば、カーリ

ングとか、そういう備品に対する補助事業ですね。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） わかりました。カーリングね。あれ、社会福祉協議会に借りに行きます

と、借りに行ったってそろってないんですね。私も数年前、一緒になって県の社会福祉協議

会に借りに行ったんだけど、袋に入っとるんやけどばらばらね。団体がみんな使いますとね、

非常に、あそこでチェックして持って帰らないとね、そんでもないことになっちゃいますの

で、まあ、それもね、必要かと思います。 

 次、行かせていただきます。これが一番肝心なとこなんですが、2000年会館に、「ぷらっと」
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を持ってくるお話を前回、他の議員さんがやった。私は、２年前、町長着任の時、前の部長

と一緒に現地立会して、あそこで喫茶店、軽食できないだろうかとご相談しました。当時、

部長はかたくなにお断りになられて、余りいいご返事がいただけませんでした。今、こうい

う国の、県の動き、それから、住民さん、2000年会館でコーヒーが飲めたらええなあとか、

あるいは軽食がとれたらいいなあという声がいろんなとこから聞こえてくるんですね。とこ

ろがちょっと最初言われたもんだから、あきらめちゃってる、住民の方ね。皆さん思ってい

らっしゃる。また、「ぷらっと」は軽度な知的障がい者の方が早く社会復帰するために訓練の

場であると思います。いろいろ私も近隣行ってまいりました。斑鳩、すばらしいところあり

ますね。河合町も、それから三宅町、いろいろやってますね。一生懸命早く社会復帰して、

ところが一生懸命やってもまた帰ってきちゃう子があるんだけど、とにかく社会へ送り出そ

うということで頑張っておられます、いろんなＮＰＯとかボランティアの方も一緒になって

ね。ここでお尋ねしますが、2000年会館の役割、どう考えておられるか。他の市町村だった

ら、こういう機能をやってます、保健福祉センターの機能はこういうんですとか書いてある

んですけど、上牧町はただ地図があるだけか、ただここがそうですよという説明しかない。

2000年会館の役割、もう一度確認したいと思います。 

〇議長（東 充洋） 保健福祉センター館長。 

〇保健福祉センター館長（高木雄一） 辻議員、2000年会館の役割ということでお尋ねでござ

いますが、もともとこれは、上牧町保健センター、その名称のとおりでございます。いわゆ

る地域保健法という形のものであの建物が建っておるというのが一番最初のあの建物を建て

た目的ということでございます。ただ、住民の皆様がお使いになっていく上で、保健センタ

ーの中にいわゆるふろ、浴場というものがございます。今、17年の４月１日よりも今、休止

をしておりますが、そういう部分もございますので、２年ほど前に私の方からお答えをさせ

ていただいたのは、いわゆる保健福祉センターでございますので、いわゆる２階部分と下の、

陶芸の教室、工芸室ですね、こういうところ、それと調理室、こういうところにつきまして

は、保健福祉センターの福祉の部分としてお使いをいただいてもいいということで、料金を

いただきまして貸し出しをいたしております。いろいろ制限はつけさせていただいておりま

す。その他の部分につきましては、あくまでこれは地域保健のためということで、保健セン

ターという形で利用をしておるのが現状でございます。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） それは、いろいろルールご説明出されました。当初は保健センターであ
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ったということですが、保健福祉センターなんですよね。それから、今、全国的な流れ、交

流の場所にするというのが現在の動きであると思います。例えば芦屋市の保健福祉センター

の８つの機能書いていますが、そのうちの１つ、就労支援機能、障がいのある人が安心して

働く場所を提供しますとか、保健福祉センターですよ、私まだ行ってません。見て来ようと

思うんだけど。河南町は、これ知っています、あそこも保健健康増進の総合拠点施設として、

また地域住民相互の交流の場として利用したいということでちゃんと書いてあるんですね。

あそこ行ったらコナミも入ってるし、スポーツもできる。今までできたのね、これはこうで

すからできませんよ、これはこうですよというんじゃなくて、私が最初に申し上げましたよ

うに、そういう高齢化社会、障がい者の方、そして全世代の交流できるような場所、すなわ

ちこの陽だまりですね、そういうものにしていっていただきたいと思うんです。三宅町の場

合、かき氷やってるんですね。そしたらね、部活終わった女子高生が、あれ１杯150円やった

かな、それで、若い人も来てる。もう多世代で交流してるんですよね。そういうものにして

いただきたいなと思うんだけど、これ部長にお聞きしようかな。いかがですかね。急に振っ

たら申しわけないか知らんけど、やはり、皆さんが集まって。 

〇議長（東 充洋） 保健福祉センター館長。 

〇保健福祉センター館長（高木雄一） 今、辻議員のおっしゃっておるのは、近隣で言います

と例えば広陵町でありますとか、河合町の豆山の郷のような感じのものを言っておられるの

かなというふうに考えております。例えば広陵町でございますと、あの建物全体の中で１階

部分につきましてはレストランとか最初の設計の段階からつくっております。そういう建て

方をしておるんですね。たしか、２階、３階の部分になりますと、ここが保健センターです

よというような形で最初から指定をしております。 

〇３番（辻 誠一） すみません。ちょっと時間ないもので。広陵の、聞きました。最初はね、

それ計画しとったんだって。ところが、何だか反対で地元の地主さんが食堂を場所提供して、

それであそこが食堂になったんです。本当は最初から計画はあったそうですよ、聞くとこに

よりますとね。だから要するにその、方針ですよね。こういうものにしようというのがない。

そんな過去のことはどうでもいいんですよ。これからどうしようかという時代なんだ、高齢

化社会、福祉に関しましてね。なかなか担当部長・課長では、お聞きにくいかもしれないか

ら、町長にお聞きします。押し寄せてくる高齢者問題、福祉の問題に関しまして、多世代が

交流して、そうすれば2000年会館がにぎわいをもたらす、そして上牧町の活性化に寄与する

んじゃないかと。結果、2000年会館は、名目上、名実ともに保健福祉センターになるんじゃ



 －81－ 

ないかと。町長、ぜひ前向きにお考えしていただきたいんだけど、いかがでしょうか。 

〇議長（東 充洋） 今中町長。 

〇町長（今中富夫） この問題については、今ここにおられる議員さんと現場へ出向いて、み

んなで議論をさせていただきました。今、おっしゃっておられること、十分私も理解はして

おります。ただ、今おっしゃっておられるように、前のことはどうでもええんや、これから

やとおっしゃっているその意味もよくわかるんですが、やっぱり目的があって、そのように

つくられているあの空間でございますので、例えばあこで検診であるとか、例えば子どもの

いろんな問題があるとしたときに、例えばお母さん方そしたらどこで待つんだという問題も

片方では起こってくるわけでございますので、やっぱり目的をしっかりと見極めた上で、整

理をしていくというのが、大事なことではないのかと。それともう１つ、ぷらっとの問題今、

出ておりますが、それで住民の一部、代表者の方ともお話をさせていただいて、今のあの場

所に「ぷらっと」を持っていこうと、あの部分ほかに部屋があいておるわけでございますの

で、そういう部屋をそういう福祉のために、どうぞ自由にお使いいただこうという考え方の

もとに、今、「ぷらっと」をあの位置に持っていっているということもこれ、事実の話でござ

いますので、やっぱり関係者の方々、まあ我々がいや、ここやあこやと言うことよりも、や

っぱりいろんな関係の方々のご意見を伺いながら、今の2000年会館で例えば飲食をやるとい

うことであれば、許可が要るわけでございますし、あの場所でそれだけのスペースがとれる

のかどうか、そしたら検診のときに検診に来られる方々を、待っていただく場所を放棄して

しまうのか、そして今の「ぷらっと」が入っているあの施設をどのように使っていくのかと、

こういうこともしっかりとやっぱり議論する必要があるのではないのかなと、私としては障

がいをお持ちの手をつなぐ親の会の方々ともいろんな話をさせていただきながら、今のあの

場所を自由にお使いをいただくということで今まで進めてきていると。それで今、新たに辻

議員の方からそういう提案をしていただいているという捉え方を、例えばするならば、再度

いろんな方々に集まっていただく必要があるのかなと。ただ、財源的な問題、スペース的な

問題、あのロビーをすぐさまそのように変えていくということについては、私としては今の

段階では難しいのではないのかなというふうに考えております。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） いろいろお考えしていただいておりましたら、非常に残念であるなと言

うことでありますので、途中で何も方向を変えたというんじゃなくて、やはりこういう暖か

い温もりのある交流の場をつくる、今おっしゃられた待合室の件、じゃあ場所を限定して尐
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し追い込むとか、パーテーションを置いてやるとか、待合にはいすをもう尐し用意するとか、

これ物理的なことですからね。補助金だって出そうって県が、あるんだから。ちょっと今の

町長のご答弁、非常に残念だと言わざるを得ません。もう尐し、本当、高齢化社会、障がい

者の方、自立支援とか、言うだけでなくて中身の方で推し進めていただきたいなと。これ意

見だけで結構ですので、この件に関しては終わらせていただきます。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） 次、大きな２番、安全安心対策につきまして、放射能汚染に関しまして

ご答弁願います。 

〇議長（東 充洋） 水道部長。 

〇水道部長（杦本和敏） 放射能汚染、町内での対忚についてということでございます。先ほ

ど、辻議員質問の中で、食物であるとか、土壌であるとか、飲料水であるとかということで

実例を挙げてご質問でございましたけれども、ここでは、住民の皆様が直接毎日口に入れら

れる水道水について尐し説明させていただきたいと思います。 

３月11日の東日本大震災によりまして、放射能汚染が心配されているところでございます。

奈良県では、３月25日に県営水道、御所浄水場と桜井浄水場において、採水した検体の放射

性ヨウ素と放射性セシウムの測定がなされました。結果は、両浄水場ともに放射性物質不検

出でありました。また、検査機関であります、奈良県保健環境センター内、これは奈良市内

にある施設でございます。保健環境センター内の蛇口水にて毎日調査を実施されております。

奈良県水道局も３月29日から31日までの３日間検査をされ、４月に入ってからは、毎週月曜

日に検査を行っておられます。これらの検査では、放射性ヨウ素、セシウムとも検出されて

おらないというところでございます。また上牧町におきましては、県営水道に100％依存して

おりまして、県水道局の検査が定期的に実施されておりますので、特に測定の必要はないと

思いますけれども、念のために住民の不安解消ということで、検査を行っております。５月

11日に町内、これは桜丘２丁目で採水した水でございます。これの２リットルのペットボト

ル２本を検査しました。結果は、放射性各種を認めずとのことでございました。次回の検査

につきましては、今月20日に検査を予定しているところでございます。 

 以上です。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） どうも、ご説明ありがとうございました。桜ヶ丘とかで水を取っていた

だいて検査していただいた。私も県へ行ってお聞きしまして、環境政策課ですか、それから
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消費安全推進課、また農林水産振興課でいろんなお話を賜ってまいりました。当初、福島の

後、降下物、微量に放射性物質がふえたんだけど、その後は全然ないと。食品に関しまして

も何ら、大和茶にしても米にしても何らない、水もいいと。下水道は民間委託してますとか

いろいろ聞いてまいりました。その中で１つお聞きするんですが、先ほど水の検査、これは

直営でやったんですか、外注ですか。 

〇議長（東 充洋） 水道部長。 

〇水道部長（杦本和敏） この水道水の検査、放射能検査といいますのは、特定の事業所でな

いとなかなかやってもらえない。奈良県についてもやっていただけるところが非常に尐のう

ございます。公共機関でありますと、先ほども言いましたように、県の保健環境センター、

ここが対忚できるということで、当町につきましては、この県の保健環境センターにお願い

しているところでございます。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） わかりました。そこで、町長にお聞きしようかな、計測器ね、安いもの

でもいいから１つは、土壌汚染か何か、入手して、お勉強していただけたら、教育の方ある

んですかね。じゃあちょっとどうなっているか、自分たちで返事しようと、県に言ったって

忙しいから後にしてくれとかきっと言われますわな。みんな一斉に重なりますから。その辺

で、何か、検知器お持ちなんですか。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 大変遅くなったんですけれども、９月に入りまして測定機器を購入

することができましたので、上牧町といたしましても、その機械を利用いたしまして、上牧

中学校、小学校、幼稚園のグラウンドで空中線の放射線測定を実施いたしました。その結果、

いずれも通常自然界に存在する値であり、正常値の範囲内ということでございました。今後

も定期的に測量したいと考えております。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） それ、何て言う検出器ですか。それと、何をはかられたんですかね。降

下物、大気、ほこりじゃなくて土ですか。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） グラウンドにもしセシウム等が落ちていましたら、空中線に放射線

が放出されますので、その空中線の測定でございます。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 
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〇３番（辻 誠一） それ、どんな形式で幾らぐらいのお値段のものかわかりますか。簡単な

ものかな、携帯式のやつですか。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 機器につきましては、ＳＯＥＫＳ０１ＭＳＥＰという機器なんです

けども、辻議員おっしゃるように、簡易な、定価10万円までのものでございます。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） わかりました。ぜひ持っていただいて、そうすれば職員の方が知識を得

られますね、勉強になりますね。本当、持っていることに関しましてね。そうしますと、や

っぱり県へ行ってもお話ができますね。いろんなテクニカルタームとかいろいろわかってま

すからね。何とかミリシーベルト何とかとか、何とかナノぐらいとかね、ちんぷんかんぷん

ですけどね。そういうのが、お持ちでやれば職員の方が勉強なされると思いますしね。これ

は教育部に置くんですか。管理はどうなるんですかね。ずっと教育部がお持ちなんですか。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 購入したのは教育委員会ですけれども、既に庁舎、公園等も担当課

で測定をしていただいております。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） 何人かの方ですか。若い方ですか。何人がそれできるんですか。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 教育委員会は、測定できるのは２名です。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） 今、教育委員会の方で購入した機器を利用いたしまして、町内

の公園、メーン公園でございますけれど、リストアップいたしまして、葛城台の公園、桜ヶ

丘公園、片岡台公園、松里園、かきのみ公園という形で測定をしておりますが、いずれも検

出されておりません。 

〇３番（辻 誠一） すみません。それはいいんだけど、管理してるところ、どなたがそれを

使ってよく知っておられるんだか、教育委員会の委員といったら、役場の職員じゃないんだ

ね、どういう方ですか。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） いえ、役場の職員です。職員２名が測定できるということです。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 



 －85－ 

〇３番（辻 誠一） それ、聞いて安心しました。ぜひそういう方を育てていただきたいと思

います。 

 以上、ここで終わらせていただきますが、最後、大型店舗出店について時間のある限り、

その後の変化ですね。前の町長のご答弁では、道路事業は全部ほとんど持っていただくとか

いろいろあって、協議がこれからだということでお聞きしておりますが、端的で結構でござ

います。また、この件に関しましては、ほかの議員さんも後で聞かれるようですので、端的

にどこが違ったか、そこだけお願いします。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） 流れにつきましては、前回の６月議会で私の方から９月上旪に

上牧町の方へ事前協議提出されるであろうと言っておりましたけれども、約１カ月ほどおく

るということでございます。開発許可申請等につきましては、今後の見込みにつきましては、

今申し上げましたように、県の土地利用調整会議の方が９月初めから末ということで、会議

の開催が９月末と、その後、町の方へ開発事前協議が提出されるであろうというのが10月ご

ろであると。町の方から、開発許可の答申といいますか、県の方へ出すのが12月の、まだ11

月末ぐらいになると思いますので、その間に業者と協定なり覚書の部分、交わしていきたい

というふうに思っております。工事の着手予定につきましては、２月の上旪ぐらいになるか

ということを聞いております。オープンにつきましては、25年の春ごろということで、変わ

っておりません。 

 以上でございます。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） わかりました。ありがとうございました。１つだけ、何か店舗だけでな

くて住宅も来るかというようなこと、さっきお聞きしたのですが、それ、計画変わったんで

すか。この１点だけ、ご答弁ください。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） この１カ月協議がおくれているというのが、その住宅用地を一

体開発として、県の方へ申請したということで、その部分で図書等の差しかえ、あるいはそ

ういうものでおくれていると聞いております。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） すみません。もう１つ。それは面積はあの予定の面積の中で変えるとい

うわけですか。 
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〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） 今の大型出店の面積とは別に、その住宅土地がふえるというと

いうことです。 

〇議長（東 充洋） 辻議員。 

〇３番（辻 誠一） わかりました。時間になりました。いろいろたくさんお聞きしまして、

ありがとうございました。これで、一般質問、終わらせていただきます。 

〇議長（東 充洋） ３番、辻議員の一般質問を終わります。 

 ２時10分まで暫時休憩します。再開は２時10分です。 

 

    休憩 午後 １時５８分 

 

    再開 午後 ２時１０分 

 

〇議長（東 充洋） 再開いたします。 

 

                     ◇                    

 

          ◇服 部 公 英  

〇議長（東 充洋） 11番、服部議員の発言を許します。 

 服部議員。 

          （１１番 服部公英 登壇） 

〇１１番（服部公英） 11番、服部公英です。初めに、この度の台風12号の豪雤で大きな被害

を受け、死者、行方不明者が出た和歌山県と奈良県五條市や十津川村では、今も懸命の捜査

活動がされています。また、土砂ダムの決壊による二次災害の可能性もあります。現場で救

助活動をされておられる方々の安全対策にも気をつけてもらいたいと願っています。また、

亡くなられた方々に心より哀悼の意を表しますとともに、被災された皆様に心よりお見舞い

申し上げます。 

 最近の災害は、これまで私たちが遭ったことのない想定外の連続です。これまで以上に防

災対策を普段から心がけていくことが大切です。上牧町もこれまで以上に安全で安心して暮

らせる防災に強いまちを目指して取り組んでください。東日本大震災の発生から早くも半年
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を迎えます。９月10日現在のところ、死者は自然災害で戦後最悪の１万5,781人、今なお4,086

人の方が行方不明のままです。そして、人災ともとれる東京電力福島第一原発はいまだに終

息せず、津波被害地の復興もおくれ、８万2,945人の被災者が避難生活をされています。こん

な大変なときに日本の政府は何をしているのか、一刻も早い対忚が求められているときに足

の引っ張り合いをしている場合ではありません。与党も野党も力を合わせて被災された地域

また、被災され、いまだに避難生活を余儀なくされている方々を政府の力で支援していく体

制ができることを日本の国民は願っています。どうかしっかりとした政策を示して、国民を

安心させてください。お願いいたします。 

 次に、上牧町の平成22年度の決算は、単年度収支が黒字となり、実質収支額も１億4,191

万6,000円の黒字となりました。主な要因としては、歳入においては、普通交付税及び臨時財

政対策債の増加、これは政府による財政難にもかかわらず国が多額の国債を発行して、都道

府県を対象にした一括交付金、また交付税など増加された結果、上牧町にもプラスになった

ということです。また、第三保育所の売却により7,371万7,440円、元福祉作業所2,441万6,595

円ほか、２筆で合計１億1,066万4,329円の増収ですので、今年度のふえた分については、町

の財産を売却して増加したもので、来年度からは余り期待できるものではありません。歳出

については、前年度退職された方々が部長級、次長級、課長級の方々の退職を補充しないこ

とによる人件費の減が大きく、また財政難の町に、無利子の県からの融資を利用し、借りか

えによる元利償還金の減による公債費が減尐したことによるものです。実質的な経常収支は

ふえていますが、本来の内容的については、私は、まだまだ改善したとは思えません。平成

20年度より、土地開発公社、欠損金に対して補給金として補てんをしています。毎年、１億

5,000万円ずつ、20年から30年間にわたり、私たちの払う税金は一般会計から借入金の支払い

に使われることになっています。本来なら住民のために有効に使うべき税金です。この件に

ついては、しっかりと住民に説明してください。これからも、上牧に暮らしていく身になっ

てください。 

 それでは、通告書に従い、質問をします。 

 １つ目、財政状況と土地開発公社の問題について。第三セクター等改革推進債を借り入れ

るためには、約30億円に上る土地開発公社の保有している事業用地の再仕分けが必要であり、

そのための１つとして、個別外部監査を受けていると思います。売却による財源確保をして

きたが、今後売却できる財産が減尐する中、公社の保有している土地を先日現地視察しまし

たが、すぐに売却できそうなところもなく、また現場には山林か竹やぶにしか見えないとこ
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ろもありました。なぜこのようなずさんな買収が行われたのか、上牧町はだれも説明責任を

果たさない状況で、今後の財政計画を正しく進めていくことができるのか、現在の状況と今

後の見通しについて、説明をお願いします。また、土地開発公社の調査結果については、住

民団体からも具体的で詳細な報告を行うよう強い要望があるようですので、よろしくお願い

いたします。 

 ２、東日本大震災に対する取り組みについて。防災関連について。奈良県の受け入れ、市

町村別被災者数は、全部で146人、そのうち、上牧町では５人の方が公的賃貸住宅に来られた

そうですが、ふるさとを離れて半年が過ぎますが、いまだに復興のめどが立たない状況です。

被災者のニーズに沿った支援を継続していくことが大切です。上牧町の取り組みはどのよう

になっていますか。また、学校給食の安全についてはどのように考えていますか。防災無線

の管理はできているのか、質問いたします。 

 再質問につきましては、質問者席に戻り、させていただきます。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） まず、公社にかかわっての一般会計等々の財政状況について説明い

たします。まず、財政面で１つ目の大きな山でありました早期健全化団体から、計画どおり

平成21、22年度で財政計画を立てまして、今回の決算で脱却という形になりました。そして

あと１つ大きな山であります公社の解散という問題がございます。これにつきましては、第

三セクター等改革推進債を借り入れて、解散を行う予定でございます。借入年度は25年度を

予定しております。公社解散に伴います町債の借り入れは、現在のところ40億円という形で、

今進んでおります。この40億円という数字なんですけども、町の財政規模が約50億円、それ

に対して40億円ということですので、財政規模の80％という大きな借り入れをこれから行う

わけなんですけども、これについては借り入れまでにいかに財政の健全化を図るかという大

きな課題がございます。それに向けて今進んでいるという状況でございます。 

〇議長（東 充洋） 服部議員。 

〇１１番（服部公英） この財政健全化計画完了報告書の中の、土地開発公社の解散という部

分で、上牧町土地開発公社健全化計画に基づき、公有用地、供用済み土地である塵芥処理施

設用土地の買い戻しを実施した、土地、特定土地の売却については、計画を下回る結果とな

ったが、計画以外の土地を買収をしたという括りがあるんですけれども、この辺についてご

説明もらえますか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 



 －89－ 

〇総務部長（田中一夫） 公社の財政状況なんですけども、ほぼ破たんに近い状況になってお

ります。その公社について、財政計画を立てなさいということで、まあちょっと私が答えて

いいのかちょっとわからないんですけど、説明の中でちょっと関連しますので、させていた

だきます。平成21年度から24年までの４カ年におきまして、公社の健全化計画を立てており

ます。その中で供用済みの土地を４年間の中で約４億5,000万円買い戻すという事業が、立て

ました。その中に今言いました焼却場の、供用済みの土地等々があるんですけども、それを

買戻ししているという状況でございます。それともう１点、公社に対する補てん金というこ

とで、20年度、21年度では5,000万円、この22年度からは１億5,000万円ということで、先ほ

ど言いましたように、平成25年度借り入れまでにできるだけ40億円に近づけるための努力を

しているところでございます。 

〇議長（東 充洋） 服部議員。 

〇１１番（服部公英） 私の最初のそこで質問した中に、20年から30年間にわたって１億5,000

万円ずつ返していくというような私の勝手な文章がありましたけれども、１億5,000万円ずつ、

実際のところは何年間にわたって返していかなければならないんですか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 今おっしゃってる１億5,000万円、これからずっと予定しておりまし

たけども、基本的にそのときには、公社の解散は考えておりませんでした。その段階で一般

会計でどの程度の補てんができるのかということで、平成22年度からは、１億5,000万円はど

うにか確保できるかなということで、先ほど言われたようにこれからずっと予定をしており

ましたが、平成25年に解散という、決定的な決断をいたしましたので、それ以降については、

その１億5,000万円の補てんは関係なくなります。今後、公社が借り入れました第三セクター

等改革推進債の償還に充てるという形になると思います。 

〇議長（東 充洋） 服部議員。 

〇１１番（服部公英） よかったですね。私の理解ではずっと１億5,000万円ずつ数年にわたっ

て返していかなければいけないというふうに思った。しかし、本当によかったんでしょうか

ね。あのとき借りたお金は、たしか、28億円か35億円かの分の分割になってるんですけど、

今度は40億円、金額がふえるんですよね。その点についてちょっと教えてもらえますか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） １つの町長の考え方は、以前から町政の中でいろんな問題、財政的

な問題がございました。その一番の大きな原因は、問題を先送りにして大きな負債が発生す
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る、これの繰り返しであったのかなと思っております。現在の今中町長につきましては、そ

のような問題を先送りじゃなしに、今回国の方から示されました第三セクター等改革推進債、

これにつきましては、総務省の方から通達がございます。ちょっとその辺、読ませていただ

きます。「地方公共団体は現在第三セクター等改革推進債を行っている事業の意義、採算制等

について改めて検討した上、事業継続の是非を判断し、債務調整を伴う処理を行う場合には、

法的処理等の活用を図るとともに、第三セクター等改革推進債の活用も念頭に置きつつ、そ

の存廃を含めた抜本的改革に集中的かつ積極的に取り組むことが必要である」という通達が

ございますので、この総務省の通達に伴いまして、解散を決意しておりますし、この第三セ

クター等改革推進債を借り入れて公社の抜本的改革、つまり解散という決断になっておりま

す。 

〇議長（東 充洋） 服部議員。 

〇１１番（服部公英） 今の答弁の中で解散ということを言っておられるんですけれども、一

部を残して解散という答弁を以前に聞いたように思うんですけど、その辺はどういうふうに

なっていますか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 基本的には、解散を目指しております。ただ、いろいろな事務処理

の中で、残務処理も当然ございますので、一部業務は残る、解散に近い状態での一部業務は

残ります。残ると思われますので、解散に向けて努力する、ただ、当然できない部分も当然

残るかなと思いますので、それは業務の中で今後解散に向けて行うということでございます。 

〇議長（東 充洋） 服部議員。 

〇１１番（服部公英） 私の理解がおかしいのかわかりませんけども、一部の業務というのは、

一部の土地を残して業務をするという形なんですか。もう事務的な業務だけが残るというこ

となんですか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 解散についてのいろいろな指針がございます。当然解散に向けて事

業また業務を行うわけなんですけども、今、私言いましたのは、登記の問題、それと境界の

問題、すべて25年までに解決するのかと言いますと、残る可能性はございますので、そうい

う業務は残ると。基本的には、第三セクター等改革推進債を借り入れて、公社が今借り入れ

ている借金をその財源ですべて長期に切りかえる、長期の起債に切りかえるということでご

ざいます。 
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〇議長（東 充洋） 服部議員。 

〇１１番（服部公英） わかりました。そしたら、長期の起債という形になるんですけれども、

首尾よく借りられたらの話なんですけども、どういった形で返済を考えておられるのか、今

のとこ考えておられることは、答弁できますか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 以前から、いろいろご存じと思うんですけども、公社については、

用地先行取得という会計でございますので、通常の、一般会計が行っております起債の借り

入れはできない。あくまでも、一時借入の中で運用しておりました。ところが、先ほど説明

させてもらっているように、今回、解散に向けては、長期の借り入れを国が認めますよとい

う方針が出ました。それに伴って借り入れるわけなんですけども、今の、一忚計画を立てて

おりますのは、40億円で20年の償還。ただ、以前から何回か説明させていただいてるんです

けれども、国の基本は10年ということでございますが、そこの市町村の財政状況を見て勘案

しますよということですので、できれば20年という考えで進んでおります。 

〇議長（東 充洋） 服部議員。 

〇１１番（服部公英） わかりました。次の質問にお願いします。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） 次の分になりますけれども、去る８月８日に財政問題特別委員

会の委員さんと北上牧地区の小集落地区の用地跡の視察というんですか、そういう現場視察

を行いましたときに、服部議員も一緒にずっと同行されて、その部分の質問だということで

ございますけれども。まず、服部議員も一番ご存じでございますけれども、小集落の改良事

業につきましては、主といたしまして、密集した住宅地域の改善と、新たな道路をつけまし

て緊急自動車等通れる形に、整然とした街並みにするという目的でございまして、今、質問

の中にございます山林、あるいは竹やぶにしか見えない部分というのは、急傾斜地区に近い

ところでございます。そういったものはもう、当初の計画の中に緩衝緑地ということで、残

すという目的で買収しとるわけでございます。そういった危険な地域に家が建っていると、

そういう家を買収して、除却をしながら、環境の整備を行っていくというのが、小集落地区

の趣旨でございますので、その家屋をもう取り壊した時点でもう、環境の改善になっとるわ

けでございます。初めから、今おっしゃっている地区に、場所については、当然緩衝緑地と

して残すことで国の承認もいただいて、事業の終わった後も、緑地あるいは、そういった形

で残すものでございますから、第三者に売却したり、そこに宅地をつくるというような目的
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で買収しておりませんので、そういったものの部分だけを見まして、ずさんな買収というこ

とにはあたらないと。ただ、余っている土地もたくさんございますので、計画通りに事業が

進んでないのは事実でございますけれども、そういった部分の買収はたくさん地区にはござ

いますので、一概にずさんな買収というには当たらないというふうに考えております。 

〇議長（東 充洋） 服部議員。 

〇１１番（服部公英） ずさんな買収というのは、私の考え違いでした。考え違いというか、

その緩衝緑地というような考え方ができませんでしたので、なぜこの場所を地区改良事業の

ために、同じような単価で、坪幾らかの金額というのは、平たいところもあの山も一緒やの

に、あんなとこをすごい価格で買っているんだろうなというふうに思ったものですから、こ

れはちょっとずさんではないのかなというふうに感じました。この前、一緒について、私、

財政特別委員会の委員でもないのに、まあ地元ということで一緒について回らせてもらった

ときに見せてもらって、あの竹やぶも買ってたというのも初めて、私も勉強不足で知りませ

んでして、こういう質問になったんですけども、あの場所は、公社の土地になっているので

すか。町の土地になっているのですか。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） 大部分は町でございます。一部、公社とちょっと入り混じって

いるところがございますけれども、大部分は町でございます。 

〇議長（東 充洋） 服部議員。 

〇１１番（服部公英） 堀内議員請求の資料の一番最後についておりました公社の残地の示し

ている地図を見せてもらって、どう見ても一部も全部も公社の土地にはなってないように記

載されているんですけども、これは何かの間違いですか。このあたりですけども。これ、赤

鉛筆で丸つけてあるんですけれども。場所なかなかわかりにくいでしょ。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） 私の勘違いかもわかりませんので、後でちょっと調べさせても

らいますけども、一部残っておったのかなという記憶もございましたので、言いましたが、

これにはマークのしるしがございますので、町有地ということになろうかと思います。 

〇議長（東 充洋） 服部議員。 

〇１１番（服部公英） では、後ほど調べておいてください。公社の土地があるのかないのか。

あのとき特別委員会で説明受けて行ったときには公社の土地というような感じで私聞いてお

りました。そのときは、炎天下で暑いし、離れてますので、はっきりと説明は受けておりま
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せんので、はっきりわかりませんけれども。 

先ほどの財政健全化計画完了報告書の中の、帰ってしまわはったんですけども、ちょっと

この計画以外の土地の買収を実施したというところで、私勝手に、計画以外の土地の買収を

実施したという文章を見て、今年の決算の71ページの堀内議員請求の資料にあります上牧町

大字上牧493の４、この雑種地というのを買い取ったのかなというふうに思いまして、質問に

入れてるんですけれども、先ほど一般質問の前にちょっと部長に確認したときに、通告がな

いので説明できませんということでしたけれども、私はこの、計画以外の土地を買収を実施

したということにあたる土地なのかどうかというのは、質問に答えられますか。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） 今ちょっと資料を持っておりませんので、きちっとした回答が

できませんので。 

〇議長（東 充洋） 服部議員。 

〇１１番（服部公英） わかりました。わからないこと答弁して後で困る方が困りますので、

また、後ほどで結構ですので、教えてください。 

 そしたら、次、答弁用意してくれてはるんでしたら、次お願いします。次は何でしょうか。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） 今後の財政計画を正しく進めていくことができるのかという公

社の見通しでございますけれども、公社の経営健全化計画に沿いまして、24年から25年まで

ということで、町から、私、公社の立場から今しゃべっているんですけども、買い上げてい

ただくということで順調に進んでいるところでございます。 

〇議長（東 充洋） 服部議員。 

〇１１番（服部公英） わかりました。聞いておきます。調査残高の推移について説明しても

らえますか。担当変わりますけれども。平成22年度決算で、116億1,374万3,000円、平成23

年、108億8,912万8,000円、平成24年、102億8,376万4,000円と、残高が減っていく予定に見

込んでいますが、平成25年度に136億4,612万6,000円にふえる見込みになっていますが、そこ

のところの説明もう一度お願いします。先ほど説明していただきましたが。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） まず、平成25年度に130億円ということでございます。これにつきま

しては、先ほど説明いたしました、第三セクター等改革推進債40億円が含まれるということ

でございます。今、いろいろな財政の改革をしているわけなんですけども、今現在、平成22
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年度の決算でも、先ほどの116億円になっております。これを25年には100億円を切って90億

円台にという計画でございます。そこに40億円がプラスされて130数億円ということでござい

ます。 

〇議長（東 充洋） 服部議員。 

〇１１番（服部公英） わかりました。ほな、もう次の質問に移ります。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） 個別外部監査の調査結果の報告と住民への報告はどうやという

ことでございますけれども、現在公認会計士によりまして、個別外部監査を受けております。

おおむね12月には報告書はまとまるということで、議会並びに住民の方にも報告させていた

だく予定でございます。 

〇議長（東 充洋） 服部議員。 

〇１１番（服部公英） わかりました。内容、どのような形でというような感じのところは、

答弁できますか。例えば、職員を対象に個別に聞かれているとか、またどういう形で調べて

はるとか、そういうふうな途中で答弁できたら、どういう形でしてるのかちょっと興味があ

りますので。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 今回、個別外部監査を行っております。一番の基本は、調査の基本

なんですけども、外部監査の基本なんですけども、このような多額の借り入れを行った原因

はどこにあるのかと、これが一番の調査の中の一忚項目でございます。それといろいろ財政

問題特別委員会の中で、ちょっと問題といいますか、購入経緯それから計画等々と問題がご

ざいまして、要点を絞った地区がございます。その調査、それとまた事務事業の中で、事務

の中で適正な処理をしてるのかと、この３点に絞って、その他諸々の、当然、調査もするん

ですけども、行っていただいてるというのが内容でございます。 

〇議長（東 充洋） 服部議員。 

〇１１番（服部公英） わかりました。そしたら、終了後、議員並びに一般町民の方にも、情

報をホームページに載せるという形で発表されるということですか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 一般会計同様、個別外部監査また広報、また今おっしゃっているホ

ームページ等々で情報公開いたします。 

〇議長（東 充洋） 服部議員。 
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〇１１番（服部公英） ありがとうございます。次の質問に入ります。２つ目の項目かな。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 次に、東日本大震災の被災者への上牧町の取り組み状況について説

明いたします。現在、上牧町に被災された方は、議員おっしゃったように５名おられます。

その方はすべてＵＲ片岡台団地に入居されております。まず、１世帯２名の世帯が２世帯ご

ざいます。それで、４名。それとあと１人の方ということで計５名の方がいらっしゃいます。

それに対する各団体の支援状況について説明します。 

まず、ＵＲ都市機構につきましては、６か月間家賃、共益費を免除ということで対忚され

ております。そして県なんですけども、県の住宅課、地域福祉課が対忚しております。その

内容は、布団のセット、調理用品、炊飯器、ＩＨ調理器、缶詰等々でございます。それと上

牧町なんですけども、上牧町の場合は、毛布のセット、そしてゴミ袋、有料のごみ袋なんで

すけども、これを配布しております。それと、ＮＰＯがこの方に支援をされております。そ

れは、要支援世帯から事情聴取をされまして、照明器具等々を支給されております。 

〇議長（東 充洋） 服部議員。 

〇１１番（服部公英） ありがとうございます。放射能を恐れて小さな子供さんがおられる家

庭が来られてるという方でしょうか。その辺は全然わかっておりませんか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 今、私が説明させてもらった方はすべて成人でございます。 

〇議長（東 充洋） 服部議員。 

〇１１番（服部公英） 詳しく説明いただきまして、ありがとうございました。次なんですけ

ども、質問項目の文章が短くて学校給食の安全についてというようなことを書いているんで

すけども、学校給食の安全というのは、昔から私、いつも聞いている。はい、出てきてもら

って結構です。安全について並びにやはり食べる、食の放射能汚染があるものをできるだけ

子どもたちに食べさせてもらいたくないという観点から質問しておりますので、よろしく答

弁願います。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 学校給食の食材の安全につきましては、文部科学省の学校給食に関

する必要な情報を集めた学校給食関連情報のホームページが作成されております。この情報

を活用して、安全確保に努めているところでございます。それから、奈良県では大気中の放

射線量のモニタリング調査を奈良市内で毎日、その他の地区12カ所で定期的に行っておりま
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すが、その結果、福島原発事故以降も現在も、過去の正常値の範囲内でありますので、また、

奈良県が実施したしております奈良県内で栽培中の農産物について奈良県が実施したサンプ

リング調査の結果も放射性物質が検出されていないことから、県内で生産された農産物は安

全であると考えており、地元産を使用するよう食材業者等と連携を密にしながら、食材の安

全確保に努めているところでございます。 

〇議長（東 充洋） 服部議員。 

〇１１番（服部公英） はい、わかりました。ありがとうございます。では、防災無線の管理

はできているのかというところで。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 防災無線の管理について説明いたします。防災無線につきましては、

年１回の定期的な点検を親局と町内全域の子局について実施しております。その際、改修等

の必要な場所がございましたら、早急に改修を行って、日々管理を行っているという状況で

ございます。 

〇議長（東 充洋） 服部議員。 

〇１１番（服部公英） 尐し中身について聞かせてほしいんですけれども、震災が起きた時に

電源がとれない場合どのようになっているのか、お聞きいたします。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 災害時、または停電時の対忚なんですけども、まず、役場について

は非常時の電源として発電機がございますので、最低限度の電気の使用は可能ということで

ございます。それと、子局なんですけども、これについても非常時は、蓄電池がございます。

ただ、ずっと１日、２日、３日という使用は多分できないんです。一忚、数時間という形に

なるとは思うんです。ただ基本的な災害時の情報は発信できるという状況でございます。そ

れ以後の対忚につきましては、各大字子局の方にハンディターミナルの防災無線を設置して

おります。本部である役場の方にも７台ぐらいあるんですけども、もし、停電が長引いて、

その辺の連携をとる場合は、ハンディターミナルでとると、いうふうな計画でございます。 

〇議長（東 充洋） 服部議員。 

〇１１番（服部公英） 各大字の子局についてなんですけれども、北上牧大字の文化館横につ

いているマイクは、防災無線を流すマイクになっているんですか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 防災無線、当然、本局の役場からすべて放送できる部分、または子
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局の中で対忚できる部分というように使用を調整するんです。 

〇議長（東 充洋） 服部議員。 

〇１１番（服部公英） 私、聞いているのはその、スピーカーは防災無線用のスピーカーとい

うことですか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） そういうことです。 

〇議長（東 充洋） 服部議員。 

〇１１番（服部公英） 以前から、北上牧文化館横のスピーカーについては修理を要請してい

るんですけども、聞こえる方向によって、聞こえない、聞こえづらい部分があります。これ、

もう、何年にもわたって言ってるんですけども、修理されておりません。震災が起きたとき、

いざというときに本当に困ります。土日の廃品回収、そういったところでは別に半分聞こえ

なくても、きょうは土曜日だから新聞を出せばいいんだなというふうに理解できますけれど

も、本当に大変なことが起きたときに、どういう指示を受けたいかというような聞き取りが

できませんので、その点について早急に修理を考えていただきたいと思うんですけれども、

その点についてはどうでしょうか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 今、ご指摘の点、他の地区も同様に近いような話があるんですけど

も、業者の方にいろいろ相談をしております。そのときの風向き等によっても違う、地区だ

けで放送する場合と違う場合もございますし、全域で、今防災無線といいますのは、全域の

中で放送してどうなのかという状態での対忚は考えております。今おっしゃったように地区

ごとに多尐そういう場所は出るだろうと予想はしてるんですけども。防災無線で災害時の情

報発信は、全町で行います。それとその場合と今おっしゃっている細かく網羅できない場合

は、各消防団に、先ほど言いましたように、ハンディーターミナルで情報の提供を行います。

それで、不足する場合は、役場の方から広報車等を用いまして、情報の提供といいますか、

発信をするということでございます。 

〇議長（東 充洋） 服部議員。 

〇１１番（服部公英） わかりました。今、消防団の話、言うてくれはりまして、聞くの忘れ

るとこでした。デジタル化という問題がありまして、消防の使っている無線は、今、デジタ

ル化についてどうのこうのなるということはないんですか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 
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〇総務部長（田中一夫） 今、いろんな形でのデジタル化が進んでおります。まず、西和消防

におきましては、消防の無線につきましては、平成28年の５月をもってデジタル化をすると

いうことに今進んでいるようです。当町におきましても、防災無線のデジタル化が必要なん

です。それは、ちょっと今、このような状況ですので、約１億円近く要りますので、28年ぐ

らいに今計画を立てております。ただ、デジタル化が絶対必要かという部分ではございませ

んので、今アナログからデジタル化というのは、これ自然の流れでございますので、一番問

題になるのは、部品がなくなるということでございますので。その辺できるだけ使用しなが

ら、防災無線の機能に問題ないような対忚をさせていただきます。 

〇議長（東 充洋） 服部議員。 

〇１１番（服部公英） わかりました。ありがとうございました。私の、通告している質問は

これでしまいなんですけれども、今回起きた台風12号、奈良県が関西の広域連合に参加して

いないため、大阪の支援が和歌山と奈良県との支援体制に違いがあるというようなことを聞

いたんですが、そんなことはあるんですか、ないんですか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 今、おっしゃるように、違いがあるようです。広域連合の中で、今

回対忚するということで発表がございましたので、ちょっとおくれましたけれども、和歌山

同様、同じ対忚で広域で対忚されるということでございます。 

〇議長（東 充洋） 服部議員。 

〇１１番（服部公英） 通告にはないんですけども、そういうことはわからんと言うてるんで

すけども、それ、抗議しておいてください。災害が起きたときは、隣近所同じやねんから同

じように助けてくれる、助け合いをするような行政をしてもらいたいと言っておいてくださ

い。 

 以上です。すみません。ありがとうございました。 

〇議長（東 充洋） 以上で、11番、服部議員の一般質問を終わります。 

 これで本日の一般質問を終わります。 

 

                     ◇                    

 

    ◎散会の宣告 

〇議長（東 充洋） 本日はこれで散会いたします。 
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 どうも皆様、ご苦労様でございました。 

 

    散会 午後 ２時５４分 
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    開議 午前１０時００分 

 

    ◎開議の宣告 

〇議長（東 充洋） おはようございます。ただいまの出席議員数は12名です。 

 定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議事日程の報告 

〇議長（東 充洋） 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

 それでは、日程表に従い、順次議事を進めてまいります。 

 

                     ◇                    

 

    ◎一般質問 

〇議長（東 充洋） 日程第１、一般質問について。 

 一般質問の持ち時間は、理事者側の答弁を含め１人１時間以内です。質問者はその点十分

心得て質問し、理事者側は的確かつ簡潔に答弁をお願いいたします。 

 

                     ◇                    

 

          ◇富 木 つや子 

〇議長（東 充洋） それでは、８番、富木議員の発言を許します。 

 富木議員。 

          （８番 富木つや子 登壇） 

〇８番（富木つや子） おはようございます。 

 ８番、公明党、富木つや子でございます。議長の許可をいただきましたので、通告に従い

まして、一般質問をさせていただきます。 

 初めに、紀伊半島を中心とした全国に深刻な被害をもたらしました大型台風12号の犠牲と

なられた方々に、心からお見舞いを申し上げます。本年３月11日の東日本大震災から既に６
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カ月、想定を絶する巨大津波による大きなつめ跡が今なお残る中で、それぞれの暮らしの再

生への道はまだ始まったばかりという中で、今度は９月、紀伊半島を中心に全国に甚大な被

害を出した大型の台風12号は、奈良県の山間地域の五條、十津川周辺でも記録的豪雤による

これまでにない大きな被害となり、自然災害に対する私たちの考え方を一変させました。９

月１日の防災の日は、東日本大震災後初めての防災の日です。さらにだれもがこれまでとは

違い、この国は災害多発列島であることを認識し、災害への心構えを新たにされたことと思

います。それぞれがこれまでの災害の教訓に学びながら、突然の災害に備え、防災意識をゼ

ロから見直して、減災社会の町を築くために行政の災害対策の強化と住民の自主防災の意識

の向上など、防災対策の体制づくりなど、町民挙げて取り組みが求められている今日です。 

 現在、上牧町でも、防災計画の基本案がもうすぐできますが、それをもとにした実施計画

が我が町において、現実に機能を果たして生かせるように検討を重ね、見直し計画が絵にか

いたもちにならないようにとお願いをするものです。 

 それでは、質問に入ります。 

 今回は、子どもや高齢者の方々が安心して暮らしていける福祉のまちづくりについて、１、

高齢化社会に向けて、２、子育て支援の充実、この２点について質問いたします。 

 まず、大きな項目１、高齢化社会に向けてについて。 

 超高齢化社会となり、認知症や慢性的に医療や介護を必要とする高齢者が年々増加してい

ます。また、総務省が６月末に発表した「2010年国勢調査の抽出速報」で、ひとり暮らし世

帯が最も多い家族形態となったことが明らかとなりました。将来、団塊の世代が65歳を超え

る2015年以降は急増をします。地域ぐるみで高齢者を見守るシステム強化や、介護予防の充

実がさらに必要となってまいります。以下、現状の認識と具体的な強化策を提案いたします。 

 （１）我が町の単身世帯の増加、特にひとり暮らし高齢者の実態や、認知症の高齢者の実

態について、どのように認識を持っておられますか。 

 （２）ひとり暮らし高齢者の見守り強化について。ひとり暮らし高齢者の見守りは民生委

員さんなどが行っておられますが、日ごろから安否確認を、郵便事業会社や新聞、乳酸菌飲

料、つまりヤクルトなどを配達する民間事業者と連携をとって強化する取り組みについて、

お伺いをいたします。 

 （３）認知症高齢者の徘徊などの事故を未然に防ぐ対策について。以前に徘徊のある高齢

者の情報を事前に確認、登録をし、公共交通機関、ガソリンスタンドなどの協力事業者や、

警察署とともに連携をとりながら、地域ぐるみで発見、保護できるような認知症高齢者の事
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故を未然に防ぐ取り組みについて、お伺いいたします。 

 （４）聴覚チェックで認知症予防の１つでもございます充実と提案について。聞こえはコ

ミュニケーションの基本であり、難聴が認知症を引き起こす原因の１つであることに注目を

しての取り組みです。厚生労働省の調査によりますと、65歳以上の人のうち、聞こえづらい

と自覚をしているのは21.6％、70歳以上では25.2％と、４人に１人は難聴を自覚しています。

加齢による難聴は、老人性難聴とも言われ、高い音が聞こえにくくなるのが特徴です。連続

した音が途切れて聞こえるために聞き間違いが多くなり、会話もスムーズに進まなくなりま

す。ただ、低い音は比較的に聞こえるために、ちょっとおかしいな、年のせいかなど耳鼻科

の受診を逃しがちで、早期発見を見逃し、治療を困難にしております。難聴から社会的参加

ができづらくなったり、家庭内でも孤立をすることにより、生きがいを失って閉じこもりや

うつ、認知への進展させないためには、定期的な健診を地域で行っていくことが有効と考え

ます。この取り組みについてお伺いいたします。 

 （５）介護予防事業、介護支援ボランティアの導入の提案でございます。介護支援ボラン

ティアの目的は、高齢者が介護支援ボランティアの活動をとおして地域貢献することを奨励

支援し、高齢者自身の社会参加活動を通じた介護予防を推進する制度です。このその後、検

討についてお伺いをいたします。 

 大きな項目２、子育て支援についてでございます。 

 将来を担う子どもを安心して産み、育てる環境づくりは国を挙げての重要課題でもありま

す。経済的支援である医療費の負担軽減は、若い子育て家庭への支援は最も必要です。我が

町において、子育て世代が多く住み、活力あるまちづくりを進めていくために、実効力ある

子育て支援策の子どもの医療費の拡充についてお尋ねをいたします。 

 （１）我が町の子育て世代の実態、子どもの医療費助成の実施状況を教えてください。 

 （２）子どもの医療費制度全般と拡充についてお伺いをいたします。 

 以上が、私の質問の内容でございます。再質問は、質問者席で行わせていただきますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） では、１番から答弁、よろしくお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） １番の件でございますが、現状の取り組みということで、独居

老人の方々につきましては、保健師が順次訪問を行っております。認知症の方の地域包括支
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援センター窓口相談件数も増加傾向となっておりまして、適切な受診及び対忚についての指

導、また、介護保険の認定申請などアドバイスをいたしております。そのほか、青年後見人

制度につきましてもその利用の件についても返事をさせていただいております。また、シル

バークラブ単位で高齢者の方への健康増進、介護予防などについての構築を、年間通じて実

施をいたしておるところでございます。今後、ますます独居や認知症の方の増加が考えられ

ると思っております。自分がそうなる前に、どうお過ごしになられるかをご家庭でお話をさ

れる機会を持っていただくことも重要かと思います。もちろん行政側も、現時点でできるい

ろんな手立てを構築してまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） 我が町の単身世帯、高齢者の方々のひとり暮らしの実情、状況をちょ

っとお伺いしたいんですけれども、先に、高齢化率、実数、介護認定者数であるとか、ちょ

っとそこを先にお願いをいたします。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 上牧町の現在の高齢化率は、直近の数値で23.2％でございます。 

〇８番（富木つや子） 23.2％。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） はい。そのうち、ひとり暮らしは、これは１年前の調査による

数値でございますが、65歳以上の単身世帯は約990件ございます。65歳以上の人数は5,559人

でございます。介護認定数は、22年度末の数値で855人でございます。認知症の高齢者の実態

につきましては、現在認定調査状況から台帳を整理いたしておりますので、判明した時点で

再度ご報告をさせていただきますが、以前に把握をしております人数は、148人でございます。

また、６月上旪に認定を受けておられない方が全員と軽度認定者の方々に、日常圏域ニーズ

調査を実施し、全体の状況を把握している状況でございます。 

 以上でございます。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） ありがとうございました。高齢化率が23.2％ということで、桜ケ丘な

どは特にやっぱり地域的に40％に近いというような、30％以上は超えているというようなこ

とがありました。これから、今、お聞きしたんですけれども、65歳以上ひとり暮らしの方が 

990ということで、全体的に5,590となると、１割で600近いですので、超えているということ

が、ここでちょっと判断をさせていただいたんですけども、そのような理解でよろしいでし
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ょうか。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 議員おっしゃるとおりでございます。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） はい。では、次、ときどき、これ、あるんですけれども、最近も団地

で心臓疾患の方が病気があって、ひとり暮らしの高齢者の方ですけども、連絡がございまし

た。救急で搬送させていただいたんですけれども、また、７月にはひとり暮らしの高齢者の

女性の方がよそのお家に入られて、認知がちょっと出てきていて、いつもの繰り返しという

ような状況のことで連絡がありまして、民生委員さんと連携をとらせていただいたこともあ

りました。このように、民生委員さん、本当にご苦労していただいているんですけれども、

民生委員さんだけでは体制というのはやっぱりどうしても無理なことがあります。責任もあ

ります。この点については以前もこのような状況になったときのマニュアル、対忚について

のやり方といいますか、マニュアルはどうなっているのかいるのかということでお尋ねをし

たこともございました。今回、そのような中でのいざというときに、本当に危険が、また責

任がある民生委員さんだけの対忚というのは本当に難しいものもありますので、近辺の地域

業者の協力体制いうことで、今後の連携体制についてお願いをします。これは次の（２）ひ

とり暮らし高齢者の見守り強化、日ごろからの安否確認、民間の業者との連携ですね。それ

で（３）の認知症、徘徊をされたり迷子になられたときの体制、事業者との体制について、

これ、２つとも同じような内容的なことになりますので、連携体制について、（２）と（３）

と続けて答弁をお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） ２番の件でございます。まず、現状について取り組み、お話さ

せていただきます。ひとり暮らし高齢者の見守りにつきましては、ひとり暮らし世帯の増加

によりまして、大変重要な問題かなと考えております。高齢者が住みなれた地域で安心して

暮らし続けていただけるよう、シルバークラブの自治友愛活動で友愛訪問という形態で訪問

をしていただいております。また、民生委員さんの方でも訪問先のマップを作成され、必ず

訪問しなければならない家、見守りが必要な家等の塗り分けをされ、訪問による安否確認を

していただいております。地域支援事業では、介護保険のサービスを受けて、なおかつそれ

だけでは心配な方へは見守り訪問事業を社会福祉協議会の方へ委託し、実施をしております。

今後とも地域の力、また関係団体の協力を得ながら、高齢者を支援して見守っていくことが
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必要であると認識いたしております。 

 今、おっしゃった民間業者の連携ということにつきまして、これは過去にも実際に新聞配

達の方から情報をいただいたことがございました。新聞が多くたまった状況ですね。大変重

要な情報源であると考えております。個別宅配の業者とも、今後、連携を深めていく必要が

あると感じております。我々、また幅広く協力を求めてお願いしてまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） 先ほど上牧町の状況もおっしゃっていただいたんですけど、数字的に

言うと全国でも高齢者が15.6％、457万7,000人が単身生活を送っています。男性では10人に

１人、また女性は５人に１人が生活を送っているということで、今、関連業者、地域の宅配

であるとか新聞業者、また、私もときどきこういうふうな対忚をさせていただくんですけれ

ども、中を見ると新聞がたくさんたまって、押し入れてあるんですね。だから、いつからと

いうのが大体新聞の日にちを見ますと、何月の何日から取れていないということで、そこか

ら病状が悪化したんだなとかいうことも確認をさせていただいたことがありますので、やは

り今も言うように、民生委員さんなどが行ってご苦労していただいている中で、もっとこれ

は新たな安全網、セーフティネットということで構築が必要となってきますので、その辺は

充実を、民生委員さんとの話し合いの中でも意見も聞いていただいて、また進めていただき

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

 では、次、お願いします。（４）ですね。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） その前にちょっと認知症の徘徊の件、すみません、飛ばしてし

まいまして。 

〇８番（富木つや子） はい、お願いします。 

〇住民福祉部長（塚 尚起）） この件につきましては、事故に遭遇するリスクが高いので、防

止策が大事ではないかと考えます。これはまず、ご家庭が認知症であるということを理解す

ることが必要と考えますので、専門医に受診していただくことが重要かと思います。徘徊等

の症状が出る前に適切な医療、介護保険サービスを受けられることをお勧めいたします。予

防策といたしましては、ご家庭におかれましての対忚策も必要ですが、ご近所や地域の協力

が重要な部分となるのではないかと考えます。行政といたしましても、今後、このような取
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り組みがますます重要となってまいります。関係機関との協力の上、事故防止に取り組んで

まいりたいと考えております。 

 それで、地域ぐるみでの発見はということでございます。公共機関や協力事業者等、地域

ぐるみで発見、保護できる取り組みにつきましては、過去に様子がおかしいということで店

から警察に連絡が入り、保護されたということもございました。地域での協力者は大変重要

であると認識をいたしております。バス会社、スーパー、幅広く事業者に協力依頼をしてま

いりたいと考えております。また、ご家庭の方には、衣服に氏名と連絡先がわかるような取

り組みも大事な部分かなと思いますので、今後お願いしてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） 今、実情、対忚、また今後の取り組みを進めていくということで、部

長の方からお話をいただいております。さっきも言いましたように、新たなセーフティネッ

トということで、安全網をしっかり構築が必要となってまいりますので、どうかよろしくお

願いいたします。 

 じゃ、次の質問にお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 聴覚のチェックということでございますが、現状、現在は取り

組んでいない状態でございます。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） 聴覚の聞こえのチェックというのは、どこも今、上牧町ではやってい

ないということで、今回も私は質問の中でやはり聞こえに対しての、聞こえというのは今、

老人性難聴ということで、どうしても聞こえにくくなってくると、やっぱり認知の方もどう

しても相手とのコミュニケーションがとれなくなるということで、そういう意味でも健診の

前のそういうふうな聞こえのチェックをしていくという体制が必要ではないかと思いますの

で、まずは健診を導入、今は二次予防の中でするとなると、そういう形に健診の項目を入れ

ていただくとなると思うんですけど、その点については、問題点等いろいろあるかと思うん

ですけれども、どうでしょうか。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） おっしゃるとおり、聴覚の後退は人との会話がしづらくなり、

やがては閉じこもりという大きな要因となりますので、大変重要な検査であると考えます。
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ただ、検査導入となりますと、どのような形で導入をするのか、どの健診でどの検査で行う

のか、生き活き対策課の実施をしております事業のどの部分で実施をしていくのか、これを

検討しなければならない部分もあるように思います。また、検査機器のこともございます。

今後、医師会の方にも提案し、担当保健師とも十分協議を行って、前向きに検討したいと考

えております。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） 聞こえは、本当にさっき言いましたようにコミュニケーションの基本

でもございますので、難聴が認知症を引き起こすというのはデータにも出ておりますし、注

目を厚労省の方でも、やはり聞こえづらいと自覚をしている人が21.6％、70歳では25.2％、

４人に１人は難聴を自覚していると。耳鼻科に行きましても、本当に高齢者の方々が来てお

られるのが目につきまして、ちょっとほかの科に行っていたんですけども、そのようなこと

もなるほどなと、みんな来ておられるんだなということでそういうふうなことも感じさせて

いただいたこともあります。そういうことで、医師会との相談というか、検討も必要である

ということで、聞こえのコミュニケーションを図るためにも、これからやっぱり社会に出て、

まだまだ元気な二次で元気に予防対策をしていただいて、１つの難聴の検査も導入が可能に

なるようにご検討いただきたいと思います。 

 じゃ、次の簡易チェッカーによる聴覚チェックの実施なんですけども、これはこの検査の

前の、要するに血圧計みたいな気軽にできるチェッカーを導入していただく。そして、そこ

からちょっと自分で聞こえにくいなとか、そういうふうに思われたら検診に行く、また病院

に行くというような、言うたら予防の前の取り組みになるんですけど、１つの予防なんです

けどももう一つ前の段階の取り組みです。保健センターにも血圧計が置いてありますけど、

そういうふうなとらえ方で、お金もそんなに高い物じゃありませんので、これは埻玉の老人

介護施設の会長であります医学博士の小川さんというのが勧め、開発というかされたんです

けれども、これから本当に高齢者の方々、実に認知症には耳の聞こえにくいというのは大き

なかかわりがあって、寝たきりの１つの原因にもだんだんなっていくということで、コミュ

ニケーションが図れない、自分一人の世界に入ってしまう、外に出なくなる、話ができなく

なるというようなことにも進んでいくというのを調査で出ておりますので、簡単にチェック

ができるようなそのような場所があればなと思って、提案をさせていただきましたけれども、

いかがでしょうか。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 
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〇住民福祉部長（塚 尚起） 簡易チェッカーということでございますけれども、この簡易チ

ェッカーにつきましては、金額は安価で購入できると聞いております。介護予防や難聴の自

覚という早期発見につながる対策として、これは大変有効なご提案と考えております。ただ、

これにつきましても、血圧計のように置いてご利用いただくものなのか、それとも、保健師

が計測をするのか、検査場所、設置場所について、今後検討させていただいて、これにつき

ましても前向きな形で取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） よろしくお願いいたします。 

 じゃ、次の項目に行きたいと思います。（５）の介護予防事業ですね。介護支援ボランティ

アの導入なんですけれども、これは私、以前２回質問させていただいて、今回３回目なんで

すけれども、その後、どこまでご理解をしていただいているのかというあたりも、ちょっと

確認をしたいんですけども、以前の担当の部長にも自分なりにお伝えをしたつもりなんです

けれどね。ちょっとどうかいうあたりですね。目的としては、元気な高齢者介護支援ボラン

ティアとして、社会でしっかりと自分の役割を果たしていきながら、ポイントを上乗せをた

めていって、換金をしていって、それを自分なりの介護予防の方につなげていく、使ってい

くという制度なんですけども、これについてどのように、今までの取り組みと、どう理解し

ていただいているのか、そこあたりもよろしくお願いします。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 介護予防事業につきましてのボランティア制度の導入につきま

しては、この介護支援ボランティア制度を設けることによって、高齢者が介護支援ボランテ

ィア活動を通じて地域に貢献しようという意欲は高まるものではと考えます。また、地域社

会で自分の役割を持つよい機会にもなりますので、認知症やうつ病等の介護予防につながる

可能性はあるものと考えております。 

 近年、各種団体が取り組んでおられ、その効果も聞いているところでございます。それで、

この件につきまして、私の議会の一般質問の中で幾度か富木議員のご質問を聞かせていただ

いております。しかし、直接担当ではございませんでしたので、この件に関しましての深い

認識はございませんでした。それで今回、ご質問いただきまして、自分なりにまた関係職員

の意見も聞いた上で検討させていただきました。 

 まず、制度導入するという方向で考えますと、幾つかの問題を解決していかなければなら
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ないという部分がございます。私としては、まずその部分をその問題を調査させていただき

たいと現在考えております。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） この提案をずっとさせていただいている目的というか、私の考えなん

ですけど、今、介護保険の介護報酬改定、また、第５期の見直しが行われております。介護

保険への、今回は震災についての影響も大きくいくんですけども、それだけではなくて、今

後高齢者の介護保険料というのは、2000年に全国で月2,911円だったのが現在は4,160円。こ

れは全国平均ですから、厚生労働省の試算では来年は月5,000円を超えてしまうということで、

保険料の軽減策を検討をしているところでありますけれども、結局は自治体の基金の取り崩

しのみで、そのようなことしかないと。負担については限界が来てしまうということで大き

な問題になっています。基金の取り崩しだけをずっとやり続けるということも、もううちも

取り崩し基金がそんなになかったと思うんですけども、すべて地域支援事業12.5財源の中で、

それをどう地域支援事業、介護予防に使って、それを基金にそのまま積み立てるというよう

なことではなくて、それをまた介護保険料にということじゃなくて、それはもう結局限界が

来ますし、そのようなことばかりするんじゃなくて、やはり先の見えた話ですので、介護予

防にしっかり使っていただいて取り組んでいくという姿勢が大事ではないかと思いまして、

質問をさせていただいているところです。 

 問題点、財政面であるとかいろんなことがあると思いますけれども、委託であるとか、そ

ういうことが大きな問題になるかと思いますが、その点、お願いできますか。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 今、おっしゃいましたとおりでございます。まず、管理機関と

して社会福祉協議会と行うとして、現在の社会福祉協議会の体制で可能なのかという問題と、

それと介護保険料特別徴収者への滞納、収納事務の影響ですね。それと、今の地域支援事業

の予算の範囲内でこの事業は可能なのかという問題を解決、調査すべき点があると考えます。

今すぐにこの制度を導入するということは大変難しいということではないかと思っておりま

す。ただ、尐し時間をいただきまして、大きな課題から１つずつ考えていきたいと思ってお

ります。これは議員のおっしゃっておられる制度を導入する、導入しないということではな

く、この問題点をまずクリアできるのかどうか、そこから取り組まなければならないのかと

考えております。大きい観点から、将来的には保険料の軽減や介護予防につながるというこ

とは十分認識いたしております。可能なのかどうなのか、関係機関とも十分協議をいたしま
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して考えたいと考えております。今しばらく時間をいただきたいと思っております。早急に

取り組んでまいりたいと考えております。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） 今、部長の方からいろんな調査といいますか、相談をしながら今回は

具体的に問題点も出てくる部分もしっかり掘り起こして、委託先が社協になるかと思うんで

すね。そういう機能がしっかりと受け皿としてできるのかとかいう問題があるかと思います。 

 ちょっと戻りますが、すみません。地域支援事業、今現在でどのような形で、また予算的

にはどれぐらいかかっているのか、お願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 地域支援の状況でございます。22年度で見ますと、介護予防事

業の二次事業といたしまして事業なんですけども、二次事業対象者把握事業をはじめ、運動

機能向上教室、口腔機能向上教室、閉じこもり・うつ予防訪問事業、認知症予防教室等でご

ざいます。一次予防事業といたしましては、介護予防出前講座、高齢者教室、ひざ痛・腰痛

予防教室、友愛チームをはじめとする住民活動への助成等、22年度では1,700万の決算でござ

います。平成23年度は、予算は約3,000万でございます。22年度の今言いました事業に加えま

して、日常生活圏ニーズ調査費用を現在支出いたしております。 

 以上でございます。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） 地域支援事業の中で、やっぱり取り組みというのは気長に、また結果

がすぐ出るものでもないので、こういうふうなご苦労いただいて二次予防事業をやっていた

だいていますので、これはこれとしていい面を取り上げて、また、予防事業については予算

のこともありますが、平成23年度では3,000万ということで、予算的に今回の事業がどれぐら

いになるか、抽出をしないとわかりませんので、そのあたりもしっかりと精査というか調査

していただいて、具体的な数字と状況を把握していただいて、将来の計画というか、その制

度、取り組みがどう目的を果たしていくというようなこともしっかりと検討していただいて、

相談をしていただいて、社協の意見も聞いていただいて、そして進めていただきたいなと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、すみません。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） 寝屋川の資料をお渡ししたと思うんですけれども、寝屋川では「元気
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アップ介護予防ポイント事業」ということで先進的に進められて、まだまだこれから拡充を

していくということで取り組みをされていますので、ちょっとそのあたりも聞いていただけ

たらなと思います。よろしくお願いいたします。 

 では、次、よろしくお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） 次なんですが、子育て支援の充実ということで質問させていただきま

す。（１）の質問ですが、我が町の子育て世代の実態と子どもの医療費助成の実施状況ですね。

これをまずはお聞かせ願いたいと思います。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） まず初めに、我が町の子育て世代の実態と子どもの医療費助成

の実施状況ということでございますが、子育て世代を取り巻く環境は尐子化、核家族化、生

活スタイルの多様化など急激な変化をいたしております。また、不安定な経済状況によりま

す生活設計への不安と、子育て世代にとりましてはとても深刻な状況であると考えます。そ

のようなことを踏まえながら、乳幼児を養育されておられる方々に対しまして、医療費の一

部を助成し、乳幼児の健康保持及び福祉の増進目的で実施をいたしております。 

 実施状況につきましては、まず、対象はゼロ歳から就学前まででございます。次に、所得

制限は児童手当に準じた形で実施をいたしております。一部負担は、通院500円、入院1,000

円でございます。助成制度は一時立てかえ払いで、三、四カ月後に一部負担を除いた部分を

償還する形でございます。今申し上げました乳児医療制度はすべて奈良県の基準を活用いた

しております。 

 以上でございます。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） 今、若い世代の経済状況というのはすごく厳しい状況になっています。

すべて医療費は無料にしてほしいとか、安心して病院にかかれるようにしていただきたいと

か、そのような声が全国的に聞かれているということを子育ての方々は強く望まれていると

いう現状だと思います。上牧町で今の状況、内容を聞かせていただきましたけれども、まず、

所得制限、一部負担、窓口無料化、医療費についての通院、入院も奈良県の制度に基づいて

そのままやられているということで、まず、その中で私は内容の項目から３点についてお尋

ねをさせていただきたいと思います。 

 まず、所得制限なんですけれども、所得制限については私、子育て中の方々に相談を受け
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たことがございます。実際に福祉課へも一緒に行かせていただいて、いろいろと相談をさせ

ていただいた。担当課では丁寧に対忚していただいたんですけれども、やはり所得制限がか

かっているために、子どもさんが持病であるとか定期的に検診が必要であるとか、そのよう

なところで医療費の負担が、３人子どもさんがおられました。１人の子どもさんにそれだけ

医療費の負担がかかりますと、所得があっても医療費がそのように大変であるというお話を

聞かせていただいて、いろいろと相談、いろんなところから相談をさせていただいたんです

けれども、やはり所得にかかってしまって、ほかに方法がないということで、そのときはそ

の方法しか、ほかに方法がなかったということがありました。そのようなこともありまして、

所得制限がどのような影響であるかということをお伝えしたいのと、いろんな病気を２人、

３人、子育てで尐子化でどんどん将来の子どもを育てていってほしいと言うても、若い世代、

今まで本当に上牧町は特に我慢もしていただいているかなと思います。その点から所得制限

について、まずはお尋ねをしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 所得制限につきましては……。 

〇８番（富木つや子） 今のところ。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 近隣町の状況も含めて説明させていただきます。これにつきま

しては、近隣町の王寺町、広陵町は撤廃されております。また平群町、斑鳩町も撤廃されて

おります。当町の場合、撤廃いたしますと、財政影響額は概算で80万円程度かなと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） 80万ということでびっくりするんですけど、もっとあれなんかなと思

ったんですが、先ほど言ったように慢性的な病気がある、子育てを頑張っているお母さん、

公平にしていただきたい。これは県にお聞きしたんですけど、39市町村のうちに、撤廃は30

市町村、あと残りは撤廃していないところが９ということでね。そのあたりもしっかりとと

らえていただいて、取り組みをぜひお願いしたいと思います。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） そうですね。奈良県下で撤廃している団体は30団体ということ

でございます。十分、これらを含めて検討したいと考えております。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 
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〇８番（富木つや子） はい。次に窓口負担について質問いたします。これについても県に従

ってですので、１回全額、一部負担も払って、そして医療費に例えば3,000円かかったらそれ

も払っておいて、後から返ってくるという申請を。申請してどれぐらいで返ってくるのか、

ちょっとお聞きしたいと思います。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） ４カ月前後でございます。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） ４カ月もかかるんですか。それでやっぱりおっしゃるんですね。やっ

ぱり１回払っとかなあかん。財布から出ていくわけですから、後から返ってくるとしても、

継続的にずっと病院にかかり続けるとなると、本当に負担、大変やなと思います。この窓口

負担を、要はもうなくしてほしいと思うんですけれどもね。そのやり方が、これは埻玉県の

鶴ヶ島というところでもされておりますし、尐しずつ今しているんですけども、１回国保連

合会、社会保険支払基金への業務委託をする。１回払ってそこにもらって、後から使った分

は逆に保険者である個々の自治体がそっちに払うということで、そしたら窓口負担はゼロで

済みますので、また、一つ一つそれを申請する、４カ月たびに、何人かの方々から申請され

たら、一つ一つ申請をしていると思うんですけども、その手数料とかもかかっているんだと

思うんですね。その手数料もどれだけかかるのか。そういうことを考えると、今回、医療機

関で１万円医療費がかかったとして、保険者は、保護者は２割か３割の負担を窓口で払って、

残り８割、７割を保険から支払えるということで、それで保険から10割払って立てかえても

らって、それを使った分を自治体がまとめて払うということで、そうすると手数料もなくな

りますし、そういう意味では１回振り込めばいいということで経費削減にもつながりますし、

その保護者の方々についても財布から出さなくていいと思います。そういう部分で、そうい

う支援も大切だなと思いますので、ちょっとその件についてもお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 窓口負担につきましておっしゃったとおり、医療費支払いの際

に乳幼児医療費につきましては、一時立てかえ払いという形で一般の受診者と同じように保

険による３割等の自己負担を支払わなければなりません。これは奈良県の形として国保連合

会の事務処理で統一されております。おっしゃったとおりでございます。現在の形を変える

ことはちょっと困難かなと考えます。ただ、今、議員おっしゃった多くの住民の要望という

ことであれば、今後、県の方には住民の要望として団体から強く要望してまいりたいと考え
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ておりますので、また議員に詳細を聞かせていただきたいと考えております。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） ぜひ県の方に要望していただきたいなと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 では、次、無料化の拡大について、これも平成22年３月に私、６年生までということでは

っきり申し上げました。だけれども、思いとしてはやはり義務教育終了までという気持ちも

あるんですけれども、やはりそのように最終的には願っています。だけれども、今、財政状

況等もいろいろあるかと思うんですけれども、やはりその拡大について、６年生までという

ことが、今のところは、最初は６年生までというような思いがあるんですけれども、その点

についてはいかがでしょうか。通院、入院ね。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 対象年齢の拡大ということでございますけれども、この近隣の

ことも含めて話させていただきます。北葛四町とも県の基準で現在は実施されております。

近隣町では斑鳩町が入・通院とも中学卒業まで、三郷町は入院のみ小学校卒業まで対忚を拡

大されております。この分の試算をいたしますと、例えば、小学校３年生まで入・通院を拡

大した場合、一般財源は概算でございますけれども、約2,000万が予測されます。さらに、小

学校６年生まで拡大した場合の一般財源は、これも約2,000万が予測されます。合わせて4,0

00万の一般財源が必要となります。さらに中学生までとなれば、これも概算でございますけ

れども、約2,000万ということで、中学生までとなると6,000万円の一般財源が必要であると

考えられます。 

 以上でございます。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） 小３まで2,000万、それから小６が2,000万、合わせて小６までとなる

と4,000万かかるということですよね。中３、義務教育終了までは約6,000万以上かかると思

います。そういう意味でも、今、財政的にやっと脱却したばかりなんですが、まだまだ財政

は厳しい状況にあるかと思いますけれども、さっきも言いましたように、若い世代、随分こ

の件については、近隣の市町村であるとか、隣、斑鳩町など特に特別なんですけども、だけ

どやっぱり現に中３までが無料化であるとか、そういうようなことも皆さん、若い世代はい

ろいろ検討されているというか、限られた収入の中で生活をしていかないけませんので、医

療費のさっきも言ったように４カ月も待たなあかんと。次のをもらおう思うたら、また病院
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に行く、ほんで４カ月、ずっと医療費でお金がかかっている状況なので、段階的にもこの制

度を進めていっていただきたいと強く申し上げたいと思いますので、県も状況の、先、要望

もしていただき、これからの若い世代をどう上牧町に住んでいただくかということで、取り

組みをお願いしたいと思うんですけれども、そのあたりの財政状況というのは担当課で一番

ようわかっていますので、どれを一番若い世代のニーズにこたえていかなければならないの

か、いろんな角度から情報も調査をしながら、進めていただきたいと思いますが、いかがで

すか。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 子育ての対しましての医療費助成制度は、健やかな子どもを産

み育てる環境づくりの一環として、子どもの健康保持と増進を図るための制度として重要な

部分であると認識をいたしております。ただ、この制度の各種要件を見直すとなれば、その

部分すべてが町の単独事業となりますので、町財政の負担が大きく、重要な部分になるので

はと考えます。見直した後は経常経費となってまいりますので、見直しとなれば、どの部分

をどのような形で拡大するのか、慎重に検討すべき必要があると考えます。今後、慎重に検

討してまいりたいと考えます。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） それでは、最後に町長にずばりお尋ねをしたいと思います。 

 今回、健全化団体を脱却したとはいえ、財政的にはまだまだ大変な状況、また、これから

改革推進債の返済であるとか、そのようなことも考えますと慎重にいかなければならないと

いう状況もよくわかっております。だけれども、上牧町を担い、これから住み続けていただ

く若い世代のために今後どのような支援をしていかなければならないのか、そういうふうな

町長の考え方ですね。町長は平成22年３月の際に、やはり若い世代はしっかりとこれから子

育て支援をしっかりと、町の活性化、まちが活性化して住んで定住していただくということ、

そうするとちゃんとそのような形で町を守るということにもなっていきますので、町長がし

っかり若い世代に子育て支援を考えているとおっしゃいましたけれども、その具体的なこの

中の１つの子どもの医療費の拡充について、具体的に町長はどのように考えているのか、小

６まで私は希望いたしておりましたけれども、段階的にどのように考えてこれから取り組ん

でいただくのか、そこあたりをお聞かせいただきたいと思います。 

〇議長（東 充洋） 今中町長。 

〇町長（今中富夫） この問題につきましては、富木議員の方からことしの３月に一般質問で
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取り上げていただきました。また、今議会の委員会の中でも石丸議員の方からもこういう問

題、その他の問題でも意見として聞かせていただいております。ちょっと全体的に私が今、

考えていることをお話させていただきたいなと思います。 

 ようやく健全化団体を脱却いたしました。それで、皆さん方のお手元に決算の概要もお持

ちでございますので、今、22年度決算で経常収支比率が90％を切る状況にまで回復をしてき

たと。平均的にいきますと、もう尐し下げる必要があるわけでございますが、約10％開きが

出てきている。標準財政規模約50億でございますので、その１割、５億が単純計算でござい

ますが、一般財源分としては余裕が出てきたなと考えられる状況になってきているというこ

とでございます。 

 そういう中で、今現在、人口がどんどん下がってきていると。この調子で行きますと、２

万4,000を切るのももう間近なのかなというような人口の減尐の傾向でございます。この減

尐、私は以前からとめたいと。とめる方法はどういう方法があるのかなと。いろんな特色を

出すということも大事でございますが、若い世代に入ってきていただくと、こういうことを

考えたときに、子育て支援、こういうものにめりはりをつけたやり方をしないと、実際論、

私もその声を聞いておりまして、上牧町は福祉の施策が手薄いと、子どもを育てていくのに

やっぱり有利なところへ行きたいというような声を聞いております。実際、広陵町に転出し

たであるとか、斑鳩に変わるんやという声も私は直に聞いております。大変、歯がゆい思い

をしたわけですが、実際にそのときには上牧町は何も手立てがないわけでございますので、

どうしようもないと。それと、皆さん方のお手元の方に三軒屋地区の開発の図面も新たなも

のが出ておると思います。そこで住宅地の開発もようやく一帯開発として県の方も認めると

いうことで、そういう形でどうも進みそうでございますので、そういう形になりますと、そ

の住宅が実際売れるのかというようなことも、これから上牧町としては大きな問題になって

くるのかなと。特に若いお母さん方が望まれるのは、教育環境、それと福祉、特に子育て支

援が充実しているのかと、こういうことも不動産を販売する上において、１つの材料になっ

ているということは事実でございますので、人口の減尐をとめていく、人口をふやしていく、

自主財源をしっかりと確保していく、町に活気を取り戻していくと、そういうことを考えま

すと、今おっしゃっていただいているようなこの問題については、なお一層、積極的に取り

組む必要があるというふうに私としては考えております。 

 ただ、脱却したばかりでございますので、一般財源分、これがどのように確保できるのか

をしっかりと財政計画を立てなくてはいけませんので、やるわ、あかんからやめますと、こ
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ういう制度、こういうものの考え方、政策ではだめなわけでございますので、これはもう経

常的な経費、扶助費でございますので、極端に言えば義務的な経費というふうに考えられる

ような政策でございますので、しっかりと毎年、必ずやれるというようなものの考え方で、

これから担当部、担当課にも指示をして財政と十分打ち合わせをしながら、どの程度やれる

のか、一気に小学６年まで、中学生までというわけにはなかなかまいりませんが、段階的に

やれるようにしっかりと考えていきたいというふうに思います。 

〇議長（東 充洋） 富木議員。 

〇８番（富木つや子） 町長の思い、気持ちを聞かせていただきました。ありがとうございま

した。この子育て支援、子どもたちのことについては学童保育、また、ことしからプールが

再開されまして、やはり町長がおっしゃったとおり、子どもたちの声がまちの中から聞こえ

るというのは本当にいいことだなと、私はこの点についてはわざわざお電話もいただいて、

「プール、行ってきたんや、よかった」ということで、そういうお声もいただいております。 

 今、町長がおっしゃいましたように、財政的なことが一番本当に見極めながらやるという

ことで、だからと言って、子育て支援はしっかり取り組んでいかなければならない。一気に

とは行かないけれども、徐々に段階的にということをお聞きいたしましたので、私もその点

についてはぜひ取り組んで、今、その時期が来たんではないかなと思いますので、ぜひよろ

しくお願いしたいと思います。ありがとうございました。 

 では、今回の質問は終わらせていただきます。ありがとうございました。以上です。 

〇議長（東 充洋） 以上で８番、富木議員の一般質問を終わります。 

 11時５分まで暫時休憩といたします。再開は11時５分からいたします。 

 

    休憩 午前１０時５６分 

 

    再開 午前１１時０５分 

 

〇議長（東 充洋） 再開いたします。 

 

                     ◇                    

 

          ◇石 丸 典 子 
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〇議長（東 充洋） 次に、５番、石丸議員の発言を許します。 

 石丸議員。 

          （５番 石丸典子 登壇） 

〇５番（石丸典子） ５番、日本共産党の石丸典子です。一般質問の通告書に従い、一般質問

を行わせていただきます。 

 まず初めに、台風12号の大雤で奈良県南部と和歌山県に甚大な被害をもたらしました。被

災された皆さん、台風12号によって犠牲になられた方々と被災された皆さんにお悔やみとお

見舞いを申し上げます。 

 それでは、一般質問に入ってまいります。 

 一般質問は大きく項目３つから成っておりますが、まず第１点目は、原発から自然エネル

ギーへの転換について、２つ目には介護保険と高齢者福祉について、３つ目は大型店舗出店

に関してです。 

 まず１つ目の原発から自然エネルギーへの転換についてです。 

 福島第１原発事故から６カ月が過ぎましたが、原発被災者は今も不自由な避難生活を強い

られています。そして、放射能汚染による健康不安は全国に広がっています。福島原発事故

は重大な問題を突きつけました。まず１点目には、これまでの事故とは異質な危険という点

です。一たび重大な事故が起こり、放射性物質が放出したら完全に抑えることができません。

被害が日本中に広がります。そして、その被害は何万年もわたる将来にまでわたります。そ

して、地域社会が存続しなくなる。このような点で、これまでとは違った危険があります。

２つ目には、技術の問題です。核燃料を燃やす過程で生まれる莫大な放射性物質、死の灰と

言われておりますけれども、これをなくすとか、完全に閉じ込めたりはできません。また、

使用済み核燃料を後始末する方法がありません。もう１つの危険は、世界有数の地震国、津

波国には大変危険な原子力発電という点であります。このような原発の危険性から、エネル

ギー政策を再生可能なエネルギーへ見直しを進めることが必要です。現在、日本の電力の４

分の１を原子力発電に頼っています。自然エネルギーは、例えば太陽光、中小水力、地熱、

風力など挙げられますけれども、これらの自然エネルギーの具体的可能性は、原発発電量の

40倍になると言われています。 

 福島県で被害に遭われた人の「原発さえなければこんなことには」の声と、目に見えない

放射能が環境や健康にどんな被害をもたらすのか、不安になっている日本中の声にこたえ、

日本共産党は政府が原発からの撤退を決断し、原発をゼロにする期限を決めたプログラムを
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つくることを求めています。 

 そこで、次の３点についてお伺いをいたします。 

 まず１点目でありますけれども、放射能の影響が大きい子どもの健康を守る対策をとるた

め、町内での放射能物質の定期測定と、そして公表が必要であると考えます。町の取り組み

について伺います。 

 そして、２つ目でありますけれども、危険な原子力発電に対して、国、関西電力に対して、

しっかり意見を町長から言っていただきたいと思います。また、原発からの撤退の申し出を

求めるものでありますけれども、町長の見解をお伺いいたします。 

 そして、３つ目には、町として自然エネルギーの採用を取り組む研究が必要かと思われま

すけれども、町の見解をお伺いいたします。平成22年度におきましては、上牧町では国の交

付金制度を活用した太陽光発電の導入が、上牧小学校、第三小学校、第二中学校において行

われましたけれども、このような取り組みをさらに拡大することが必要だと考えるところで

す。 

 次に、二番目の介護保険と高齢者福祉についてお伺いをいたします。 

 介護保険法の改定が６月15日に行われました。介護保険制度が始まりまして10年がたちま

すけれども、いよいよ保険あって介護なし、このことが明らかになってまいりました。今回

の改定では、軽度の方を保険給付から外す、このようなところが問題となっております。要

支援の方、また介護予防の対象以外の方を予防介護日常生活支援総合事業ということで、市

町村が決めて創設できるとされました。しかし、この介護予防日常生活支援総合事業には問

題点があります。１つ目には、サービスの質が保たれるのか、２つ目には介護サービスが取

り上げられる可能性があるということ、３つ目には財源、事業費が制限され、これまでのよ

うな介護給付費の中でのサービスが受けられないなどの問題点があります。 

 私は、一般会計での高齢者福祉事業をこれまで以上に充実させるべきだと考えるところで

すが、例えば、ひとり暮らしの高齢者、高齢世帯への配食サービスなど、以前に行われてい

た事業の復活など提案したいと思いますが、お考えをお伺いいたします。 

 ３つ目には、大型店舗出店に関してです。 

 ５月１日に都市計画決定されました。その後、５月27日には、上牧町と出店業者代表との

口頭での基本合意がなされ、地区計画がいよいよ進む段階になってきております。そして、

６月22日、６月議会では、都市計画道路造成のための調査費が可決したところです。今、多

くの住民の皆さんからは、交通渋滞、交通安全など環境問題との対策が必要であるというふ
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うな意見を出されております。また、特に服部台の住民の方々からは、目の前の近商ストア

が撤退するのではないか、買い物が不便になるのではないかとの不安が出されております。 

 ５月１日の都市計画決定以後、その後の経過をお伺いし、住民への十分な説明会を、どの

ような時期に、どのような形で開かれようとしているのかお伺いをいたします。 

 以上です。再質問につきましては、質問者席で行わせていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

 なお、１番目の項目につきましては、質問の相手、町長だけと記させていただきましたけ

れども、担当部、担当課の方でご用意いただいていることがあれば、ご回答をよろしくお願

いいたします。 

〇議長（東 充洋） 石丸議員。 

〇５番（石丸典子） それでは、１番目から順次お願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 水道部長。 

〇水道部長（杦本和敏） それでは、①の町内での放射能物質の定期測定についてということ

でお答えさせていただきます。 

 昨日の辻議員の質問にもありましたように、答えは同じ重複するようなものになりますけ

れども、定期測定、直接住民の皆様の口に毎日入るものとして、水道水というものが一番心

配されるであろうということで、水道水についてお答えさせていただきたいと思います。水

道水につきましては、上牧町といたしましては、県営水道100％依存しておりますので、県

の方で検査していただいている、あるいは県の水道局で検査していただいているいうことで、

この県においても県の水道局においても検査されておる結果は、放射性セシウムあるいは放

射性ヨウ素というものは全く検出されておりません。したがいまして、本来ならば、町で測

定する必要はないと考えておりますけれども、念のため、住民さんの不安解消ということで、

検査を町でも行っております。結果につきましては、まずこれを５月11日に桜ケ丘２丁目で

採取した水を検査しましたけれども、放射性ヨウ素、セシウムについては検出されておらな

いというところでございます。今後につきましては、今月の20日に再度検査する予定でおり

ます。 

 以上でございます。 

〇議長（東 充洋） 石丸議員。 

〇５番（石丸典子） その他の測定はいかがでしょうか。特に子どもへの影響が大きいという

ことで、小中学校等グラウンド、また公園等が必要であると思いますが、いかがですか。 
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〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） 昨日もお答えいたしましたけれども、９月に入りまして測定器を購

入することができましたので、各中学校、各小学校、幼稚園のグラウンドで空間線の放射線

測定を実施いたしましたが、いずれも通常自然界に存在する値であり、正常の範囲内でござ

いました。この結果につきましては、ホームページ等で公開していきたいと考えております。 

〇議長（東 充洋） 石丸議員。 

〇５番（石丸典子） その後、定期的な測定をということでは、どのような予定をされており

ますか。１回だけはかってよしというわけにはいかないと思いますが、定期的な測定をお願

いいたします。 

〇議長（東 充洋） 教育部長。 

〇教育部長（竹島正智） せっかく機器を購入いたしましたので、次回、運動会の前、その後

も１カ月をめどに定期的に実施していきたいと考えております。 

〇議長（東 充洋） 石丸議員。 

〇５番（石丸典子） 早速の対忚をありがとうございます。９月に入って測定器を購入された

ということですが、なかなか町としては測定が難しいのかなと思っていたところですが、や

はり放射性物質は尐なければ尐ないほどいいということで、基準というものは設けられてい

ましても、全くなしというわけではありませんので、その辺についてはしっかり測定をされ、

そして対処が必要な場合が出たら、除染ということも必要になってまいりますので、よろし

くお願いいたします。ホームページ、広報等でも結果をしっかり町民の方にお知らせしてい

ただきたいと思います。ありがとうございます。 

 それでは、２つ目の町長にお答えをしていただきたいと思いますが、よろしくお願いいた

します。 

〇議長（東 充洋） 今中町長。 

〇町長（今中富夫） 国、関西電力に対しての原発からの撤退と自然エネルギーの採用をとい

うことでございます。きょう、新聞を見ておりましたら、野田首相の所信表明の中に原発の

話も出ておりまして、ちょっと見ておりましたら、自然エネルギーを中心にこれから考えて

いくと。将来的には、原発の依存度を低くしていくんだというふうなものの考え方が出てお

りました。今、日本の国の状況としては、原発を推進していくというようなものの考え方と

してはなかなか国民は納得できないだろうというふうに思います。ただ、既存の原発につい

ては、再稼働できるものから再稼働していくということもあわせて、野田首相の表明の中に
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もございました。日本の国情、それから経済等を考えますと、すぐさま自然エネルギーに頼

っていくということは、すぐにはできないだろうというふうに私も考えております。私、科

学者でも評論家でもございませんので、いろんな難しいことはわかりませんが、電気、電力

が、エネルギーがないとすれば日本の産業は成り立たないわけでございますので、すぐさま

原発を廃止をして、自然エネルギーに頼る電力で日本の経済を賄っていくということは、今

現在の段階では不可能だというふうに私は考えております。ただ、国民に対してそれぞれ電

力会社の説明不足は当然あるわけでございますので、先般、関西電力の方から節電に対して

のお願いに来られたときに、関西電力の方に「今の状況では原発の推進はできませんよ」と、

「十分説明がなされていない」と、「この状況で新たな原発の推進はできないというふうに私

は考えます」と。ただ、日本の国情を考えますと、すぐさま自然エネルギーですべての産業

を賄えるだけの電力がないわけでございますので、稼働できる原発については、やっぱり稼

働していかなければならないのかなと。将来的には原発の依存度を低くするというのは当然

だろうと思います。ただ、関西電力の責務としては、やはり不安を与えないという意味から

情報の公開、それと、多重防御、これをしっかりと電力会社もやる必要があるのかなという

ふうに私は考えております。太陽光、風力、水力、火力、いろんな自然エネルギーがあるわ

けでございますが、なかなか日本ではそれで産業を賄っていくというのは難しいだろうなと

いうふうに私も思いますので、すぐさま原発を廃止するというような考え方はできにくいの

かなと。ただ、国民に不安を与えるということは確実でございますので、それぞれ電力会社

も責任を持った対忚をすべきだというふうに、私としては考えております。 

 ヨーロッパのように大陸でございましたら、国同士、例えば、電力の融通ができるわけで

ございますが、日本は島国でございますので、しっかりと自分の国で安定的な電力を確保す

ると。それが日本の経済力になるわけでございますので、そういうことから、これからしっ

かりとそういう問題についても取り組んでいく必要があるのかなというふうに今は考えて

おります。 

〇議長（東 充洋） 石丸議員。 

〇５番（石丸典子） 今、町長のお話では、広く町民の方とお話をしていても、確かにそのよ

うな意見もいただくのはたしかでございますが、現在、原発は日本中に54基ありますけれど

も、そのうち約３分の１が稼働している状況であります。現在の原発以外の総発電量は、そ

れと1990年度のバブル経済だったころの原発を含めた総発電量と、現在の原発以外の発電量

がほぼ同じ水準ですから、原発からの撤退は無理な課題ではないというふうな試算もされて
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おります。確かに、ことしのように夏場でも節電など対策は必要でありますけれども、その

ように原発に頼らないということをまず国が決断をすると。それこそが自然エネルギーの開

発や普及に向けた本格的な取り組みができるということを申し上げておきたいと思います。 

 エネルギーに対する予算、2007年から2011年の５年間でありますけれども、この５年間で

原子力関係は２兆円以上使われております。そして、自然エネルギーに対しては、原発の２

兆円の約３割と言われている6,000億円にとどまっていますから、国のこういうふうな予算

の使い方自体も大きく影響してくると思いますが、何といっても島国でエネルギーの他国と

の流通などできないということでありますけれども、島国であって地震国、津波が一番多発

する危険性があるということでは、大変危険であるという観点からは、電力が足りる、足り

ないという問題以前に国民の命がかかわると。将来の子どもの健康にも大きな影響を与える

という点で、大変危険であるというところは大変重要であると思いますので、この点につい

ては多くの皆さんと議論も必要であると思いますけれども、原発からの撤退ということで自

然エネルギーに本格的に転換をしていくということで、今、街頭からの署名活動なども取り

組ませていただいているところです。 

 そして関西電力の福井県若狭湾、実は私の郷里でありますけれども、この奈良県から100

キロ圏内に入っております。その中には、関西電力の原子力発電所が11基、日本原電が２基

ということで13基ありますけれども、やはり直接近畿圏にも影響してまいりますので、関西

電力に対してもしっかり町民の立場で意見を申し上げていただきたいと思います。 

 それでは、町として自然エネルギーの採用をということで、なかなか一度には難しいと思

います。水力発電など特に川があるわけではなし、大変だと思いますが、例えば、公共施設

の屋根でありますとか、また、使っていない町有地等を活用した太陽光発電の促進などいか

がでしょうか。 

〇議長（東 充洋） 今中町長。 

〇町長（今中富夫） ちょっと前に菅さんが首相のときに、ソフトバンクの孫さんが日本国中

の遊休地、たくさんあるんだから、それを利用して太陽光発電をやれば今の原発はすべて廃

止しても十分電力は賄えるというような話から、菅首相もそういう意向でお答えをされたの

がございました。現実、それも私の個人的な意見でございますが、片方で自給率を上げよう

と言いながら、片方で遊休農地をそういうものに使えと、相反するものの考え方なのかなと

いうふうに思いながら聞いておったんですが、太陽光発電ですべての電力を賄うというもの

の考え方ではなしに、それを普及させることによって各家庭が自分の家の電気を賄えるよう
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な形になれば、自然的にそういう流れになっていくのかなというふうに私としては考えます。

それで、恐らく国も現政権も考え方としては、原発依存度を尐なくしていこうという考え方

があるわけでございますので、恐らく補助制度としてそういうものがまた新たに打ち出され

るのではないかなというふうに思うわけでございますので、そういうものをこれからも利用

しながら、太陽光発電、自然エネルギーを利用する施策をできるだけ講じていきたいなとい

うふうに考えます。 

 それと、各家庭もできるだけ、やれる家庭もやれない家庭もあるわけでございますので、

できるだけそういうものも促進ができれば、なお一層、そういうものに弾みがつくのかなと

いうふうにも考えます。 

〇議長（東 充洋） 石丸議員。 

〇５番（石丸典子） お聞きをしておきます。国でも、再生化のエネルギー買い取り法案が全

会一致で可決をされたところですので、今後、そのようなエネルギーを利用するような法を

活用したということも出てくると思いますので、また研究のほどもよろしくお願いいたしま

す。 

 それと、先ほど太陽光発電だけですべて賄うことはできないというふうな町長の発言であ

りましたけれども、確かにそうであります。いろんな研究が要りますし、節電も大事であり

ますし、もう一つ大事なことは、これまでのような生活形態とか店舗の24時間営業の店舗で

あるとか、長時間の過密労働の時間帯を見直すとかいうことも大きくかかわってきますので、

これは日本社会全体にかかわる大きな問題であり、日本の大きな課題であると思いますので、

今後もまた、議会でも取り上げ、提案をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。ありがとうございました。 

 それでは、介護保険と高齢者福祉についての項目をお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 介護保険と高齢者福祉についてでございますけれども、平成24

年度から市町村の判断により、要支援者、介護予防事業対象者向けの介護予防日常生活支援

のためのサービスを総合的に実施できる制度が創設されます。市町村、地域包括センターが

利用者の状態像や意向に忚じて予防給付で対忚するか、新たな総合サービス地域支援事業を

利用をするかを判断することになるとは聞いておりますが、国、県からの詳しい説明はまだ

通知がなされておりません。詳細な部分を確認して、住民の方々にできるだけ総合的な支援

ができ、財政上無理のない高齢者福祉事業を検討してまいりたいと考えております。 
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 以上でございます。 

〇議長（東 充洋） 石丸議員。 

〇５番（石丸典子） 介護保険の改定の大きな問題のところは、介護予防給付費の削減という

ことで、軽度の人を保険対象から外していこうというところが大きな特徴であると、私なり

に理解をいたしました。現在は、要支援１、要支援２の方については、予防給付が受けられ

る制度でありますけれども、これを市町村の判断で介護保険の会計の中の総合事業というこ

とで移行させることができるということでありますけれども、この総合事業といいますのは、

全国一律の基準に基づいておりません。市町村の判断でサービスを行いますので、これまで

のように訪問介護やデイサービスなどのように人員や施設、運営などの基準がありません。

そして財源についても、現在の地域支援事業の中に組み込まれるということですから、介護

給付費全体の費用の３％以内というふうな制限もありますので、すべてこの事業で賄うとい

うのは大変だと思われます。また、多様なマンパワーの活用ということが示されてきたと思

いますけど、その中では専門職以外に、例えば、ボランティアさんなどに任せて費用を抑え

るということも起こりかねませんので、この総合事業のところについては十分検討をいただ

きまして、これまでのように軽度の方、要支援１、２の方もしっかり保険給付で賄えるよう、

町としてご努力をお願いいたします。先ほども壇上で言いましたけれども、この介護保険制

度は、介護が必要になれば社会全体で見ていくという制度でありますから、軽度を排除する

ということであれば、ますます保険あって介護なしということでありますけれども、その点

をよろしくお願いいたします。 

 そして、提案でありますけれども、現在、上牧町の一般会計の中では、高齢者福祉という

ことで行われているのが、扶助費という形で行われておりますけれども、約22万程度行われ

ております緊急通報装置のシステムということで、その事業が行われております。町長など

財政担当者は、扶助費がこれ以上ふえないようにということもおっしゃっておられますけれ

ども、この高齢者福祉の扶助費は主に老人ホームの措置費と、あとその緊急通報システム等

となっています。これまでは、介護保険ができる以前はすべてこの扶助費の中でいろんな事

業が行われていましたけれども、介護保険と同時に介護保険の会計の中にすべて入ってきて

おりますので、本来、町が財政負担を行う事業というのはかなり縮小されてきております。

平成12年から行われておりました一般会計での配食サービスですね。高齢者、ひとり暮らし、

高齢世帯対象で行われたかと思いますけれども、これも社協委託で行われておりましたけれ

ども、食の自立支援事業ということで行われてきておりましたけれども、介護保険の会計に
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移り、自立支援の事業で材料費の徴収ということが不可能なのでということで、介護保険か

らも外されて、現在は配食サービスというのは行われておりませんけれども、例えば、ひと

り暮らしの見守り事業としての配食サービスの復活など、町としての検討が要ると思います。 

 また、高齢者の方、ひとり暮らしの方などふえてきておりまして、回らせていただきます

と、配食サービスなど前のようにあったらいいなという声もいただきますので、その辺につ

いては以前のように調理のボランティアさん、配達のボランティアさんなどを募るのは大変

というところもあるかと思いますけれども、その辺もいろんな形で研究していただきまして、

また復活のできるようお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 配食サービス事業でございますが、これは今、議員がおっしゃ

ったとおり、ひとり暮らし、高齢者を見守る観点からこういう福祉事業は大変重要なことで

はと考えます。また、以前よりもおっしゃったとおり、ひとり暮らしの方々も増加しており、

利用者も以前よりはふえるのではとも考えられます。この件は、社会福祉協議会ともう一度

相談をしたいと思います。以前はボランティアさんにお願いしていたと思うんですが、実施

に当たってはやはりいろんな課題があるのではと考えます。やはり食べ物ということで食当

たりの問題、事故の問題、調理、配達の問題を含め、総合してボランティアさんで実施する

のか、安全面、確実面を考慮して業者に完全委託にするのか、事業数の問題もございます。

もちろん財政面の状況もございますが、いろんな形で検討が必要かと考えます。先ほども申

し上げましたが、まず詳細を確認いたしまして、それと社会福祉協議会とも相談をさせてい

ただき、またご報告をさせていただきたいと考えております。 

〇議長（東 充洋） 石丸議員。 

〇５番（石丸典子） 十分検討いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 それでは、最後の大型店舗出店に関してのその後の経過の説明をお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） 経過ということでございます。昨日も他の議員の質問で答えさ

せていただいておりますけれども、６月の議会で私の経過説明で、９月の上旪に上牧町の方

へ事前協議が出されると聞いておりましたけれども、予定近くになってもなかなか協議の準

備が進まないので問い合わせたところ、事業者の方から県の方で尐し手間取っているという

ことで聞きました。それで、８月25日に調整会議を上牧町で行いまして、その時点で今、皆

様のお手元に配付させていただきました新町三軒屋地区における開発計画図というものが出
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てまいりました。出店業者の説明によりますと、県の指導で住宅開発の部分についても、今

回一体開発として認めると。申請をそういう形に変えよという指導があったので、設計図書、

申請図書の変更に手間取っているという説明がございました。そういったことですべてのこ

とが約１カ月ぐらいずれてきているということでございます。オープンの予定に関しまして

は、平成25年の春は変わらないということでございます。 

〇議長（東 充洋） 石丸議員。 

〇５番（石丸典子） 幾つかお伺いしたいと思いますけれども、業者との事前協議は10月ごろ

ということで、１カ月ぐらい延びるということでありますけれども、５月27日に上牧町と出

店業者代表との口頭での基本合意がされておりますけれども、この基本合意の内容は変更は

ありませんか。その点はおわかりでしょうか。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） 町に対して事業の負担金といいますか、協力金と申すものは３

億900万という数字は変わっておりません。その他のいろいろな細こい打ち合わせにつきまし

ては、業者側、町側ともそれぞれ協定書なりの文を策定いたしまして、両者すり合わせて検

討していくということになっております。 

〇議長（東 充洋） 石丸議員。 

〇５番（石丸典子） 口頭での基本合意の内容は、基本的に変わらないということをお伺いし

ました。それと、今後の予定ですけれども、先ほど壇上でも言いましたけれども、今回、店

舗だけでなく、住宅も同時に開発ということになりましたけれども、地域住民だけにとどま

らず、町住民に対する事業の説明等、また環境問題等、不安な問題への対忚はどのような形

で行われますか。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） まず、店舗の建設に伴います大規模店舗立地法でございますけ

れども、それの分の説明は12月に予定をしております。ただ、今回の住宅地の増加分につい

ての説明については、現時点ではまだ計画しておりません。 

〇議長（東 充洋） 石丸議員。 

〇５番（石丸典子） きょう、資料を出していただいたんですけれども、以前は三軒屋地区計

画というふうなタイトルでありましたけれども、今回、新町三軒屋地区における開発計画図

ということで、以前の地区計画という形はもうなくなったということですか。地区計画にプ

ラス住宅開発というふうな理解でよろしいですか。あと、住宅の戸数等もご説明をお願いし
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たいと思います。 

〇議長（東 充洋） まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長（西山義憲） 地区計画でございますが、地区計画につきましては、店

舗部分につきまして地区計画を設定しております。ですから、宅地部分につきましては、そ

の他、除外部分でございます。 

〇議長（東 充洋） 石丸議員。 

〇５番（石丸典子） 戸数は。 

〇議長（東 充洋） まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長（西山義憲） 宅地部分のご説明でございますが、宅地144区画、平均で

すが、183平方メートル、坪数に直しますと約55坪ぐらいになろうかと。区画の道路でござい

ますが、道路部分につきましては、６メートルを計画されております。それと、公園１カ所

を計画されておりまして、面積にいたしまして1,274平米、集会用地１カ所も計画されている

ということでございます。 

〇議長（東 充洋） 石丸議員。 

〇５番（石丸典子） きょう、計画図いただきましたので、余り中の詳しいところまでこの場

では控えさせていただきますけれども、要は住民さんへの説明ですね。12月に大型店舗に関

する説明ということで、これまでの地区計画に関する説明が行われるということであります。

全体の説明ということでは、事前協議が終わってからという理解でよろしいですか。12月の

時点で全体の計画もご説明いただけるという理解でよろしいですか。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） まず、この部分についての都市計画街路等の関係でかなりタウ

ンミーティング等、町長の方も説明してまいりまして、６月議会の形でほぼ終了したという

形の考え方でもっております。今回、また新たに住宅地が出てきたわけでございますけども、

今のところ、この部分についての説明会というのは考えておらないところでございます。 

〇議長（東 充洋） 石丸議員。 

〇５番（石丸典子） この住宅地の当該地はほとんど山林のような状況で、一部三軒屋地区に

隣接してくるかと思いますけれども、直接、居住者のところには影響はないかもわかりませ

んけれども、例えば、ゆりが丘、滝川台等の住宅地とを道路が開通しますと、いろんな面で

影響も出てくると思いますので、ぜひ、全体の計画の住民説明会をお願いしたいと思います。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 



 －131－ 

〇都市環境部長（外川武彦） 事前協議が出てきましたところで、また検討させていただきま

す。 

〇議長（東 充洋） 石丸議員。 

〇５番（石丸典子） よろしくお願いいたします。 

 最後にもう１点、確認をさせていただきたいと思いますが、この今回の計画書は、以前、

何年か前に出てきました三軒屋地区区画整理事業にほぼ合致をする住宅地の開発だと思い

ますけれども、この住宅地に抱える公社用地ですね。どのようになっておりますか。以前は

特定土地で２カ所ほど土地開発公社の用地がこの中に含まれていたかと思いますけれども、

その点についてご説明をお願いいたします。わかる範囲で結構です。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） ちょっと資料を持ち合わせていないのでございますけれども、

この中には、公社の特定土地としてもう売却済みになっている土地がほとんどでございます。 

〇議長（東 充洋） 石丸議員。 

〇５番（石丸典子） 一部、開発時に半額が入るという用地はここに入っていた分ではなかっ

たんですか。この店舗用地の南の方のあたり。そのように、ちょっと記憶をしていたんです

けれども。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） 売却済みと申し上げましたのは、今、議員がおっしゃったよう

に、これが開発が終わりましてから、残りの残金をもらうという形で契約をしております。

仮契約はやっておるんですけども、すべてのお金をもらったわけではございません。開発が

終わりましたら、残金をもらうという契約になっております。特定土地として、一忚売買契

約を結んでいるということでございます。 

〇議長（東 充洋） 石丸議員。 

〇５番（石丸典子） 以上、お聞きしておきたいと思います。いずれにしましても、この開発

のところについては、そもそものところは住民参加でまちづくりが進んでおりませんので、

この計画に当たっては全容の説明を十分、全町民対象に行っていただきますよう、そして、

住民の交通安全対策と交通渋滞の問題等、住民の意見にもしっかり耳を傾けていただきます

よう、よろしくお願いいたしまして、質問を終わります。 

ありがとうございました。 

〇議長（東 充洋） 以上で５番、石丸議員の一般質問を終わります。 
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 暫時休憩といたします。再開は１時再開といたします。 

 

    休憩 午前１１時５１分 

 

    再開 午後 １時００分 

 

〇議長（東 充洋） それでは、再開いたします。 

 

                     ◇                    

 

          ◇長 岡 照 美 

〇議長（東 充洋） 次に、２番、長岡議員の発言を許します。 

 長岡議員。 

          （２番 長岡照美 登壇） 

〇２番（長岡照美） ２番、公明党、長岡照美でございます。 

 初めに、このたびの台風12号の豪雤では、県内の五條市や十津川村、また隣の和歌山県に

も甚大な被害をもたらしました。13日現在で、奈良県、和歌山県で52名の方がお亡くなりに

なられました。皆様に心より哀悼の意をあらわすとともに、被災された皆様に心よりお見舞

いを申し上げます。また、行方不明の方も31名と発表がありました。１分１秒でも早く発見

できますようにと祈るばかりでございます。避難生活を余儀なくされている住民も多くいら

っしゃいます。できる限りの支援をしていきたいと思っているところでございます。 

 それでは、ただいま議長のお許しをいただきましたので、通告書に従いまして一般質問を

させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 本日は３点についてお伺いいたします。質問事項の１つ目に、子宮頸がん予防ワクチンに

ついてでございます。若い女性に急増する子宮頸がん対策として、公明党は乳がん、子宮頸

がん検診無料クーポンや、予防ワクチンの公費助成の推進を行ってまいりました。厚生労働

省が2007年に実施した国民生活基礎調査では、子宮頸がんの検診受診率は21.3％で、20歳代

では11％という極めて低い結果がありました。20代、30代の女性が発症するがんの中で第１

位あります。日本では１日10人が子宮頸がんで亡くなっています。ワクチン接種と定期的な

検診の受診により、ほぼ100％予防できます。子宮頸がんワクチンや小児用肺炎球菌ワクチ
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ン、ヒブワクチンの接種につきましては、23年度の単年度事業となっております。 

 本日は子宮頸がんワクチンについてお伺いいたします。上牧町でも中学１年生から高校１

年生の年齢の女子にワクチン接種の公費助成をしていただいているところでありますが、女

の子を持つ保護者から、子宮頸がん予防ワクチンの公費助成の継続について問いかけられま

す。そこで１つ、24年度の取り組みについてお伺いいたします。また、２つ目に子宮頸がん

予防ワクチンが途中、品薄状態とのことで、接種時期を待っていただかなくてはいけない状

態があったと伺いましたが、上牧町での対忚をお伺いいたします。 

 質問事項の２つ目であります。１つに、母子健康手帳についてお伺いいたします。上牧町

での母子健康手帳は、妊娠期から出産までの妊婦の健康状態やアドバイス、そして出産時の

大切な事項、出生日や時間、生まれた施設や病院、出産後は予防接種や成長の記録を６歳ま

で記入するようになっています。この母子健康手帳について、大阪市では小学校から成人に

至るまでの健康記録ができるようになり、ことし４月から配付されております。上牧町でも

成人まで利用できる取り組みをお願いしたいところでございます。 

 ②で特定健診受診時に配付の40歳以上を対象とした健康手帳でありますが、大変有益な健

康情報がたくさん掲載されております。ぜひとも幅広い年齢層の方々に配付をし、健康管理

をしていただきたいと思います。成人から高齢まで利用できる健康手帳にしていただける取

り組みについてお願いいたします。 

 ③に、この２つの健康手帳、母子健康手帳と健康増進法の健康手帳の連携で、胎児から高

齢までの皆さんの一生を通して記録する健康パスポートができます。その取り組みについて

お伺いいたします。 

 質問事項の３つ目であります。災害時の避難対策についてお伺いいたします。災害時の避

難所については、小学校、中学校、コミュニティー施設、公民館、老人憩の家等の公共施設

などが避難所、収容施設に指定されておりますが、こうした施設の耐震性が必ずしも確保さ

れないまま、指定している場合があるのではないかと心配しているところです。地震の影響

で破壊し、利用できない状態が危惧されております。そこで、①避難所としての基準をお伺

いいたします。次に、②で耐震性が確保されない施設についてはどのようにお考えかお伺い

いたします。③といたしまして、上牧町におきましては、子どもたちを守るための学校施設

の耐震化は完了しております。また災害対策本部になる庁舎の耐震診断も今後され、耐震工

事をしていかれると思いますが、収容避難所指定にされている公共施設の耐震化計画をお伺

いいたします。 
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 私の質問事項は以上でございます。再質問につきましては質問席で行わせていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 長岡議員。 

〇２番（長岡照美） まず、１点目の子宮頸がん予防ワクチンの24年度の取り組みでございま

すが、上牧町ではことし４月１日から来年３月末までの事業であります。この子宮頸がんワ

クチンは、2009年に販売が始まりまして、これまで接種を受けた方が国では約238万人と推計

されております。まず初めに、上牧町でも状況、対象者、また受診票配布の方はわかってお

りましたら、まずそれをお伺いしまして、来年度の取り組みをお話いただけたらと思います。

よろしくお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 生き活き対策課長。 

〇生き活き対策課長（吉川師郎） まず初めに、対象者でございますけれども、中学１年生か

ら高校１年生までの合計で475名おります。その中で８月末現在でございますが、160人の方

が受診されております。 

〇議長（東 充洋） 長岡議員。 

〇２番（長岡照美） 細かいことになるんですが、この160名の方に受診票を渡されているとい

うことで、これはまだ３回接種が終わっていない方も全部含めてということですね。 

〇議長（東 充洋） 生き活き対策課長。 

〇生き活き対策課長（吉川師郎） ７月から始めたところでございますので、まだ１回目を受

けられた方ということでございます。 

〇２番（長岡照美） はい、わかりました。それでは、24年度の取り組みをお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 子宮頸がん予防ワクチンの接種につきまして、24年度の取り組

みということでございますが、これに関しましては、奈良県、国の意向を再三確認しており

ますが、９月、今の時点で国、県の方針が定まっておりません。したがいまして、上牧町の

方針もまだ定まっておらない状況でございます。今後、国の動向を確認しながら対忚してま

いりたいと考えております。 

〇議長（東 充洋） 長岡議員。 

〇２番（長岡照美） まず、この事業は今年度限りということで、まだ来年の見通しが立って

いないというお話であったと思います。これはまず、３回接種でワクチンのきき目があると

いうことなので、来年３月までとなると、この９月にまず１回目を受けていただかなければ、
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来年３月、初回、今月受けていただきましたら、来月に２回目で、半年後というのは来年３

月に３回目の接種ということで、この３回でしたら公費助成が受けられるということですが、

この９月、10月、11月と受診の申し込みといいますか、そういう方がある場合はどのように

対処されますか。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） おっしゃったとおり、今月末、９月に接種をしていただければ、

次回が10月末、最終が３月末という接種となりますので、今月中に受けていただければ一番

いいんですけども、もし何らかの理由でずれた場合、これ、１回１万6,000円という金額、個

人負担となりますので、今の状態ではそのような形となるんですけれども、この問題、スタ

ートが品薄状態ということもあって、始まりがおくれておりますので、その部分については、

僕個人としての考えなんですけども、検討すべき部分があるのではないかと考えております。

３月終了しても、この部分は何回も言いますけど僕個人の考えなんですけども、町の責任に

おいて、やっぱり最後の分はすべきじゃないかと考えております。 

〇議長（東 充洋） 長岡議員。 

〇２番（長岡照美） 今、部長、おっしゃっていただきました件で、最終に第１回目をいつま

でに受ければ、部長個人の考えとおっしゃいましたが、公費助成として取り扱っていただけ

るのか、お伺いいたします。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 今、担当課の方にも、とにかく今月中に受けていただくように、

まずＰＲをしてほしいと。できればそれが一番望みなんですけれども、とにかくあとしばら

くでございますけれども、とにかく今月中に第１回目をしていただくように、まずＰＲを努

力したいと考えております。 

〇議長（東 充洋） 長岡議員。 

〇２番（長岡照美） 今、部長おっしゃいましたように、今月に受ければ、通常で来年３月に

３回目を受けますので、確実な公費助成はしていただけるわけなんですね。ただ、今部長が

おっしゃったように、発売と言うか、受診がおくれているので、そのおくれている部分を第

１回目をいつまでに受ければ、公費助成を認めてもらえるのか、お伺いしたいんです。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 一番最初に申し上げましたとおり、全体的な町の方針、24年度

どうするかというのが現時点で決まっておりませんので、僕、先ほど申し上げましたのは、
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例えば、２回、今年度に受けておられて、最後の１回が来年度にもつれ込んだ場合ですね。

例えば、10月に受けられた。そしたら、最後は来年の４月になりますよね。その場合に、そ

の４月、現状で行きますと個人負担をしていただかなければならないと。その分に関しては、

僕個人的に考えておりますのは、かわいそうだと。その１回部分はやっぱり町の方で見なけ

ればならないのかなということで、さっき申し上げたんです。ただ、全体としての考えは、

やはりまだ決まっておりませんので、国、県の状況を見て、24年度全体をどうするか。これ

は国と県の状況を見てから考えたいということでございます。 

〇議長（東 充洋） 長岡議員。 

〇２番（長岡照美） はい、わかりました。やっぱり住民の生命と健康を守るというワクチン

接種でありますので、私はやはり恒久的に実施すべきだと考えております。それでは、よろ

しくお願いいたします。 

 それでは、次、お願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） ２番目の件でございます。子宮頸がん予防ワクチンの品薄状態

につきましては、住民の皆様に多大なご迷惑をおかけいたしました。上牧町では、国が接種

勧奨を差し控えた時点から、子宮頸がん予防ワクチンを希望される保護者の方々、またご本

人には品薄状態であることを、誠意を持ってご説明をさせていただき、接種勧奨の差し控え

が解除された時点で、ご連絡を差し上げるということをお伝えいたしておりました。そして、

平成23年７月10日に、高校１年生の女子の接種勧奨差し控えが解除され、それまでお問い合

わせをいただいていた方全員に電話等でご連絡をさせていただきました。また、平成23年７

月20日、中学１年生から中学３年生の女子の接種勧奨差し控えが解除され、これもお問い合

わせをいただいていた方全員に電話等で連絡をさせていただきました。そして、平成23年７

月21日、中学１年生から高校１年生の方々に、子宮頸がんワクチン助成についてというハガ

キを全員に送付させていただきました。これは、接種期間や接種スケジュール等、わかりや

すく記載したものです。また、これをホームページには随時更新をし、最新の情報を提供で

きる形に努めておりました。 

 以上でございます。 

〇議長（東 充洋） 長岡議員。 

〇２番（長岡照美） はい、わかりました。もう丁寧に電話等で連絡をしていただけたという

ことで、安心しておりました。 
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 それでは、次にまいりたいと思います。次は母子手帳について、お伺いいたします。まず

初めに、この母子手帳、上牧町ではとてもかわいらしい絵柄の手帳になっておりますが、親

が我が子のことを思って優しい気持ちで子どもの成長を記録できるようになっております

が、母子手帳の見直し等はされているのか、教えてください。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） この母子健康手帳は出産までの母子の健康状況や、出産時の記

録、出産後の予防接種や成長状況を記入するもので、幼稚園や保育所、小学校に入園、入学

されるときにも使用されることもあり、大変大切な記録手帳であると思っております。 

 三重県では、現在、予防接種の記録に関しまして、多くの任意予防接種が新たに加わった

こともあり、小児科医師会や各市町村では母子健康手帳の予防接種欄を改編される取り組み

をされていることを受けまして、奈良県健康づくり推進課の方でも取り組みを開始されたよ

うに聞いております。現在、当町の母子健康手帳は、国の記載内容に基づいた形で作成をい

たしております。議員ご提案の小学校から成人に至るまでの健康記録ができる母子健康手帳

につきましては、貴重なご提案かと考えます。すぐにとはまいりませんが、母子心理にも母

親のご意見等も聞かせていただいて、また国、県の状況も確認しながら改編していく必要が

あるのかなと考えます。 

 ただ、１つなんですけども、在庫のこともございます。金額的な部分もございます。現在、

１冊166円で購入をいたしております。大量印刷であれば安価の部分も考えられますけども、

年間130冊なんですけども、原版をつくりかえて130冊の印刷では、単価がかなり大きくなる

のではと考えております。また、毎年改定される部分もございますので、現在の納入業者と

一度相談をしてみたいと考えております。見積もりをとって、その上で検討したいと考えて

おります。 

〇議長（東 充洋） 長岡議員。 

〇２番（長岡照美） 県の方でも改善を考えていらっしゃるということでお伺いをさせていた

だきました。尐し母子健康手帳についてお話させていただきますが、私は先日、大阪市、ま

た愛知県の小牧市が独自の母子健康手帳を作成すると聞いて行ってまいりました。大阪市で

は、成人までの健康記録ができるようになっております。また、愛知県の小牧市においては、

中学３年生までですが、独自の母子健康手帳をつくっているということで、以前、その取り

組みがＮＨＫでとても反響があったということを聞きまして、母子健康手帳を見せていただ

きました。その母子健康手帳の取り組みの１つでありますが、母親と子どもを地域で、また
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関係機関で連携をとって成長をするまで見守っていくという取り組みをされておりまして、

この母子健康手帳の名称も親子健康手帳という名前に変更して交付されております。また、

この中身、内容につきましても検討されておりまして、これまで母子健康手帳は体の発達面

の記録とか、体の記録が中心でありましたが、やはり育児書であるとか他のお子さんの成長

と比較をしてとても不安になっているお母さんを見られて、体だけじゃなくて親が我が子に

心を教えることの大切さを内容に取り入れられておりました。例えば、生後１カ月のページ

では、「赤ちゃんはなぜいっぱい泣くの」ということで、本当に初めてお子さんを持たれた

お母さんは、とても不安になるかと思いますが、そのお母さんの問いかけに、「赤ちゃんは

お父さんやお母さんが笑顔で話してくれたり、いっぱい触ってくれたりするととてもうれし

いのです」というアドバイスが書かれてあり、また、ここでは親子健康手帳と言いますので、

言わせてもらいますが、各年齢のページにすてきなアドバイスとともに、お父さんである、

またお母さんからのメッセージを各年齢のページに記入するようなところがございました。

また、成人を迎えてお子さんへの成長記録としてプレゼントをするということも書かれてあ

り、とても素敵なことだなと思いました。 

 上牧町におきましても、愛情たっぷりの母子手帳を成長した子どもにプレゼントできるよ

うに、また、子どもがその成長の記録の手帳を見て、こんなに大切に思われていたのかと思

えるような母子健康手帳の作成をお願いしたいと、このように思うところであります。その

点はいかがでしょうか。内容面についてです。すみません。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） また、私も担当課長も今おっしゃった大阪市、小牧市の健康手

帳、参考にさせていただいて、今おっしゃった部分、十分検討したいと。さっきちょっと私、

言いました、金額的なこともございますけれども、十分検討したいと考えております。 

〇議長（東 充洋） 長岡議員。 

〇２番（長岡照美） よろしくお願いいたします。 

 続きまして、次に、またこれずっと関連するんですが、40歳以上の方に配付しております

健康手帳についてお伺いいたします。 

 まず、この手帳はどのように今、活用されているのか、お伺いいたします。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 健康手帳につきましては、新40歳になられた方を対象に個別郵

送をいたしております。また、生き活き対策課窓口、保険年金課窓口、片岡台出張所窓口で
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も随時発行いたしております。町が行っております集団がん検診などの折には、検診の記録

を記載させていただき、ご自身の健康管理のために長く利用されることをお勧めさせていた

だいております。また、住民の方々にも、各種検診に健康手帳を持参され記録を希望される

方も大変多く、健康手帳をうまく利用なされております。 

 それから、健康手帳の活用方法がわからない方のために、毎年５月の『広報かんまき』に

おきまして健康手帳の利点やご自身の健康管理をしていただく大切さについて記載をさせ

ていただいております。健康手帳は、自身の健康管理をする上におきまして、大変貴重な部

分でございます。対象年齢の拡大というご意見でございますが、若年層の健康管理、自己管

理も大切なことであり、生き活き対策課の取り組むべき部分であると認識いたしております。

この件につきましては、前向きに検討してまいりたいと考えております。 

〇議長（東 充洋） 長岡議員。 

〇２番（長岡照美） 今、健康手帳の活用方法であるとかをお伺いいたしました。先ほどの妊

婦健診のときもお話しましたが、この健康手帳、大阪市では「すこやか手帳」ということで、

20代、30代の若い方にも活用できるようにしております。また、成人式にこのすこやか手帳

を配付されて、成人の自覚とともに自分の健康にも関心を持ってもらう機会にしているそう

であります。 

 上牧町での健康手帳もためになる健康情報がたくさん掲載されておりますので、ぜひとも

幅広い年齢層に配布をしていただきたいと思います。 

 そこで、健康手帳の中で、追加項目といたしまして、がんの恐さやがん検診の有効性をわ

かりやすく解説したり、また、エイズや大麻、女性がスタイルを気にしたやせ等を追加して

いただきまして、20代、30代、40代と節目節目で役立つ情報を盛り込んでいただければ、幅

広い年齢層の健康教育にも役に立つのではないかと考えるところであります。この生活習慣

というのは若いころから形成されて、一度つくられた生活習慣というのは、変えるのはなか

なか大変難しいことと思いますので、20代、30代の若い人にこそ、正しい健康情報を伝えて

いくことが重要かと思います。 

 そこで、健康手帳についても、20代、若い方から高齢の方まで使えるように、拡充をして

いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（東 充洋） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（塚 尚起） 成人からとなりますと、内容にもかなり改正部分が生じると思

います。しばらく期間をいただき、内容、また先ほどの件で言いましたけども、金額につい
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ても、これも１冊103円で買っているんですけれども、年間600冊、今配布しているんですけ

ども、また金額についても、かなりこれは大きくなると思いますので、その分も含めて内容

も含めて、ちょっと検討したいと考えております。 

〇議長（東 充洋） 長岡議員。 

〇２番（長岡照美） ありがとうございます。先ほどの母子健康手帳と、また、この健康手帳、

２つですべての年齢の方の健康をサポートすることができると思いますので、ぜひご検討い

ただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、次にまいります。よろしくお願いいたします。 

〇議長（東 充洋） 長岡議員。 

〇２番（長岡照美） それでは、次に災害時の避難所についてご答弁をよろしくお願いいたし

ます。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） まず１点目の避難所の基準についてお答えいたします。これにつき

ましては、市町村の防災計画の中で指定しております。本町の場合、既存の公共施設等の建

物を利用するということで位置づけをしております。今、この２番、３番にもかかわる部分

ですねんけども、この１番に対して、指定の中で耐震化をと多分お聞きの部分だと思うんで

すけども、基本的には防災計画の中では、耐震化が済みなのか、まだなのかという形での基

準による避難所の指定区分はしておりません。あくまでも公共施設を避難所ということでご

ざいます。 

〇議長（東 充洋） 長岡議員。 

〇２番（長岡照美） 今、お伺いしました、耐震化が避難所としての基準にはなっていないと

いうところでお伺いさせていただきましたが、本当に見るからに老朽化をしている施設等も

ございます。１つ例を挙げさせていただきたいのが、米山の老人憩の家の件でございます。

１つの例としてお伺いさせていただきたいんですが、この老人憩の家は週四、五日老人の方

が本当によく利用をしていただいております。ただ、この施設も老朽化でもう傾いていると

いうことで、住民さんがみずから危険だなということで、傾き加減を調査しております。こ

れはやはり行政の仕事ではないのかなと思うところなんですが、この点についての対忚と言

いますか、今後のこういう老朽化の補修とか補強ということは考えられてはいませんか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） まず、防災計画の中で避難所としてどうするのかという部分と、今、
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おっしゃっている公民館、集会所等の老朽化による改修をどうするのかと、ちょっと分けて

お話させていただきます。まず、通常の平常時における公民館、集会所の補修等につきまし

ては、補修補助金交付要綱というものが以前からございます。その中に金額によって段階を

設定いたしまして、補助をしております。それは通常の経常経費的な修理、エアコンが壊れ

ましたとか、カーテンが古くなってだめですとか、そういう通常、老朽化して経常的に費用

化しなくてはならない部分で、細かい部分での補助金制度ということでございます。今、お

聞きの躯体、要するに骨組みとなる基礎的な部分につきましては、従来より町の方で内容を

検討いたしまして、町の方で改修しているというのが現状でございます。 

〇議長（東 充洋） 長岡議員。 

〇２番（長岡照美） じゃ、米山公民館に限らずですが、危険だなという場合は行政に要望す

れば、その対忚はしていただけるということでよろしいんですか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） まず、その改修がベストなのか、それとももう改修するような状況

ではないのかという部分も当然ございますので、それは施設を見て検討しなくてはならない

と思っております。それと、もう１点、今、ご心配いただいております、災害が起こった場

合はどうなのかという部分でございます。基本的にはまず、災害が起こりますと町の方から

避難、また予告、指示、いろいろ出すわけなんですけども、その中でまず、一時避難場所、

要するに広場、公園、グラウンド等々、まずそこに避難していただいて、災害の状況を確認

していただくと。その中でもし大きな火災とか、地域でいろんな災害が起こった場合、それ

からまた広域な避難所という形で避難していただく場合。今、おっしゃっている避難所、要

するに一定の災害が起こりますけれど、その避難所が何ら障害がない状況であれば、そこに

避難していただく。それともう１点、災害が思ったほど大きくなければ、自宅がそのままで

あれば帰っていただくと、この３つの選択がございます。その中の１つで、避難所がその段

階で崩壊した場合は、学校施設、またほかの施設等がございます。災害が起こった場合は、

それをあくまでも利用するんじゃなしに、一時避難していただいて、その中で検討していた

だく、考えていただく。また町からの指示ということでございます。だから、今、おっしゃ

っている、できるだけ災害が起こってもそこが避難所として使える状況でということであれ

ば、いろいろこれからの中で当然耐震化の診断もしなくてはいけませんし、その耐震化の診

断をした上で耐震化の工事をしなくてはならないという部分がございますので、その順序、

財政的なもの、いろいろ勘案しないと時期的なものはちょっとできないんですけども、あま
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りにも老朽化している場合につきましては、また相談に乗っていきたいと思いますので、い

ろいろご意見いただければ、検討させていただきます。 

〇議長（東 充洋） 長岡議員。 

〇２番（長岡照美） はい、わかりました。ただ、住民さんは収容避難所という指定になって

いるということで、災害のときはここに来れば大丈夫なんだという認識で、各自治会自主防

災等共助の部分で考えていらっしゃると思います。そういうことで、今部長がおっしゃった

ようなことですと、やはりその辺の周知をしっかりとしていただかなければいけないんでは

ないかなと思っているところであります。また、３.11の東日本大震災や先日の台風12号等、

本当に身近なもの、すぐそこにあるものとして本当住民さんはとても危機感を持っていらっ

しゃいますので、その辺の配慮をよろしくお願いしたいとおもいますが、いかがでしょうか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 私、先ほど説明させていただきましたように、まず安全な場所に避

難をするという、これが基本でございますので、今おっしゃっている避難場所が被災をして

崩壊する、これはないということも絶対言えません。当町だけじゃなしに、他の市町村、ま

た県もそうなんですけども、その避難場所が耐震度があるという形ですべて網羅していると

ころはほとんどございません。当町も15カ所ぐらいの昭和56年以前の建物がございますので、

近隣市町村、また県下、国自身もすべて避難場所が耐震化が済んでいるという状況ではござ

いませんので、今おっしゃっている部分が一番の課題でございますので、早急に耐震化の診

断をする、その中でどうするのかという判断をしていきたいと思います。先ほど言いました

ように、まず避難は安全な場所に避難していただく、これが基本と思っております。 

〇議長（東 充洋） 長岡議員。 

〇２番（長岡照美） はい、わかりました。ありがとうございました。 

 以上です。ありがとうございました。 

〇議長（東 充洋） 以上で２番、長岡議員の一般質問を終わります。 

 ２時まで暫時休憩といたします。再開は２時といたします。 

 

    休憩 午後 １時３８分 

 

    再開 午後 ２時００分 
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〇議長（東 充洋） それでは、再開いたします。 

 

                     ◇                    

 

          ◇木 内 利 雄 

〇議長（東 充洋） 次に、６番、木内議員の発言を許します。 

  木内議員。 

          （６番 木内利雄 登壇） 

〇６番（木内利雄） ６番、木内利雄でございます。通告書に従い、質問を行わせていただき

ます。 

 質問内容は、１点目がまちづくりについてであり、このことに関しましては、次の３点に

ついてお伺いいたします。その１点目は、新町三軒屋地区における大型商業施設建設計画、

その後の進捗状況について伺います。その２点目でございますが、本年夏に設置されました

熱中症対策であるシェルターの利用状況と今後についてお尋ねをいたします。その３点目は、

廃墟の対策についてであります。 

 次に、２点目は、奈良県消防の広域化について、町当局の考え方などについてそれぞれお

伺いをいたすところでございます。 

 質問事項は以上でありますが、一言触れさせていただきます。このたびの台風12号による

記録的豪雤の影響で、奈良県、和歌山県、三重県など紀州半島を中心に大きな被害が発生、

死者、行方不明者も多数に及んでいます。また、これまで奈良県内で確認された16の土砂ダ

ムのうち、決壊の恐れがあるところも数カ所あると報道されていますが、大事に至らないこ

とを祈るばかりでございます。最後になりましたが、残念ながらお亡くなりになられた方々

には、衷心よりご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様方には１日も早いご

回復、復旧を願い、お見舞いを申し上げるものでございます。 

 それでは、質問内容に入らせていただきます。 

 最初に、まちづくりについての１点目であります。新町三軒屋地区における大型商業施設

建設計画について、その後の進捗状況について、まず答弁を求めます。 

 次に、熱中症対策シェルターに関し、まずは利用状況について答弁をいただき、再質問は

その後に行わせていただきます。 

 次に、廃墟の対策についてお伺いいたします。このことにつきましては、もう尐し詳しく
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説明をさせていただきます。恐縮ですが、私が居住している松里園地域の例を申し上げます

と、私の自宅近隣でも６軒が空き家となっています。その理由は高齢者のひとり暮らしがあ

ったことが６軒のうち４軒は明確になっております。新しい住宅地が開発された後、30年な

いし40年を経過すると、どこの地域でも同様な現象が起こり得るのであります。つまり、30

歳代もしくは40歳代で家を購入、その後、三、四十年が経過すれば、当然のこととしてであ

りますが、その人はおおむね70から80歳代となります。先ほど申し上げた空き家４軒のうち

２軒について、もう尐し具体的に申し上げますと、１軒のＡさんは、女性のひとり暮らしで

ありました。高齢となり、日常生活が困難となったために奈良市内のご子息のもとに行かれ

たわけでございます。もう１軒のＢさんは女性でひとり暮らしでしたが、数カ月前に残念な

がらお亡くなりになられました、というものでございます。 

 以上のように、空き家になると、庭木や雑草の問題、また、猫等が住み着く、また、防犯

や安全面の問題等々が近隣住宅に迷惑をかけることとなります。そして、最も今回、取り上

げさせていただいている課題、問題となるのは、空き家になってからそのままの状態で放置

され、一定の歳月が経過すると、いわゆる廃墟状態となるのでございます。 

 そこで、まずお伺いしますが、本町の条例に今申し上げた廃墟に対処するものが存在する

のか否かについて、まず答弁を求めたいと思います。 

 次に、奈良県消防の広域化について、お伺いいたします。本県では、2009年４月に消防広

域協議会を設置し、2013年４月の広域化の実現を目指し、それぞれ取り組みをされていると

ころであります。そこで、まずは本件に関し、今中町長の考え方、姿勢についてお伺いいた

します。同様なことを西和消防組合を構成する本町を除く６町の考え方、姿勢についてはど

のようになっているのか、また、西和消防組合の考え方、姿勢についてそれぞれ答弁を求め

るものでございます。 

 質問事項、内容は以上でございますが、再質問は質問者席で行わせていただきます。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） 出店の進捗状況について、お答えいたします。 

 まず、９月末に奈良県の土地利用調整会議が開催される予定でございます。その後、町へ

の開発事前協議が10月ごろ提出されるであろうと。順によって開発許可申請が12月ごろにな

る、開発許可の認可が順調に行けば１月中ごろ、そして、それを受けて工事の着手予定が２

月の初旪ということに聞いております。また、店舗のオープンにつきましては、平成25年の

春ごろというふうに聞いております。 
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 当初、私、６月議会で木内議員の質問に、９月上旪に上牧町の方へ事前協議が出てくると

いう回答をしておりましたけども、約１カ月おくれております。先の議員の質問にも回答さ

せていただいたんですけれども、こういう資料をお配りさせていただきまして、住宅地の開

発が一体開発として県の指導のもとで提出するという計画変更があって、その部分の図書等

の再提出、あるいは書きかえ、協議ということで約１カ月おくれるということで、８月25日、

業者との会議の中で初めて明らかになったわけでございます。そのときにこういった図面が

出てまいりまして、我々としては本当にその県の方が認めて開発ができるのかなという、逆

に心配をしておりました。 

 以上が進捗状況でございます。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） それで、本事業に関して、私も６月議会でも申し上げたかなと思うんで

すが、一般財源分の相当額、３億900万円、このことに関しましては同意がとれたのか、まだ

そこもペンディング、保留になっておるのか、そこら辺はいかがですか。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） 金額については変わっておりません。ただ、両者の方で文書の

案といいますか、協定書の文面を作成しようということで、今現在すり合わせをする前段階

でございます。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） つまり、こういうふうに受け取ったらいいんですか。３億900万円に関し

ては、両者合意ができていると。それの文書づくりを、契約文書と言うんですか、その文書

づくりを今やっている。要は、３億900万円に関しては両者それぞれ承認、合意は得ていると

いう理解でよろしいでしょうか。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） はい、そういうことでございます。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） それじゃ、それは承っておきます。それで、本日、資料提出をいただい

て明らかになったんですが、144戸、これ、事業主はどちらなんでしょうか。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） 村本建設でございます。 

〇議長（東 充洋） まちづくり推進課長。 



 －146－ 

〇まちづくり推進課長（西山義憲） すみません。申しわけありません。株式会社ツーワンと

いうところでございます。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） 前株のツーワンか。片仮名で「ツーワン」なんですか。ワンツーじゃな

いよな。ツーワン。 

〇議長（東 充洋） まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長（西山義憲） はい、片仮名の「ツーワン技研株式会社」と聞いており

ます。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） もう尐し会社の所在地、代表者名、要は会社概要について、お話をくだ

さい。 

〇議長（東 充洋） まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長（西山義憲） 所在地でございますが、大阪市中央区南船場２丁目４番

８号、代表取締役、中村俊之でございます。申しわけありません。聞いております会社概要

なんでございますけれども、旧の村本不動産が名前が変わったと聞いております。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） とりあえずこれで県は承認を、一括二物件ですね。我々から見まして二

物件、これで開発申請を受理したと言うんですか。認めるという方向で伺っておってよろし

いんでしょうか。 

〇議長（東 充洋） まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長（西山義憲） 県の方は当初、さきの議員でもお答えしたんですが、土

地利用調整会議に諮るということでございましたが、当初は店舗部分だけという形で、大型

小売店の土地利用調整会議という形をとっておられたものが、今回、各種開発事業に係る事

前協議の土地利用調整会議を諮るという形で、聞いておりますのは、９月末にその会議を開

催していただくように、現在、県と協議をしておるということを聞いております。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） また、このことに関しましては、後日詳しくお伺いをしたいと思います。

本日は結構でございます。 

 それでは、次、お願いします。シェルター。 

〇議長（東 充洋） シェルターのことでいいんですね。 
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〇６番（木内利雄） はい。 

〇議長（東 充洋） シェルターです。 

〇６番（木内利雄） すみません。もうちょっと尋ねた方がよろしいか。 

〇議長（東 充洋） 保健福祉センター館長。 

〇保健福祉センター館長（髙木雄一） 2000年会館に設置をされました熱シェルターの利用状

況でございますが、７月15日から設置をいたしまして、昨日までの感じでございますが、シ

ェルターとして特別にご利用に来られたというような方はなかったというふうに思っており

ます。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） これ、ちょっと余談みたいなんですけど、テレビを設置されていました

よね。 

〇議長（東 充洋） 保健福祉センター館長。 

〇保健福祉センター館長（髙木雄一） テレビは設置しております。いわゆる地デジのチュー

ナーは別物でございますので、そのままスイッチを押していただいても映らない、旧のテレ

ビでございますので、ブラウン管型でございますので、地デジのチューナーをご用意してお

りました。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） 要は使えるようにしてあるということですね。 

〇議長（東 充洋） 保健福祉センター館長。 

〇保健福祉センター館長（髙木雄一） 地デジが見られるようにしております。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） 昨日、テレビが設置されていないというふうに、さきの議員が言われと

ったので。いや、私、行ったときは設置されとったのになと思ったから、お聞きしたまでで

ございます。テレビは見られるようにはしてあると。 

 そこで、やっぱり、これ24時間というか、夜間も必要やな。そこまで、シェルター、いわ

ゆる2000年会館のとこへ来るまでの足の問題もあるんですが、交通の便もあるんですが、や

はり24時間というか夜間という部分もやっぱり必要ではないかなというふうに思いますが、

そこのところは部長はいかがお考えでしょうか。 

〇議長（東 充洋） 保健福祉センター館長。 

〇保健福祉センター館長（髙木雄一） 一忚、今年度につきましては、７月15日から９月15日
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ということで、シェルターという形のものを昼間準備をさせていただきました。これを、こ

の９月15日以降、10月ごろにまた我々、町長も交えて協議をしようということで、事前に７

月のこれが始まる前にそういう打ち合わせをしておりましたので、この期間が終わりまして

以降、以後の当初予算等に係るまでには話し合いを持てるものと考えております。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） このシェルターの開設時間帯、夕方の５時までですか。９時から５時ま

ででしたかな。これですと、役場のロビーでも構へんねん。図書館でも構えへんです。ほか

の公共施設でも構わんのです。また、大型ショッピングセンターでもシェルターがわりにな

るんです、その時間帯やったら。その時間帯以降がやはり用を満たすためには、そういった

夜の時間帯というのが必要ではないかと思うので、しっかりとご検証なさって、今後の参考

にしていただければ幸いかなと思いますので、強く申し上げておきたいと思います。その件

は以上でございます。 

 では、次。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） 廃墟の対策についてで、町のこれに対処する条例はどうだとい

うことでございますけれども、本町に関しましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に

基づきまして、上牧町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例、３条及び７条で対忚し

ております。その条例の中には、廃墟という文言は入っておりませんが、一忚建物という文

言が入っておりますので、そういったものについては、適宜所有者また管理者に対して通知

あるいは電話で適切に管理しなさいということで、連絡をしております。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） ちょっとイメージがわかないんですが、今、壇上で申し上げたような廃

墟になったところが発生したとする。この分に関して、強制力があるみたいな条例はあるん

でしょうか。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） 強制力のある条例はございません。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） そこで、先ほど壇上で申し上げたように、私、松里園自治会の４区いう

所なんですが、４区は大体40軒弱なんです。三十七、八軒あると思うんです。その中で６軒

が空き家なんです。ほんで、僕、あと２軒はどうなんかようわからないですが、そのうち４
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軒は明確にひとり暮らしの方が、先ほど申し上げたように、ご子息のところへ行ったりとか、

お亡くなりになったりとか、高齢者施設にお入りになったとかいう形なんですよね。40軒弱

なんですよね。私、４区なんですけど。そのうちの６軒がそういう状態なんですよね。私の

一番、きょう申し上げたいのは、きれいなうちはまだいいんですよ。それが昨今の状況です

と、なかなか不動産が売れない。そのまましておったら、家が朽ちてくる。ほんだら近所の

人は景観上、苦情は町行政に寄せられる等々の問題。 

 これは、和歌山なんです。和歌山が平成20年度、空き家率が9.1％。住宅総数が46万7,900

戸に対して、空き家は４万2,500戸もあるんですね。9.1％、約10％がもう、総住宅のうちの

空き家が約9.1％、４万2,000戸に達しているんですよね。これは、分譲マンションや賃貸住

宅などの二次的住宅は除くもの。マンションの住宅が空き家になる、そんなんはもう入れて

いないんですよね。いわゆる戸建ての住宅のことを指していると思うんですけど、これが全

国一の空き家率で、和歌山県は悩んでおった。言うたってなかなか撤去してくれない。隣の

家の人が、家がだんだん朽ちてきたりするもんやから、危険を感じる。ほんで、空き家で20

年も30年もほったらかしていると、もういろんなことが、先ほど申し上げたように、猫の問

題、猫が住み着く、防犯上の問題等々が出てくるんですね。 

 本町の空き家率というのはいかがになっているんでしょうか。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） 申しわけございません。率は出しておりません。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） また機会があれば調べておいてください。それで、私、この和歌山が県

議会で６月に提出をなさったんですね。建築物等の外観の維持保全及び景観支障状態の制限

に関する条例案、ちょっと何のことかわかれへんけども、通称「景観支障防止条例」。これに

は、ちょっと時間いただいて、お聞きいただきたいんですが、要は、「建築物等の外観につい

て、周辺の良好な景観に支障となる廃墟とならないよう、維持保全に努めなければならない」

という文言とか、「建築物等の外観については著しい破損、腐食等により周辺の良好な景観と

著しく不調和な状態、景観支障状態であってはならない」、こういう文言がある。これは現に、

使用されているもの、または文化財等は除くということになっとるんですよね。私は最も大

事なんと思うのは、周辺住民から、つまり廃墟となっている周辺住民からの要請をもって、

上牧町は必要な措置の勧告や命令を発出することができるように、条例の制度設定をやるべ

きだと思うんですよね。 
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 この勧告とか命令はそれぞれ、ここに和歌山県の条例案には書いてありますが、こういっ

たことで、私は条例、制度の設定が強制力のあることが必要ではないかと思うんですが、い

かがお考えでしょうか。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） 条例化することによって、強制力が出るのは明らかでございま

す。ただ、奈良県におきましては、奈良県自体がこういった条例をまだ制定していない、景

観条例というので何とかカバーしているような状態でございます。昔、町でも草刈り条例を

制定したらどうだというような、大分昔でございますけれども出て、そのときもいろいろと

協議があったわけですけれども、実際、勧告、命令を出してやらなかったらどうなるんだと、

行政代執行で町がやるのかということになってきますと、相当法的な手続等もございますし、

お金の処理代の問題等発生してきます。そういったいろいろな法的なことも加味しながら、

大変、つくれば強制力はあるとは思いますが、今の時点で大変難しい問題であるなと考えて

おります。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） 何が難しい、邪魔くさいだけじゃないですか。仕事がふえることなんじ

ゃないですか。今、別にそんなに上牧町内では、廃墟になっておって困ってんのや、今言う

ている樹木の問題とか、雑草の問題とか、安全面の問題とか、そういうことは聞くんですけ

ど、隣の家がもう傾いてきて大変でんねんという話はまだちょっと聞いていないんです。だ

から、先に条例の制定をやるべきだと言う。 

 要は、ここに和歌山県の条例案ですけども、これ、条例化されたと思うんですけどね。要

は命令ができると。次のようなですね。「除却等の措置にかかる費用は原則所有者負担であ

る」と。「条例施行以前から、景観支障条例の場合、除去により生じる利益を差し引いた上で

損失補償を行う」、「命令に従わない場合で、著しく公益に反すると認められる場合は、行政

代執行の対象となり得る」こういったことは、町条例では制定できないんでしょうか。 

〇議長（東 充洋） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（外川武彦） 地方自治体では、単独で制定することは可能であると思ってお

ります。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） それじゃ、私が今、和歌山県の条例を参考に申し上げておりますが、ネ

ットで見る限りにおいては、和歌山県が最初らしいですよね。それじゃ、こういったことが
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何もお金が要るわけでもなし、条例の制定はぜひとも早々に行うべきだと思いますが、町長、

いかがお考えですか。 

〇議長（東 充洋） 今中町長。 

〇町長（今中富夫） 今、木内議員がおっしゃっている和歌山県のことについて、これ、テレ

ビでニュースでやっておりました。たまたまチャンネルつけたら、その言われておる方が、

インタビューに答えていた場面を見ました。和歌山県としては、今おっしゃっておられるよ

うに、空き家がもう相当数出ていると。特に、テレビでやっていたのは、和歌の浦か何かの

ホテルがかなり景勝地にあって、もうむき出しの形になっていると。景観上よろしくないと。

それと、防犯上も若者が集まって騒いだりすると、そういうことから、解体を県が命令をし

ているというような内容で報道をされておりました。上牧町の場合でも、実際、私が住んで

おります新町でも、従来の戸数でいきますと100から110あるかなしかの戸数でございますが、

既に二、三軒空き家が出ております。これからこういうのが旧地区でもどんどん出てくる可

能性があるのかなというふうに、条例どうのこうのよりも、心配もしておるところでござい

ます。長年放置されますと、当然今おっしゃっておられるような問題は必ず出てくるわけで

ございますので、町として、条例を制定は私もできると思います。ただ、我々としては、ま

だまだその法律部門については勉強不足のところもございますので、担当部課に命じまして、

まずしっかりと法律を勉強していく、和歌山県の条例も参考にさせていただいて、一条文ず

つしっかりと理解ができるようにしながら、また木内議員には回答をさせていただきたいな

というふうに思います。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） それじゃ、私は間際になってからやったのでは、住民の苦情が役場にぼ

んぼん、ぼんぼん入ってくるわけですから、そういったことのなきように、できるだけ早い

時点でお取り組みをいただければ、幸いかなというように思います。 

 それじゃ、次、お願いします。 

〇議長（東 充洋） 今中町長。 

〇町長（今中富夫） 消防の広域化について、町長としての考え方はどうかということでござ

います。奈良県の消防広域化の計画に基づいて、今、協議が進められております。私として

は、サービスが、サービスと言っていいのかどうか、トータル的にそういう救急でございま

すとか、そういうものが今より悪くならないということ、それと、それぞれの各町の今後の

財政負担が今より重くならないように、しっかりとやれるということであれば、私は一本化
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されるということについては何ら問題はないのかなというふうに考えております。 

 ただ、今ちょっと私もその協議会、全市町村長が入っておるわけでございますので、市町

村長の会議の中ではまだ詳細な部分については議論はされておりません。ただ、奈良市さん

がどうもちょっと動きが違うような感じで我々も受け取っております。奈良市さんは、どう

も聞いておりますと、今、奈良市がやっている消防の部分、財源的な問題でございますが、

その予算よりも広域化される場合に試算された奈良市の負担がぐんと重くなるというような

試算がどうも出ておるみたいで、奈良市さんがちょっと異論をとなえておられるというふう

に聞いております。全市町村が一本化で広域化できるのかというのが、なかなかちょっと難

しい状況でどうも進んでおるようでございますので、我々としてはもうしばらくその様子を

見守る必要があるのかなというふうに考えております。 

 一部、今、被害が出ております南部の方、この前、会議の中で、私の隣に高取、明日香の

それぞれ首長さんがおられまして、ちらっと意見を言っておられるのを聞いておりましたら、

支部については、例えば、高性能のはしご車なりいろんなそういう車などを買っても、我々

のところではそんなんを使うような場所がないやないかと。そんなに同じように、例えば負

担金として乗せられても、住民に対する説明がどうも難しいなというような意見も、いろん

な首長さんからも出ておりましたので、なかなかそれを一本化していくのはこれから難しい

のではないかなと。特に今、財政状況も厳しい中でございますし、どこの市町村長さんもこ

ういう手の負担金的なものについては、削減をという片方で皆、考え方を持っておられる中

で、大きな負担金を求められていく。自分のところに、不必要とは言いませんが、用のない

ような高規格の物を、例えば支部あたりにどんどん必要やから買うと、その負担を全県でと

いうようなことでは、財政負担がふえるばかりだしというような意見もどうも出ておるよう

でございますので、我々としては、なかなかその辺が一本化に向けては難しい、これから相

当腰を据えた協議が必要ではないのかなというふうに、私としては感じております。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） 地域、地域によって、また後で述べますが、要は充足率の問題でいろい

ろ各市町村の考え方があるようなので、またこれは後で触れます。 

 あと、６町の考え方はどのようになっているのか、把握しておられるんでしたら答弁くだ

さい。 

〇議長（東 充洋） 今中町長。 

〇町長（今中富夫） 西和広域といたしましては、考え方としては、一本化に向けた協議につ
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いては進めていこうというそれぞれの首長の考え方でテーブルについているということでご

ざいます。ただ、先ほど私が言いましたような部分がはっきりと明確に出てくれば、なかな

かそれぞれの考え方がございますので、難しいところも出てくるかもわかりません。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） 次に、肝心な西和消防組合、管理者もしくは副管理者、それと西和消防

組合を編成している７町の首長がイエスと言うのであれば、異論はないかと思うんですけど、

参考のために、西和消防組合の消防長等の考え方、また、職員の考え方はいかがなんでしょ

うか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 今、町長が答えましたように、西和消防組合の見解も同じような状

況でございます。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） わかりました。それじゃ、次に、奈良県の消防力の充足率について、尐

しお尋ねをしたいなと思います。まず、地元である西和消防組合、署所数は充足率100％でい

いんですが、消防の職員数、基準というのは消防力の整備指針、消防庁告示第１号、2000年

１月20日付による基準。これは整備基準ですね。これ、2009年４月１日の資料でございます。

それから変わっておるんであれば、またご訂正してください。基準は、西和消防組合の職員

数208なんですが、条例定数は179となっているんです。これはどういうことで、この基準数

から下回っておるのか、まずお尋ねをします。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） まず、今おっしゃったように、消防庁の方でこういう基準が出され

ております。それと、現有と、現在の状況の中で充足率という数字が出ているんですけれど

も、この数字につきましては、市町村が目標とすべき数値ということで、基本的な数値がご

ざいます。ただ、今おっしゃるように満たないというところでございますが、これはできる

だけ100％にということですけども、地域の実情、また財政の実情等々がありますので、その

辺を勘案して、現況になっていると思っております。 

 また、組織全体での業務の遂行ということで、努力されている部分でもあるのかなという

ふうには思っております。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） それはお聞きしておきますけどね。それで、条例定数は179で現在も変わ
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っておらないんでしょうか。 

〇議長（東 充洋） 総務課長。 

〇総務課長（池内利昭） 今おっしゃいましたように、一忚、179で変わってはおりません。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） 現在は何名なんですか。この2009年４月１日現在では、条例定数179に対

して、166になっておるんですよ。現時点では、職員数は何名なんでしょうか。 

〇議長（東 充洋） 総務課長。 

〇総務課長（池内利昭） 今の現有の職員数については、まだ西和消防組合には聞いておりま

せんけれども、この状況の166前後かなとは思っております。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） 要は７町でお決めになったと思うんですが、この条例定数179から166で

すと、13名もマイナスなんですよね。要は充足率で言うと、92.74％。自分らで決めた定数な

んですよね。今中町長の時代じゃないですけど。これは、僕はいかがなものかなと思います

よ。町長ももちろん出席なさっていますし、これには部課長はだれが出席なさっているのか

な。西和消防組合の会議には。 

〇議長（東 充洋） 総務課長。 

〇総務課長（池内利昭） 一忚、町長と私、私については事務的な部分の中で随行という形で

出席しております。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） これ、議長も当然、組合の会議にご出席なさっている。町長もそうなん

です。条例定数179なんですから、役場の職員じゃないわけですからね、消防ですから。この

条例定数179、先ほど申し上げた基準で言うと、208なんです。しかしいろんな事情を勘案し

て条例として179にされているわけです。これ、消防という性格上、消防組合という性格上、

私はこの179はやはり守らなければならない数字だと思います。議長、また、町長、このこと

についてしっかりとここら辺のところ、西和消防組合で発言をしていただきたいと思います

が、いかがでしょうか。 

〇議長（東 充洋） 今中町長。 

〇町長（今中富夫） 職員の問題については、今、西和消防組合の事務方といいますのか、消

防長、それから消防次長がこの前、話を聞いておりましたら、一生懸命にその部分について、

考えておるようでございます。ただ、管理者、それから我々の考え方もいろいろあるわけで
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ございますので、できるだけ効率よく仕事をしていくというような物の考え方で、どうも現

有の人数になっておるのかなというふうに思います。ただ、職員もそれぞれいろんな勤務体

系があるわけでございますので、余り無理をさせると、やっぱり大変なことになるわけでご

ざいますので、今、ご提案いただいていることについては、しっかりと西和消防組合の方に

伝えたいというふうに思います。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） それはそのような方向で取り組みをいただきたいと思います。 

 それで、本町に関しましては、その定数が、職員数以外はおおむね充足率が100％なんです

よね。先ほど町長から一部ございましたが、各市町村で広域化について異論があると。奈良

市の例が出ましたけれども、奈良市は署所数、本署、分署とか出張所とかそういうものです

よ、署所数というのはね。消防ポンプ車、はしご車、救急車、これも充足率100％なんですよ

ね、奈良市は。その以下のところで見ると、市で見ると大和郡山市がちょっとひどいんです

よね。署所数が50％で、職員数もちょっとひどいですけどね。次、消防ポンプ車も57％、充

足率ね。救急車も60％。ほかにもちょっとひどいなと思うところ、あるんですけども、とり

あえず大和郡山市はそうですね。 

 次の問題なんですが、奈良市が今、例が出ましたけど、西和消防組合においても７町がお

おむね消防ポンプ車、はしご車、救急車は充足率100％になっておる。片や申し上げたように、

大和郡山市、桜井市、五條市などは、やはり充足率を下回っておるところが多いんです。こ

ういった場合に、今度、統一化される一本化される広域化された場合に、奈良市さんは文句

をやっぱり言いますよ。西和消防組合の７町も、その足らん分を補っていかないかんわけで

すからね。そこら辺を、費用負担という、要は財源の負担が、今、充足率100％のところの方

が、より損をすると言うたらおかしいか、まあ、損をするんか。僕は、広域化には賛成なん

ですよ。賛成なんですが、財源問題から言うと、首をかしげなければならないなと思ってい

ます。香芝広陵消防組合においても、署所数は充足率67％。ポンプ車においても83％の充足

率。ということは、100％のところは負担増は否めないかなという考え方はあるんですが、部

長はいかがお考えですか。 

〇議長（東 充洋） 総務部長。 

〇総務部長（田中一夫） 私もおっしゃったとおりと思っております。 

 まず、現在、西和消防組合に対して上牧町が負担しておりますのは２億1,600万、毎年負担

しております。その中の性質別負担の内容を見ますと、ほとんど経常経費です。いわゆる一



 －156－ 

般の事業に対する負担金がどうなのかといいますのも、ほとんどない状態ですので、この状

態で広域化になる。その中で人員は削減できませんので、体制はそのまま、それで新しい設

備等を設置、配備する等々となりますと、新たな事業費が要るのかなというところでござい

ますので、当然、将来的には削減になるのが当然なんですけれども、一時的にはどうなのか

という問題につきましては、木内議員がおっしゃるような問題点は当然ございます。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） そのときに、やっぱり奈良市とか充足率が100％に満たされているような、

西和消防組合等、つまりそれを編成している７町の首長等は、そこのところはきちっと財源

が、当方から申し上げれば無駄に出ていかないように、しっかりとした議論をしていただけ

ますよう、求めておきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（東 充洋） 今中町長。 

〇町長（今中富夫） 当然、そういうこともこれから出てくるわけでございますので、それぞ

れの各町の首長さん、また、我々西和広域としてしっかりと意見を出していきたいなという

ふうに思います。 

〇議長（東 充洋） 木内議員。 

〇６番（木内利雄） 広域化されると、奈良県消防の広域化ということで、資料をもらってお

るんですが、いいなと思うのは、葛城市の加守という場所がありますよね。葛城市の中に加

守という場所、ここは、葛城消防署で行くと、約10分かかるんですね。しかし、広域化され

ると香芝消防署から行くと３分で着ける。今、香芝市は、葛城市の火を消しに行ったりしま

せんので、葛城市の加守町で火災が起こった場合は、葛城消防署が出動したら約10分かかる。

それを広域化されると、一番近い香芝消防署が走ると約３分で到着する。つまり、現場到達

時間が７分も削れるんですよね。そういう意味では、広域化というのは有効じゃないかなと

いうふうに思います。メリット、デメリットあるかとは思うんですが、しっかり議論いただ

いて、立派な広域化をされるように強く求めておきたいと思います。時間、尐しありますが、

終わらせていただきます。 

ありがとうございました。 

〇議長（東 充洋） 以上で、６番、木内議員の一般質問を終わります。 

 これで本日の一般質問を終わります。 

 

                     ◇                    
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    ◎散会の宣告 

〇議長（東 充洋） 本日はこれで散会いたします。 

 どうも皆様、ご苦労さまでした。 

 

    散会 午後 ２時５４分 
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平成２３年第３回（９月）上牧町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第４号） 

 

平成２３年９月１５日（木）午前１０時開議 

 

第 １       決算特別委員長報告について 

第 ２ 認第 １号 平成２２年度上牧町一般会計歳入歳出決算認定について 

第 ３ 認第 ２号 平成２２年度上牧町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

第 ４ 認第 ３号 平成２２年度上牧町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について 

第 ５ 認第 ４号 平成２２年度上牧町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

第 ６ 認第 ５号 平成２２年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

第 ７ 認第 ６号 平成２２年度上牧町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

第 ８ 認第 ７号 平成２２年度上牧町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

第 ９ 認第 ８号 平成２２年度上牧町水道事業会計決算認定について 

第１０       総務建設委員長報告について 

第１１ 議第 １号 上牧町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例について 

第１２ 議第 ２号 上牧町税条例等の一部を改正する条例について 

第１３ 議第 ４号 平成２３年度上牧町一般会計補正予算（第３回）について 

第１４ 議第 ８号 平成２３年度上牧町下水道事業特別会計補正予算（第１回）について 

第１５ 議第 ９号 平成２３年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１回）

について 

第１６       文教厚生委員長報告について 

第１７ 議第 ３号 上牧町社会体育推進委員会設置条例の一部を改正する条例について 

第１８ 議第 ５号 平成２３年度上牧町国民健康保険特別会計補正予算（第１回）について 

第１９ 議第 ６号 平成２３年度上牧町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）につい 

          て 

第２０ 議第 ７号 平成２３年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第１回）について 
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本日の会議に付した事件 

第１から第２０まで議事日程に同じ 
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    開議 午前１０時００分 

 

    ◎開議の宣告 

〇議長（東 充洋） おはようございます。ただいまの出席議員数は12名です。定足数に達し

ておりますので、これから本日の会議を開きます。 

 

                     ◇                     

 

    ◎議事日程の報告 

〇議長（東 充洋） 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

 それでは、日程表に従い、順次議事を進めてまいります。 

 

                     ◇                     

 

    ◎決算特別委員長報告について 

〇議長（東 充洋） 日程第１、決算特別委員長報告について。 

 堀内委員長、報告願います。 

          （決算特別委員長 堀内英樹 登壇） 

〇１番（堀内 英樹） それでは、決算特別委員会の報告を申し上げます。 

 去る９月５日、本会議で当委員会に付託されました認第１号 平成22年度上牧町一般会計

歳入歳出決算認定について、認第２号 平成22年度上牧町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算認定について、認第３号 平成22年度上牧町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について、

認第４号 平成22年度上牧町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、認第５号 

平成22年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について、認第６号 

平成22年度上牧町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、認第７号 平成22年度上

牧町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、認第８号 平成22年度上牧町水道事業会

計決算認定について、以上８議案について、９月８日、９日の２日間にわたり、全委員出席

により決算特別委員会を開き慎重に審議いたしました結果、認第２号につきましては、石丸

委員から、国民健康保険税は後期高齢者医療制度の導入により大幅な値上げが行われ、被保

険者に大きな負担となっている。医療を補償する制度にするために保険税の引き下げを求め
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たい。などの反対討論がありました。採決の結果、賛成多数で認定すべきものと決しました。 

 認第４号につきましては、石丸委員から、この会計は広域連合で行われており、町で行う

部分がほとんどない会計である。また、この後期高齢者医療制度は75歳以上を別建てにする

医療制度という点で反対の討論がありました。採決の結果、賛成多数で認定すべきものと決

しました。 

 認第６号につきましては、石丸委員から、収入にかかわらず、すべての方にかかる不公平

な税制度である消費税が、下水道使用料に加算されているという点で反対の討論がありまし

た。採決の結果、賛成多数で認定すべきものと決しました。 

 認第８号につきましては、石丸委員から、水道料金に消費税が加算されている。生活に関

わる最低限のところには課税すべきではない。また、22年度から県水が１立方メートルあた

り５円引き下げが行われたので、当然、水道料金に反映されるべきだという点で、水道料金

の値下げを求めたい。などの反対の討論がありました。採決の結果、賛成多数で認定すべき

ものと決しました。 

 認第１号、認第３号、認第５号、認第７号の４議案については、全委員異議なく認定すべ

きものと決しました。 

 以上、報告いたします。 

〇議長（東 充洋） 委員長の報告が終わりましたので、ただいまより議案の審議に入ります。 

 

                     ◇                     

 

    ◎認第１号の質疑、討論、採決 

〇議長（東 充洋） 日程第２、認第１号 平成22年度上牧町一般会計歳入歳出決算認定につ

いて、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

 石丸議員。 
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〇５番（石丸典子） ５番、石丸典子です。 

  平成22年度上牧町一般会計歳入歳出決算認定に対して、賛成の討論を行います。 

  平成22年度一般会計決算は、前年度の繰越事業、約12億円を含み歳入総額は84億1,300万円。

歳出総額は82億6,400万です。特徴は、まず１つには、公共投資交付金などの活用によって、

学校施設の耐震工事や道路整備が進みました。２つ目には、財政の早期健全化団体から脱却

したことです。平成19年からの集中改革プランにより、いろいろな取り組みが行われてきま

したが、大きなものは町営ペガサス駐車場、保育所、希望の家などの財産売り払いと職員給

与の削減でした。 

  歳入では、町民税、個人分、現年度の調定額が前年度に比べ、約１億円の減額です。主に

所得の減収です。地方交付税は、当初予算より約１億8,000万円増額となりました。なお、町

営住宅と駐車場使用料においては、収納対策とともに条例に基づいた公正な管理と運営をさ

れますよう申し添えます。 

  歳出では、県や国の臨時交付金を活用して公有財産管理台帳と道路台帳のデジタル化や町

民プール改修工事などが行われました。土地開発公社関連の支出は、欠損金の補てんと供用

済み土地の買戻しで約２億円でした。 

  早期健全化団体から脱却とはいえ、土地開発公社の縮小に向けて平成25年度には第三セク

ター等改革推進債の借入れ、約40億円が予定されており財政運営が長期にわたり、厳しいこ

とに変わりはありません。今後においては、借入金の返済だけでなく、上牧町に若い人が定

住できるよう特色のある子育て支援策などの拡充を求めます。 

  以上で、賛成の討論といたします。 

〇議長（東 充洋） ほかにございませんか。 

          （「ほかになし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） これで討論を終わります。 

 これから採決いたします。 

 この決算を委員長の報告どおり認定することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

 したがって、この決算は認定することに決定されました。 

 

                     ◇                     
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    ◎認第２号の質疑、討論、採決 

〇議長（東 充洋） 日程第３、認第２号 平成22年度上牧町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算認定について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

 石丸議員。 

〇５番（石丸典子） ５番、石丸典子です。 

平成22年度上牧町国民健康保険特別会計決算認定について、反対の討論を行います。 

 平成22年度国民健康保険特別会計決算は、実質収支額で約２億5,000万円、単年度収支では、

約１億9,000万円となり、上牧町では、これまでにない黒字会計となりました。大幅な黒字会

計となった要因は、平成20年度からの後期高齢者医療制度によるものと、制度変更と同時に

保険税が引き上げられたことによるものです。 

 歳入では、前期高齢者交付金の精算分、約１億4,000万円が初めて参入されました。保険税

の負担は所得200万円、40歳代の夫婦と子ども２人、固定資産10万円で試算しますと、50万円

を超えます。県下で２番目に高い国民健康保険税です。被保険者に医療を補償する制度とな

るよう、高い保険税の引き下げを検討すべきです。 

 歳出では、医療費の伸び率は前年度に比べ９％の増です。毎年増加傾向にありますが、特

に、平成22年度は一人当たりの医療費が前年度に比べ３万円増加しています。病気の早期発

見、早期治療のための各種健康診断の充実と受診率の向上が求められます。 

 以上、述べましたけれども、支払能力を超えた国民健康保険税の引き下げを提案いたしま

して反対の討論といたします。 

〇議長（東 充洋） ほかにございませんか。 

          （「ほかになし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） これで討論を終わります。 

 これから採決いたします。 
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 採決は起立により行います。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。委員長の報告どおり認定すること

に賛成の方、起立願います。 

          （起立多数） 

〇議長（東 充洋） 起立多数です。 

 したがって、この決算は認定することに決定されました。 

 

                     ◇                     

 

    ◎認定第３号の質疑、討論、採決 

〇議長（東 充洋） 日程第４、認第３号 平成22年度上牧町老人保健特別会計歳入歳出決算

認定について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 この決算を委員長の報告どおり認定することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

 したがって、この決算は認定することに決定されました。 

 

                     ◇                     

 

    ◎認第４号の質疑、討論、採決 

〇議長（東 充洋） 日程第５、認第４号 平成22年度上牧町後期高齢者医療特別会計歳入歳
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出決算認定について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

 石丸議員。 

〇５番（石丸典子） ５番、石丸典子です。 

  平成22年度上牧町後期高齢者医療特別会計決算認定についての、反対の討論を行います。 

  最も病気にかかりやすい75歳以上を対象としている制度で、医療費が増加すれば保険料が

上がるしくみに対して反対です。 

上牧町の行う業務は、保険料の徴収と保健事業の実施です。基本検診の受診率は、平成21

年度より低く、13.4％となっています。高齢者の生きがいづくりとともに、検診の受診率の

向上が必要です。 

以上をもって、反対の討論といたします。 

〇議長（東 充洋） ほかにございませんか。 

          （「ほかになし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） これで討論を終わります。 

 これから採決いたします。 

 採決は起立により行います。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。委員長の報告どおり認定すること

に賛成の方、起立願います。 

          （起立多数） 

〇議長（東 充洋） 起立多数です。 

 したがって、この決算は認定することに決定されました。 

 

                     ◇                     

 

    ◎認第５号の質疑、討論、採決 
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〇議長（東 充洋） 日程第６、認第５号 平成22年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会

計歳入歳出決算認定について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 この決算を委員長の報告どおり認定することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

 したがって、この決算は認定することに決定されました。 

 

                     ◇                     

 

    ◎認第６号の質疑、討論、採決 

〇議長（東 充洋） 日程第７、認第６号 平成22年度上牧町下水道事業特別会計歳入歳出決

算認定について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

 石丸議員。 

〇５番（石丸典子） ５番、石丸典子です。 

平成22年度上牧町下水道事業特別会計決算認定に対して反対の討論を行います。 
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 平成22年度は、歳入総額７億7,800万円、歳出総額７億7,500万円の決算です。公共下水道

事業は、予定どおり北上牧地域と服部台地域で行われ、下水道普及率は93.4％となりました。 

また、繰上償還によって、公債費削減の取り組みも行われました。 

しかし、下水道使用料に消費税が加算されています。所得の有る無しに課税される不公平

な税制度を指摘し、反対の討論といたします。 

〇議長（東 充洋） ほかにございませんか。 

          （「ほかになし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） これで討論を終わります。 

 これから採決いたします。 

 採決は起立により行います。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。委員長の報告どおり認定すること

に賛成の方、起立願います。 

          （起立多数） 

〇議長（東 充洋） 起立多数です。 

 したがって、この決算は認定することに決定されました。 

 

                     ◇                     

 

    ◎認第７号の質疑、討論、採決 

〇議長（東 充洋） 日程第８、認第７号 平成22年度上牧町介護保険特別会計歳入歳出決算

認定について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 
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 この決算を委員長の報告どおり認定することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

 したがって、この決算は認定することに決定されました。 

 

                     ◇                     

 

    ◎認第８号の質疑、討論、採決 

〇議長（東 充洋） 日程第９、認第８号 平成22年度上牧町水道事業会計決算認定について、

これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

 石丸議員。 

〇５番（石丸典子） ５番、石丸典子です。 

  平成22年度上牧町水道事業会計決算認定に対して、反対の討論を行います。 

  平成22年度は、収益的収支は、収入が４億6,500万円、支出が４億2,600万円となりました。

差引き3,900万円の利益となりました。要因は、前年度に比べ4.2％伸びた有収率93.2％と県

水の値下げ、１立方メートルあたり145円が140円となったことによるものです。県水の引き

下げ分を水道料金に反映させるべきです。また、生活に必要な水道料金に消費税が加算され

ています。生活に必要な最低限のところには課税すべきではありません。 

  以上をもって、反対の討論といたします。 

〇議長（東 充洋） ほかにございませんか。 

  服部議員。 

〇１１番（服部公英） 反対の討論を行います。 

  石丸議員の消費税の部分について、私は反対ではございませんが、以下述べられたほかの 

部分について、私も同意見ですので反対の討論とさせていただきます。 
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〇議長（東 充洋） ほかにございませんか。 

          （「ほかになし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） これで討論を終わります。 

 これから採決いたします。 

 採決は起立により行います。 

 この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。委員長の報告どおり認定すること

に賛成の方、起立願います。 

          （起立多数） 

〇議長（東 充洋） 起立多数です。 

 したがって、この決算は認定することに決定されました。 

 

                     ◇                     

 

    ◎総務建設委員長報告について 

〇議長（東 充洋） 日程第10、総務建設委員長報告について。 

 芳倉委員長、報告願います。 

          （総務建設委員長 芳倉利次 登壇） 

〇９番（芳倉利次） 総務建設委員会の報告を申し上げます。 

 ９月５日の本会議で当委員会に付託されました議第１号 上牧町の特別職の職員で非常勤

のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、議第２号 上牧町

税条例等の一部を改正する条例について、議第４号 平成23年度上牧町一般会計補正予算（第

３回）について、議第８号 平成23年度上牧町下水道事業特別会計補正予算（第１回）につ

いて、議第９号 平成23年度上牧町住宅新築金等貸付事業特別会計補正予算（第１回）につ

いて、以上５議案について、９月６日午前10時から全委員出席により慎重に審議いたしまし

た結果、全委員異議なく可決すべきものと決しました。 

 以上、報告申し上げます。 

〇議長（東 充洋） 委員長の報告が終わりましたので、ただいまより議案の審議に入ります。 

 

                     ◇                     
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    ◎議第１号の質疑、討論、採決 

〇議長（東 充洋） 日程第11、議第１号 上牧町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                     

 

    ◎議第２号の質疑、討論、採決 

〇議長（東 充洋） 日程第12、議第２号 上牧町税条例等の一部を改正する条例について、

これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 討論なしと認めます。 
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 これから採決いたします。 

 本案は委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                     

 

    ◎議第４号の質疑、討論、採決 

〇議長（東 充洋） 日程第13、議第４号 平成23年度上牧町一般会計補正予算（第３回）に

ついて、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                     

 

    ◎議第８号の質疑、討論、採決 

〇議長（東 充洋） 日程第14、議第８号 平成23年度上牧町下水道事業特別会計補正予算（第

１回）について、これを議題といたします。 
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 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                     

 

    ◎議第９号の質疑、討論、採決 

〇議長（東 充洋） 日程第15、議第９号 平成23年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会

計補正予算（第１回）について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 
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〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                     

 

    ◎文教厚生委員長報告について 

〇議長（東 充洋） 日程第16、文教厚生委員長報告について。 

 石丸委員長、報告願います。 

          （文教厚生委員長 石丸典子 登壇） 

〇５番（石丸典子） 石丸典子です。文教厚生委員会の報告を申し上げます。 

 ９月５日の本会議で当委員会に付託されました、議第３号 上牧町社会体育推進委員会設

置条例の一部を改正する条例について、議第５号 平成23年度上牧町国民健康保険特別会計

補正予算（第１回）について、議第６号 平成23年度上牧町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１回）について、議第７号 平成23年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第１回）

について、以上４議案につきまして、９月７日午前10時より出席委員５名により慎重に審議

いたしました結果、全委員異議なく可決すべきものと決しました。 

 以上、報告いたします。 

〇議長（東 充洋） 委員長の報告が終わりましたので、ただいまより議案の審議に入ります。 

 

                     ◇                     

 

    ◎議第３号の質疑、討論、採決 

〇議長（東 充洋） 日程第17、議第３号 上牧町社会体育推進委員会設置条例の一部を改正

する条例について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 
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          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                     

 

    ◎議第５号の質疑、討論、採決 

〇議長（東 充洋） 日程第18、議第５号 平成22年度上牧町国民健康保険特別会計補正予算

（第１回）について、これを議題とします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 討論なしと認めます。 

 これから採決します。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                     

 

    ◎議第６号の質疑、討論、採決 
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〇議長（東 充洋） 日程第19、議第６号 平成23年度上牧町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１回）について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                     

 

    ◎議第７号の質疑、討論、採決 

〇議長（東 充洋） 日程第20、議第７号 平成23年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第

１回）について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 
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 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                     

 

    ◎閉会の宣告 

〇議長（東 充洋） お諮りします。 

 本定例会の会議に付された事件はすべて終了いたしました。 

 したがって、会議規則第７条の規定により閉会したいと思います。 

ご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（東 充洋） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会は閉会することに決定いたしました。 

 

                     ◇                     

 

    ◎町長のあいさつ 

〇議長（東 充洋） 閉会に当たり、招集者のあいさつをお願いいたします。 

 町長。 

          （町長 今中富夫 登壇） 

〇町長（今中富夫） 全議案、認定、議決をいただきましてありがとうございました。 

 この議会に提出さしていただきました22年度の決算をもって、財政健全化団体を脱却いた

しました。先ほど石丸議員の方から賛成討論をいただきました中に、理由といたしまして、

まぁそれぞれ述べていただきました。内因的なもの、外因的なもの、それぞれあるわけでご

ざいますが、すべて住民の方々、議員の皆さんのご理解とご協力の賜物だというふうに考え

ております。まだまだ厳しい状況が続いていくだろうというふうに思うわけですが、気を緩

めることなく、引き続き行財政運営を行っていきたいというふうに考えております。 

 また、議会中に皆さん方からいただきましたご意見、ご要望、ご提案、これにつきまして
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も、やれるものから、しっかりと来年度の予算に反映をさせていきたい。また、皆さん方に

それぞれ、場面、場面でご相談、また、ご報告をさしていただきたいというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いをいたします。 

どうも皆さん、ありがとうございました。 

 

                     ◇                     

 

〇議長（東 充洋） これをもちまして平成23年第３回上牧町議会定例会を閉会いたします。 

 どうも皆様、ご苦労さまでございました。 

 

    閉会 午前１０時３２分 
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